
一

証
券
取
引
法
第
百
六
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
取
引
及
び
そ
の
保
証
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
二
十
八
年
大
蔵
省
令
第
七
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
保
証
金
の
額
）

（
保
証
金
の
額
）

第
二
条
の
二

証
券
会
社
が
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条

第
二
条
の
二

証
券
会
社
が
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
る
べ
き
金
銭
（

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
る
べ
き
金
銭
（

以
下
「
保
証
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
当
該
取
引
に
係
る
有
価
証
券
の
約
定

以
下
「
保
証
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
当
該
取
引
に
係
る
有
価
証
券
の
約
定

価
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額
（
以
下
「
通
常
の
最
低
限
度
額
」

価
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額
（
以
下
「
通
常
の
最
低
限
度
額
」

と
い
う
。
）
を
下
ら
な
い
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
取
引
に
係
る
保
証
金
に

と
い
う
。
）
を
下
ら
な
い
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
取
引
に
係
る
保
証
金
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額

げ
る
額
を
下
ら
な
い
額
と
す
る
。

を
下
ら
な
い
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
保
証
金
代
用
有
価
証
券
）

（
保
証
金
代
用
有
価
証
券
）

第
五
条

証
券
会
社
が
そ
の
預
託
を
受
け
る
べ
き
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
が
法

第
五
条

証
券
会
社
が
そ
の
預
託
を
受
け
る
べ
き
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
が
法

第
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
を
も
つ
て
代
用
さ
れ
る

第
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
を
も
つ
て
代
用
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
（
以
下
「
代
用
価
格
」
と
い
う
。
）
は
、
預
託

場
合
に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
（
以
下
「
代
用
価
格
」
と
い
う
。
）
は
、
預
託

す
る
日
の
前
日
の
時
価
（
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
証
券
取
引
所
が

す
る
日
の
前
日
の
時
価
（
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
証
券
取
引
所
が

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め

法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め

る
時
価
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規

る
時
価
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定

定
に
よ
り
登
録
す
る
証
券
業
協
会
（
以
下
「
証
券
業
協
会
」
と
い
う
。
）
が
法

に
よ
り
登
録
す
る
証
券
業
協
会
（
以
下
「
証
券
業
協
会
」
と
い
う
。
）
が
法
第

第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
時
価
を
い

七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
時
価
を
い
う

－１－



う
。
以
下
同
じ
。
）
に
株
券
に
つ
い
て
は
百
分
の
七
十
、
そ
の
他
の
有
価
証
券

。
以
下
同
じ
。
）
に
株
券
に
つ
い
て
は
百
分
の
七
十
、
そ
の
他
の
有
価
証
券
に

に
つ
い
て
は
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
（
取
引
所
有
価
証
券
市
場

つ
い
て
は
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
（
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に

に
お
い
て
は
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
金

お
い
て
は
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融

融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は

庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
証

証
券
業
協
会
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て

券
業
協
会
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定

定
め
る
率
）
を
乗
じ
た
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。

め
る
率
）
を
乗
じ
た
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
保
証
金
の
引
出
等
）

（
保
証
金
の
引
出
等
）

第
六
条

証
券
会
社
は
、
信
用
取
引
又
は
発
行
日
取
引
に
つ
い
て
顧
客
か
ら
保
証

第
六
条

証
券
会
社
は
、
信
用
取
引
又
は
発
行
日
取
引
に
つ
い
て
顧
客
か
ら
保
証

金
と
し
て
預
託
を
受
け
た
金
銭
又
は
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
そ
の
未
決
済
勘

金
と
し
て
預
託
を
受
け
た
金
銭
又
は
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
そ
の
未
決
済
勘

定
の
決
済
前
又
は
そ
の
発
行
日
取
引
に
係
る
有
価
証
券
の
受
渡
終
了
前
に
お
い

定
の
決
済
前
又
は
そ
の
発
行
日
取
引
に
係
る
有
価
証
券
の
受
渡
終
了
前
に
お
い

て
は
、
こ
れ
を
引
き
出
さ
せ
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
保
証
金
と
し

て
は
、
こ
れ
を
引
き
出
さ
せ
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
保
証
金
と
し

て
預
託
を
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

て
預
託
を
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え

各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
な
い
額

な
い
額
に
相
当
す
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
相
当
す
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
十
一

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
信
用
取
引
を
行
う
こ
と
を
明
示
し
な
い
取
引
）

（
信
用
取
引
を
行
う
こ
と
を
明
示
し
な
い
取
引
）

第
九
条

証
券
会
社
は
、
顧
客
が
信
用
取
引
を
行
う
こ
と
を
有
価
証
券
の
売
買
の

第
九
条

証
券
会
社
は
、
顧
客
が
信
用
取
引
を
行
う
こ
と
を
有
価
証
券
の
売
買
の

注
文
と
同
時
に
明
示
し
な
い
取
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
顧
客
が
当
該
取
引
に
よ

注
文
と
同
時
に
明
示
し
な
い
取
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
顧
客
に
当
該
取
引
に
係

る
買
付
又
は
売
付
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
対
当
す
る
有
価
証
券

る
未
決
済
勘
定
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
が
当
該
取
引
に

－２－



の
売
付
又
は
買
付
に
よ
り
、
こ
れ
を
決
済
す
る
取
引
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

よ
る
買
付
又
は
売
付
に
係
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
対
当
す
る
有
価
証

券
の
売
付
又
は
買
付
に
よ
り
、
こ
れ
を
決
済
す
る
取
引
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い

。

２

(
略
）

２

(

略
）

－３－



二

証
券
取
引
所
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
二
十
八
年
大
蔵
省
令
第
七
十
六
号
）

改

正

案

現

行

証
券
取
引
所
及
び
証
券
取
引
所
持
株
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令

証
券
取
引
所
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
免
許
申
請
書
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
条

法
第
八
十
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
八
十
二

第
二
条

（
新
設
）

条
第
一
項
の
免
許
申
請
書
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
、
金
融

庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

１

法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

役
員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
そ
の
者

四

役
員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
そ
の
者

が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な

が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
九
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

を
誓
約
す
る
書
面

五

会
員
等
（
法
第
八
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
会
員
等
を
い
う
。

五

会
員
等
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
員
等
を
い
う
。
以
下
同

以
下
同
じ
。
）
の
商
号
又
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
の

じ
。
）
の
商
号
又
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
を

場
所
を
記
載
し
た
書
面

記
載
し
た
書
面

六

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

六

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保

る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
保
有
す

有
す
る
議
決
権
（
法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下

る
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同

－４－



同
じ
。
）
の
数
を
記
載
し
た
書
類
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会

じ
。
）
の
数
を
記
載
し
た
書
類
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会
社

社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

七
〜
十
一

（
略
）

七
〜
十
一

（
略
）

３

（
略
）

２

（
略
）

（
免
許
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
）

（
免
許
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
）

第
二
条
の
二

法
第
八
十
二
条
第
三
項
（
法
第
百
六
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て

第
二
条
の
二

法
第
八
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電
磁
的

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は

記
録
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く

、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工

日
本
工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ

業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二
二

六
二
二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト

三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

リ
ッ
ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
証
券
取
引
所
の
子
会
社
の
認
可
申
請
）

第
二
条
の
三

証
券
取
引
所
は
、
法
第
八
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の

（
新
設
）

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

当
該
証
券
取
引
所
及
び
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
子
会
社
（
法
第
八
十
七

条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
八

条
第
三
号
及
び
第
三
十
条
第
二
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
書
類

－５－



イ

当
該
証
券
取
引
所
及
び
当
該
子
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最
終

の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の
最

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ

当
該
認
可
後
三
営
業
年
度
に
お
け
る
当
該
証
券
取
引
所
及
び
当
該
子
会

社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書

類

三

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款

ロ

会
社
登
記
簿
の
謄
本

ハ

名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書

類
ニ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ホ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損
失

処
理
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

ヘ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
取
締
役
及

び
執
行
役
）
の
氏
名
及
び
役
職
名
を
記
載
し
た
書
類

（
認
可
を
要
す
る
定
款
に
係
る
事
項
）

（
認
可
を
要
す
る
定
款
に
係
る
事
項
）

第
三
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
各
号
又
は
第
百
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

第
三
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
各
号
又
は
第
百
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
そ
の
細
則
を
定
款
以
外
の
規
則
に
委
ね
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該

い
て
は
、
そ
の
細
則
を
定
款
以
外
の
規
則
に
委
ね
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該

規
則
に
つ
い
て
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
認
可
を

規
則
に
つ
い
て
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－６－



（
組
織
変
更
認
可
申
請
書
）

（
組
織
変
更
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
七
条

法
第
百
一
条
の
十
一
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条

第
七
条

（
新
設
）

第
二
項
の
組
織
変
更
認
可
申
請
書
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
百
一
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

１

法
第
百
一
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

組
織
変
更
後
の
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
役
員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄

六

組
織
変
更
後
の
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
役
員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄

本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
そ
の
者
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項

本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
そ
の
者
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
九
号

第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
商
法
第
二
百
五
十
四
条
ノ
二
第
三
号
に
該
当
し

イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
商
法
第
二
百
五
十
四
条
ノ
二
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

と
を
誓
約
す
る
書
面

七
〜
十
四

（
略
）

七
〜
十
四

（
略
）

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議

決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）

決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）

第
八
条

法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次

第
八
条

法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次

に
掲
げ
る
議
決
権
と
す
る
。

に
掲
げ
る
議
決
権
と
す
る
。

一

信
託
業
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
会

一

信
託
業
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
会

社
証
券
取
引
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
会
社
」
と
い
う
。
）

社
証
券
取
引
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
会
社
」
と
い
う
。
）

の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第
百
三
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該

の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第
百
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該

信
託
業
を
営
む
者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る

信
託
業
を
営
む
者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る

も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

－７－



二

（
略
）

二

（
略
）

三

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

三

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

し
て
当
該
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断

し
て
当
該
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断

に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の

に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の

拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
会

拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
会

社
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
株
式
以
外
の
株

社
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
株
式
以
外
の
株

式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
証
券
会
社
又
は
外
国
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
つ

式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
証
券
会
社
又
は
外
国
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
つ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
会
社
の
株
式
を
信
託
さ
れ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
会
社
の
株
式
を
信
託
さ
れ

た
者
が
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
当
該
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第

た
者
が
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
当
該
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第

百
三
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
自
ら
取
得
し

百
三
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
自
ら
取
得
し

、
又
は
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

、
又
は
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
取
得
等
の
制
限
の
適
用
除
外
）

（
取
得
等
の
制
限
の
適
用
除
外
）

第
九
条

法
第
百
三
条
第
二
項
、
第
百
六
条
の
三
第
二
項
、
第
百
六
条
の
十
第
二

第
九
条

法
第
百
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

項
、
第
百
六
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
百
六
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
内

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

保
有
す
る
会
社
の
対
象
議
決
権
（
法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象

一

保
有
す
る
会
社
の
対
象
議
決
権
（
法
第
百
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象

議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
に
増
加
が
な
い
場
合

議
決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
増
加
が
な
い
場

合

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
特
定
保
有
者
の
届
出
に
関
す
る
事
項
）

－８－



第
九
条
の
二

法
第
百
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
保
有
者
（
法
第
百
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
保
有
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
な
つ
た
日

二

特
定
保
有
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
原
因

三

そ
の
保
有
す
る
会
社
の
対
象
議
決
権
の
数

（
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
九
条
の
三

法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
議
決
権
保
有
届
出

（
新
設
）

書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
り
当
該
届
出
書
二
通
を
作
成
し
、

財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
及
び
営
業
の
方
針
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
事
実
）

第
九
条
の
四

法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
実

（
新
設
）

は
、
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十

八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
第
三
十
条
第
四
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
規

則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
六
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
を
取

得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条
の
五

法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

（
新
設
）

－９－



る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
（
法
第
百
六
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
主
要
株
主
基
準
値
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
者
（
法
人

で
あ
る
者
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

定
款

⑵

法
人
登
記
簿
の
謄
本

⑶

取
締
役
及
び
監
査
役
（
当
該
者
が
会
社
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
理

事
、
監
事
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
、
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ

て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
及
び
そ
の
者
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ

か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑷

そ
の
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超

え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職

業
（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）

並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

⑸

当
該
認
可
の
申
請
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る

機
関
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議

－１０－



事
録

⑹

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑺

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

⑻

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損

失
処
理
計
算
書
そ
の
他
当
該
者
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
収

支
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

⑼

当
該
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を

記
載
し
た
書
類

⑽

そ
の
保
有
す
る
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
数
及
び
保

有
割
合
並
び
に
当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
株

式
会
社
証
券
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
数
及
び
保
有
割
合
を
記
載
し
た

書
類

⑾

当
該
認
可
後
に
当
該
株
式
会
社
証
券
取
引
所
と
の
間
に
有
す
る
こ
と

を
予
定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
及
び
取
引
等
に
お
け
る
関
係
並
び
に

当
該
関
係
に
係
る
方
針
（
当
該
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
業
務
の
健
全

か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。
）

⑿

そ
の
他
法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二

株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
を

取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

当
該
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
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⑴

当
該
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
職
業
を
記
載
し
た
書
類

⑵

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

⑶

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑷

前
号
ロ
⑽
か
ら
⑿
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

三

株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
を

取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者

次

に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
設
立
法
人
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当

該
設
立
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る

書
類
の
一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

⑴

定
款

⑵

取
締
役
及
び
監
査
役
（
当
該
者
が
会
社
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
理

事
、
監
事
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
、
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ

て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
及
び
そ
の
者
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ

か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑶

そ
の
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超

え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職

業
（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
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並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

⑷

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
法
人
が
株
式
移
転
、

合
併
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
関
す

る
株
主
総
会
の
議
事
録
）

⑸

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑹

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

⑺

資
本
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

⑻

当
該
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を

記
載
し
た
書
類

⑼

そ
の
保
有
す
る
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
数
及
び
保

有
割
合
並
び
に
当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
株

式
会
社
証
券
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
数
及
び
保
有
割
合
を
記
載
し
た

書
類

⑽

当
該
認
可
後
に
当
該
株
式
会
社
証
券
取
引
所
と
の
間
に
有
す
る
こ
と

を
予
定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
及
び
取
引
等
に
お
け
る
関
係
並
び
に

当
該
関
係
に
係
る
方
針
（
当
該
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
業
務
の
健
全

か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。
）

⑾

そ
の
他
法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
の
保
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有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
予
備
審
査
）

第
九
条
の
六

株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議

（
新
設
）

決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
主
要
株
主

基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
の
保
有
者
で
あ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
を
設

立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
書
類
に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
保
有
者
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
九
条
の
七

第
九
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
百
六
条
の
三
第
三
項
（
法
第
百
六

（
新
設
）

条
の
十
第
四
項
及
び
第
百
六
条
の
十
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
保
有
者
に
係
る
認
可
申
請
）

第
九
条
の
八

特
定
保
有
者
（
法
第
百
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
保
有

（
新
設
）

者
を
い
う
。
）
は
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

第
九
条
の
五
第
一
号
ロ
⑴
か
ら
⑿
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
証
券
取
引
所
持
株
会
社
の
認
可
申
請
書
）
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第
九
条
の
九

法
第
百
六
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法

（
新
設
）

第
百
六
条
の
十
一
第
一
項
の
認
可
申
請
書
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を

添
付
し
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

法
第
百
六
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
会
社
証
券
取
引
所
を
子
会
社
（
法
第
百
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
子

会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
三
十
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

株
式
会
社
証
券
取
引
所
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
者
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
書
類

⑴

会
社
登
記
簿
の
謄
本

⑵

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
取
締
役

及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

及
び
そ
の
者
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の

規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑶

株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主

た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並

び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

⑷

株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録

⑸

本
店
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類
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⑹

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

⑺

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損

失
処
理
計
算
書
そ
の
他
当
該
者
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
収

支
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

⑻

当
該
者
が
行
う
子
会
社
と
な
る
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
経
営
管
理

に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

⑼

株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

ハ

子
会
社
と
な
る
株
式
会
社
証
券
取
引
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

商
号
及
び
本
店
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑵

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
取
締
役

及
び
執
行
役
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

⑶

ロ
⑺
に
掲
げ
る
書
類

ニ

法
第
百
六
条
の
十
第
一
項
の
認
可
後
三
営
業
年
度
に
お
け
る
当
該
者
及

び
そ
の
子
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載

し
た
書
類

ホ

そ
の
他
法
第
百
六
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二

株
式
会
社
証
券
取
引
所
を
子
会
社
と
す
る
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る

場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

法
第
百
六
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
設
立
会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
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類⑴

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
取
締
役

及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

及
び
そ
の
者
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の

規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑵

株
主
と
な
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主

が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本

店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
営
ん
で
い
る
事
業
の

内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

⑶

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
会
社
が
株
式
移
転
、

合
併
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
関
す

る
株
主
総
会
の
議
事
録
）

⑷

本
店
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑸

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

⑹

資
本
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

⑺

当
該
設
立
会
社
が
行
う
子
会
社
と
な
る
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
経

営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

⑻

株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

ハ

子
会
社
と
な
る
株
式
会
社
証
券
取
引
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

商
号
及
び
本
店
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類
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⑵

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
取
締
役

及
び
執
行
役
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

⑶

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損

失
処
理
計
算
書
そ
の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び

収
支
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ニ

当
該
設
立
後
三
営
業
年
度
に
お
け
る
設
立
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
で
あ

る
株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

ホ

そ
の
他
法
第
百
六
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
証
券
取
引
所
持
株
会
社
の
認
可
の
予
備
審
査
）

第
九
条
の
十

株
式
会
社
証
券
取
引
所
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
株
式

（
新
設
）

会
社
証
券
取
引
所
を
子
会
社
と
す
る
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第

百
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
準
じ
た
書

類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
持
株
会
社
に
係
る
認
可
申
請
）

第
九
条
の
十
一

特
定
持
株
会
社
（
法
第
百
六
条
の
十
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定

（
新
設
）

持
株
会
社
を
い
う
。
）
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
金
融
庁
長
官

を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書
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二

第
九
条
の
九
第
二
項
第
一
号
ロ
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
証
券
取
引
所
持
株
会
社
の
特
定
保
有
者
の
届
出
に
関
す
る
事
項
等
）

第
九
条
の
十
二

第
九
条
の
二
の
規
定
は
法
第
百
六
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
三
の
規
定
は
法
第
百
六
条

の
十
五
の
規
定
に
よ
る
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
者
に
つ
い
て

、
第
九
条
の
五
及
び
第
九
条
の
六
の
規
定
は
法
第
百
六
条
の
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
七
の
規
定
は

法
第
百
六
条
の
十
七
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
証
券
取
引
所
持
株
会
社
の
子
会
社
の
認
可
申
請
）

第
九
条
の
十
三

第
二
条
の
三
の
規
定
は
、
法
第
百
六
条
の
二
十
四
た
だ
し
書
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
証
券
取
引
所
持
株
会
社
の
子
会
社
の
認
可
申
請
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
法
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
）

（
法
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
）

第
十
二
条
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は

第
十
二
条
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
取
引
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
取
引
と
す
る
。

一

証
券
取
引
所
の
会
員
か
ら
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
法
第
二
条
第
二
十

一

証
券
取
引
所
の
会
員
か
ら
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
法
第
二
条
第
二
十

九
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

五
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
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て
同
じ
。
）
の
委
託
を
受
け
て
行
う
場
合

当
該
証
券
取
引
所
が
開
設
す
る

て
同
じ
。
）
の
委
託
を
受
け
て
行
う
場
合

当
該
証
券
取
引
所
が
開
設
す
る

取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
等
（
法
第
二
条
第
十
四

取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
等
（
法
第
二
条
第
十
二

項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

（
認
可
を
要
す
る
業
務
規
程
に
係
る
事
項
）

（
認
可
を
要
す
る
業
務
規
程
に
係
る
事
項
）

第
十
三
条

法
第
百
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
細
則
を
業
務

第
十
三
条

法
第
百
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
細
則
を
業
務

規
程
以
外
の
規
則
に
委
ね
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
規
則
に
つ
い
て
法
第
百

規
程
以
外
の
規
則
に
委
ね
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
規
則
に
つ
い
て
法
第
百

四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

２

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
業
務
規
程
又
は
そ
の
細
則
を
委
ね
た
規
則

２

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
業
務
規
程
又
は
そ
の
細
則
を
委
ね
た
規
則

に
お
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
信
用
取
引
及
び
証
券

一

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
信
用
取
引
及
び
証
券

取
引
所
の
会
員
等
が
当
該
証
券
取
引
所
の
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証

取
引
所
の
会
員
等
が
当
該
証
券
取
引
所
の
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証

券
の
売
買
の
決
済
の
た
め
に
証
券
金
融
会
社
（
法
第
二
条
第
三
十
二
項
に
規

券
の
売
買
の
決
済
の
た
め
に
証
券
金
融
会
社
（
法
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規

定
す
る
証
券
金
融
会
社
を
い
う
。
）
か
ら
当
該
証
券
取
引
所
の
決
済
機
構
を

定
す
る
証
券
金
融
会
社
を
い
う
。
）
か
ら
当
該
証
券
取
引
所
の
決
済
機
構
を

利
用
し
て
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
受
け
る
取
引
に
関
す
る
事
項

利
用
し
て
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
受
け
る
取
引
に
関
す
る
事
項

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

（
証
券
取
引
所
等
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
の
上
場
の
承
認
申
請
）

（
証
券
取
引
所
等
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
の
上
場
の
承
認
申
請
）

第
十
五
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
有
価

第
十
五
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
証
券
取

証
券
の
上
場
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

引
所
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
当
該
証
券
取
引
所
の
子
会
社
（
法
第
五
十

を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
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発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）
の
上
場
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
証
券
取
引
所
等
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
の
上
場
廃
止
の
承
認
申
請
）

（
証
券
取
引
所
等
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
の
上
場
廃
止
の
承
認
申
請
）

第
十
八
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
百
十

第
十
八
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
証
券

条
第
二
項
の
有
価
証
券
の
上
場
の
廃
止
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

取
引
所
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
当
該
証
券
取
引
所
の
子
会
社
が
発
行
者

き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
あ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）
の
上
場
の
廃
止
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
認
可
を
要
す
る
受
託
契
約
準
則
に
係
る
事
項
）

（
認
可
を
要
す
る
受
託
契
約
準
則
に
係
る
事
項
）

第
二
十
二
条

法
第
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の

第
二
十
二
条

法
第
百
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の

細
則
を
受
託
契
約
準
則
以
外
の
規
則
に
委
ね
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
規
則

細
則
を
受
託
契
約
準
則
以
外
の
規
則
に
委
ね
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
規
則

に
つ
い
て
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
受
け

に
つ
い
て
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
合
併
認
可
申
請
書
）

（
合
併
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
六
条

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条

第
二
十
六
条

（
新
設
）

第
二
項
の
合
併
認
可
申
請
書
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
金
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融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

１

法
第
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類
と
す
る
。

げ
る
書
類
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

合
併
後
存
続
す
る
証
券
取
引
所
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
証
券
取
引

六

合
併
後
存
続
す
る
証
券
取
引
所
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
証
券
取
引

所
の
役
員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
そ

所
の
役
員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
そ

の
者
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
商
法
第
二

の
者
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
九
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
商
法
第
二
百
五
十

百
五
十
四
条
ノ
二
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

四
条
ノ
二
第
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

七
〜
十
三

（
略
）

七
〜
十
三

（
略
）

（
定
款
変
更
等
の
認
可
申
請
）

（
定
款
変
更
等
の
認
可
申
請
）

第
二
十
八
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
款

第
二
十
八
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
款

、
業
務
規
程
又
は
受
託
契
約
準
則
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

、
業
務
規
程
又
は
受
託
契
約
準
則
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出

と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
役
員
等
に
係
る
変
更
届
出
）

（
役
員
等
に
係
る
変
更
届
出
）

第
二
十
九
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

第
二
十
九
条

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

八
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
を
し
よ
う
と

八
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出

す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

証
券
取
引
所
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
前
項
の
書
類
を
提
出

２

証
券
取
引
所
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
前
項
の
書
類
を
提
出

－２２－



し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

新
た
に
役
員
に
就
任
し
た
者
が
あ
つ
た
場
合

当
該
役
員
の
履
歴
書
、
住

一

新
た
に
役
員
に
就
任
し
た
者
が
あ
つ
た
場
合

当
該
役
員
の
履
歴
書
、
住

民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
並
び
に
そ
の
者
が
法
第
二
十
八
条
の

民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
並
び
に
そ
の
者
が
法
第
二
十
八
条
の

四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
商
法
第
二
百
五
十
四
条
ノ
二
第
三
号

四
第
九
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
商
法
第
二
百
五
十
四
条
ノ
二
第
三
号
の
規
定

の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

二

（
略
）

二

（
略
）

（
提
出
書
類
）

（
提
出
書
類
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

証
券
取
引
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
書
類
を
提
出
す
る
場
合
は
、
次
に

２

証
券
取
引
所
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
書
類
を
提
出
す
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

（
新
設
）

イ

別
紙
様
式
十
の
二
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
貸
借
対
照
表

ロ

別
紙
様
式
十
の
三
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
損
益
計
算
書

ハ

業
務
の
概
要
、
役
員
及
び
従
業
員
の
状
況
そ
の
他
業
務
に
関
す
る
報
告

を
記
載
し
た
業
務
報
告
書

ニ

利
益
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３

（
略
）

３

（
略
）

４

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
様
式
十
一
に
よ

４

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
別
紙
様
式
十
一
に
よ

り
作
成
さ
れ
た
関
係
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
関

り
作
成
さ
れ
た
関
係
会
社
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関

係
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
報

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
第
八
条
第
八
項
に
規
定

－２３－



告
書
を
、
当
該
関
係
会
社
の
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
に

す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
報
告
書
を
、
当
該
関
係
会
社
の
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

証
券
取
引
所
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
異
常
が
発
生
し
、
当
該
電
子
情
報

６

証
券
取
引
所
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
異
常
が
発
生
し
、
当
該
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
有
価
証
券
の
売
買
等
（
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す

処
理
組
織
を
使
用
し
て
有
価
証
券
の
売
買
等
（
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す

る
有
価
証
券
の
売
買
等
を
い
う
。
）
、
相
場
の
公
表
若
し
く
は
受
渡
し
そ
の
他

る
有
価
証
券
の
売
買
等
を
い
う
。
）
、
相
場
の
公
表
又
は
受
渡
し
そ
の
他
の
決

の
決
済
又
は
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第

済
を
継
続
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
法
第
百
八
十
八

三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
重
要
事
実
等
若
し
く
は
公
開
買
付
け
等
事

条
の
規
定
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
報
告
し
、
遅
滞
な
く
、

実
の
公
衆
の
縦
覧
を
継
続
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
異
常
発
生
の
概
要
、
原
因
、
処
理
、
要
改
善
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を

法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
報
告
し

記
載
し
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
遅
滞
な
く
、
当
該
異
常
発
生
の
概
要
、
原
因
、
処
理
、
要
改
善
事
項
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
７

（
略
）

７

（
略
）

第
三
十
条
の
二

証
券
取
引
所
持
株
会
社
は
、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

（
新
設
）

き
、
商
法
第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
商
法
特
例
法
第
二
十
一
条
の
二
十
六

第
一
項
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
毎
営
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に

、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

貸
借
対
照
表

ロ

損
益
計
算
書

ハ

営
業
報
告
書

－２４－



ニ

利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２

証
券
取
引
所
持
株
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
書
類
を
提
出
す
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
に
お
け
る
決
議
事
項
の
要
旨

二

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

商
法
第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
商
法
特
例
法
第
二
十
一
条
の
二
十

六
第
一
項
の
付
属
明
細
書

ロ

諸
勘
定
明
細
表

ハ

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法

人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に

保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

三

子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

別
紙
様
式
十
の
二
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
直
近
の
貸
借
対
照
表

ロ

別
紙
様
式
十
の
三
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
直
近
の
損
益
計
算
書

ハ

業
務
の
概
要
、
役
員
及
び
従
業
員
の
状
況
そ
の
他
業
務
に
関
す
る
報
告

を
記
載
し
た
業
務
報
告
書

ニ

利
益
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３

証
券
取
引
所
持
株
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
取
締
役
会
に
お
い
て
承
認

し
た
と
き
は
、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該
書
類
を

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

期
末
及
び
中
間
期
末
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

二

毎
事
業
年
度
の
予
算
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面

－２５－



４

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
証
取
引
所
持
株
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
届
出
書
の
提
出
先
等
）

第
三
十
一
条

法
第
百
三
条
第
三
項
、
第
百
六
条
の
三
第
三
項
及
び
第
五
項
（
こ

（
免
許
申
請
等
の
手
続
）

れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
六
条
の
十
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
三
十
一
条

法
第
八
十
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
八

。
）
、
第
百
六
条
の
八
第
二
項
（
法
第
百
六
条
の
二
十
二
第
二
項
及
び
第
百
六

十
二
条
第
一
項
の
免
許
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
書
類
一
通
を
作
成
し
、

条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
条
の
十

金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
第
三
項
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
百
十

七
条
、
第
百
三
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

２

証
券
取
引
所
は
、
法
第
百
一
条
の
十
一
第
二
項
、
第
百
五
条
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
二
条
第
二
項
及

び
第
三
項
、
第
百
十
七
条
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
、
第

百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第
百
五
十
二
条
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
書
類
一
通
を
作
成

２

法
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
百
一
条
の
十

し
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
二
項
、
第
百
三
条
第
三
項
、
第
百
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
百

３

法
第
八
十
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
証
券
取
引
所
は
、

六
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項
（
法
第
百
六
条
の
十
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

第
一
項
又
は
前
項
の
書
類
の
う
ち
法
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
百
一
条
の
十
一

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
五
項
（
法
第
百
六
条
の

第
二
項
、
第
百
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
第
二

十
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
条
の
八
第
二
項

項
、
第
百
十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
七
条
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
若

（
法
第
百
六
条
の
二
十
二
第
二
項
及
び
第
百
六
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て

し
く
は
第
二
項
、
第
百
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
百
四
十
条
第

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
条
の
十
一
第
一
項
、
第
百
六
条
の
十
四

二
項
、
第
百
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
八
十
八
条
の
規
定

－２６－



第
三
項
、
第
百
六
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
百
六
条

に
よ
る
書
類
を
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該

の
二
十
四
た
だ
し
書
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
七
条

書
類
の
写
し
を
、
当
該
証
券
取
引
所
又
は
当
該
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の

、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
二
項
、
第
百
三
十
五
条
第
一
項

主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在

若
し
く
は
第
二
項
、
第
百
四
十
条
第
二
項
、
第
百
四
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は

地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支

第
二
項
又
は
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
、
認
可
申
請
書
、
承

局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
申
請
書
、
届
出
書
そ
の
他
の
書
類
を
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に
提

出
し
た
者
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を
、
当
該
者
の
主
た
る
事
務
所
若
し
く

は
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の

管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
処
理
期
間
）

第
三
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
、
第

（
標
準
処
理
期
間
）

八
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
百
一
条
の
十
一
第
一
項
、
第
百
五
条
第
一
項

第
三
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
は
、
法
第
八
十
条
第
一
項
、
第

、
第
百
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
百
六
条
の
十
第
一

百
一
条
の
十
一
第
一
項
、
第
百
五
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
二
項
、
第
百
十
二

項
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
百
六
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

条
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
百

た
だ
し
書
、
第
百
六
条
の
二
十
四
た
だ
し
書
、
第
百
十
条
第
二
項
、
第
百
十
二

四
十
条
第
一
項
又
は
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
、
認
可
又
は

条
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
百

承
認
に
関
す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
二
月
以
内
に
、
法
第
百

四
十
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
、
認
可
又
は

十
条
第
三
項
又
は
第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
申
請
が

承
認
に
関
す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
二
月
以
内
に
、
法
第
百

そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す

十
条
第
三
項
又
は
第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
申
請
が

る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

－２７－



２

（
略
）

２

（
略
）

－２８－
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第一号様式 

 

 

対象議決権保有届出書 
（法第 103 条の 2 第 1 項に基づく報告書） 

 
   財務（支）局長 殿 

氏 名 又 は 名 称           

印(イ) 報告義務発生日 平成 年 月 

日(ロ) 
住所又は本店所在地         (イ)    平成 年 月 日 提出 

（日本工業規格 A4 210×297 ミリメートル） 
 
第１ 提出者に関する事項 

 １ 提出者（対象議決権保有者）(ハ) 

※ １ 個人 
２ 法人 （１ 株式会社  ２ 有限会社  ３ その他（       ）） 

フリガナ（カタカナ）  

氏 名 又 は 名 称 
 

フリガナ（カタカナ）  

住所又は本店所在地 〒 

フリガナ（カタカナ）  

旧 氏 名 又 は 名 称 
 

フリガナ（カタカナ）  

旧住所又は本店所在地 〒 

（フリガナ）  
生年月日      年 月 日 
※   １明治  ３昭和 

２大正  ４平成 
勤務先名称 

 個 
 
 

人 
職 業 

 
勤務先住所 

 

（フリガナ）  
設立年月日     年 月 日 

※   １明治  ３昭和 
２大正  ４平成 

代 表 者 名 

 

代表者役職  

法   

 
 

人 
事 業 内 容 

 

事務上の連絡先 
及 び 担 当 者 名 

 

 
電 話 番 号 

 

 

受 付 

受付財務局 受付年 管轄財務局 番号 
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２ 保有目的(ニ) 

 

３ 対象議決権保有割合 

対象議決権保有者に

なった日 年  月  日（ ） 

保 有 議 決 権 数 個（総株主の議決権に対する割合  ％） 

４ 対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約(ホ) 

 

第２ 共同保有者に関する事項 
 １ 共同保有者(ヘ) 

※ １ 個人 
２ 法人 （１ 株式会社  ２ 有限会社  ３ その他（       ）） 

フリガナ（カタカナ）  

氏 名 又 は 名 称 
 

フリガナ（カタカナ）  

住所又は本店所在地 〒 

フリガナ（カタカナ）  

旧 氏 名 又 は 名 称 
 

フリガナ（カタカナ）  

旧住所又は本店所在地 〒 

（フリガナ）  
生年月日      年 月 日 
※   １明治  ３昭和 

２大正  ４平成 
勤務先名称 

 個 
 
 

人 
職 業 

 
勤務先住所 

 

（フリガナ）  
設立年月日     年 月 日 

※   １明治  ３昭和 
２大正  ４平成 

代 表 者 名 

 

代表者役職  

法   

 
 

人 
事 業 内 容 

 

事務上の連絡先 

及 び 担 当 者 名 
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電 話 番 号 

 

 ３ 対象議決権保有割合 

保 有 議 決 権 数 個（総株主の議決権に対する割合  ％） 

第３ 提出者及び共同保有者に関する総括表 

 １ 提出者及び共同保有者(ト) 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

20  40  60  

２ 上記提出者及び共同保有者の対象議決権保有割合 

保 有 議 決 権 数 個（総株主の議決権に対する割合  ％） 
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（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

 (A) 記載事項のうち「第１ 提出者に関する事項」には、提出者の議決権の保有状況に

ついて記載し、「第２ 共同保有者に関する事項」には、共同保有者がいる場合のみ、

共同保有者１人につき１枚ずつ、各共同保有者の議決権の保有状況について記載し､

「第３ 提出者及び共同保有者に関する総括表」には、共同保有者がいる場合にのみ、

提出者及び共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載すること。共同保有者がい

ない場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事項」及び「第３ 提出

者及び共同保有者に関する総括表」に係る部分は提出することを要しない。 

 (B) 対象議決権保有届出書（以下この様式において「届出書」という。）の提出者が、共

同保有者全員の委任を受けて当該提出者及び当該共同保有者全員の届出書を一つに

まとめて提出する場合には、当該提出者及び当該共同保有者のそれぞれの議決権の保

有状況について、別々に「第１ 提出者の関する事項」に記載するとともに、これら

の議決権の保有状況を一括して「第３ 提出者及び共同保有者に関する総括表」に記

載すること。この場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事項」に係

る部分は提出することを要しない。 

 (C) ※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

２ 個別事項  

(イ) 氏名又は名称及び住所又は本店所在地 

(1) 届出書の提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の氏名又は名称

及び住所又は本店所在地を記入し、押印すること。なお、代理人が提出する場合

には、報告書の提出を委任した者が、当該代理人に、届出書の提出に関する一切

の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したことを証する書面を届

出書１通につき１通ずつ添付すること。 

(2) 届出書の提出者が、共同保有者全員の委任を受けて当該提出者及び当該共同保

有者全員の報告書を一つにまとめて提出する場合には、委任を受けた者が、その

氏名又は名称及び住所又は本店所在地を届出書の一項目のみに記入、押印するこ

と。なお、当該共同保有者が、当該提出者に届出書の提出に関する一切の行為に

つき、当該共同保有者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書１通

につき１通ずつ添付すること。 

(3) 「氏名又は名称」欄については、法人の場合には、法人の名称及び代表者の役

職氏名を記入し、代表者印を押印すること。 

 (ロ) 届出義務発生日 

    対象議決権保有者となった日を記載すること。 

第１ 提出者の関する事項 

(ハ) 提出者（対象議決権保有者） 

(1) 「１ 個人、２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。法人の場合には、

会社形態について該当する番号を○で囲み、該当するものがない場合には、「合

名会社」、「合資会社」等、具体的に記載すること。民法上の組合（民法第 667 条）

その他の法人格を有さない組合又は社団等の場合には、当該組合又は社団等を保

有者として提出せず、議決権を所有し、又は法第 27 条の 23 第 3 項各号に規定す

る者に該当する業務執行組合員等に保有者として提出すること。また、この場合、

その旨を届出書の「４ 当該株券等に関する担保契約等重要な契約」欄に記載す

ること。 

(2) 提出者が個人の場合は「個人」 欄に、法人の場合は「法人」欄に必要事項を
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それぞれ記載すること。 

(3) 「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 

(4) 「事業内容」欄には、届出書の提出義務が生じた日現在の当該法人の定款等に

記載された主要な目的を記載すること。 

 (ニ) 保有目的 

    「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容につ

いて、できる限り具体的に記載すること。 

(ホ) 対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約 

保有株券等に関する担保契約、売戻し契約、売り予約、その他の重要な契約又は

取決めがある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている

議決権の数量等、当該契約又は取決めの内容を記載すること。株券等を法人格のな

い組合、社団等の業務執行組合員等として保有している場合、共有している場合等

には、その旨記載すること。 

第２ 共同保有者に関する事項 

(ヘ) 共同保有者 

共同保有者がいる場合に、提出者が了知している範囲で、「第１ 提出者の関する

事項」の「第２ 共同保有者に関する事項」に準じて記載すること。 

第３ 提出者及び共同保有者に関する総括表 

(ト) 提出者及び共同保有者 

共同保有者がいる場合に、提出者及び共同保有者の氏名又は名称のみを記載するこ

と。 

 (チ) 上記提出者及び共同保有者の対象議決権保有割合 

共同保有者がいる場合に、提出者及び共同保有者の保有議決権数を合計して記載す

ること。 
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別紙様式十の二 

 

 

貸 借 対 照 表 

（平成 年 月 日現在） 

（単位：円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

Ⅰ流動資産 

 現金及び預金 

 有価証券 

 営業未収入金 

前払費用 

短期差入保証金 

前払年金費用 

 売買・取引証拠金

等特定資産 

 違約損失準備預託

金特定資産 

 清算預託金特定資

産 

前日差入担保金特

定資産 

未収法人税等 

 繰延税金資産 

 その他 

貸倒引当金 

 

Ⅱ固定資産 

１有形固定資産 

 建物 

 構築物 

 情報システム設備 

 車両運搬具 

 機械及び装置 

 器具・備品 

 土地 

 建設仮勘定 

２無形固定資産 

 ソフトウェア 

 その他 

３投資その他の資産 

 投資有価証券 

 関係会社株式 

 Ⅰ流動負債 

 短期借入金 

営業未払金 

 未払費用 

 未払消費税等 

未払法人税等 

繰延税金負債 

前受金 

前受収益 

 引当金 

  賞与引当金 

  ・・・・・・ 

 預り売買・取引証拠

金 

 預り清算基金 

 預り前日差入担保

金 

 預り取引参加者保

証金 

 預り違約損失準備

金 

 従業員預り金 

 株主、役員又は従業

員からの短期借入

金 

その他 

 

Ⅱ固定負債 

 長期借入金 

 関係会社長期借入

金 

 株主、役員又は従業

員からの長期借入

金 

 長期未払金 

 長期預り金 
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 受入保証金 

預り信認金 

引当金 

退職給付引当金 

   ・・・・・・・・ 

その他 

 

 

 

 

 

負 債 合 計  

資 本 の 部 

Ⅰ資本金 

 

Ⅱ資本剰余金 

 資本準備金 

 その他の資本剰余

金 

 

Ⅲ利益剰余金 

 利益準備金 

 任意積立金 

  違約損失積立金 

  先物取引等違約

損失積立金 

  建物・機械積立金 

  別途積立金 

・・・・・・・・ 

 当期未処分利益 

 

 

 

 

 

 関係会社社債 

 出資金 

 関係会社出資金 

長期貸付金 

 株主、役員又は従

業員に対する長期

貸付金 

 関係会社長期貸付

金 

 破産債権、更正債

権その他これらの

準ずる債権 

 長期前払費用 

 繰延税金資産 

 差入保証金 

 信認金特定資産 

 違約損失積立金特

定預金 

 その他 

 貸倒引当金 

 

Ⅲ繰延資産 

 創立費 

 開業費 

 新株発行費 

 社債発行費 

 社債発行差金 

 開発費 

 建設利息 

資 本 合 計  

資 産 合 計  負 債 ・ 資 本 合 計  

（記載上の注意） 

１．上記の様式によりがたい場合は、当該様式に準じて記載すること。 

２．該当科目がない場合は記載を要しない。 
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別紙様式十の三 

 

 

損 益 計 算 書 

（平成 年 月 日～平成 年 月 日） 

（単位：円） 

科             目 金         額 

Ⅰ 営業収益 

   取引参加者負担金 

   上場賦課金 

   情報関係収入 

   その他の営業収益 

Ⅱ 営業費用 

   人件費 

   施設費 

   運営費 

   減価償却費 

    その他の営業費用 

 

  営業利益（又は営業損失）  

Ⅲ 営業外収益 

   受取利息 

   受取配当金 

   その他の営業外収益 

Ⅳ 営業外費用 

   支払利息 

   その他の営業外費用 

 

  経常利益（又は経常損失）  

Ⅴ 特別利益 

Ⅵ 特別損失 

 

  税引前当期純益（又は税引前当期純損失）  

（記載上の注意） 

１．上記の様式によりがたい場合は、当該様式に準じて記載すること。 

２．該当科目がない場合は記載を要しない。 



三

証
券
金
融
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

う
。
）
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

役
員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
そ
の
者

二

役
員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
そ
の
者

が
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と

が
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
五
第
二
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
該

を
誓
約
す
る
書
面

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

三

（
略
）

三

（
略
）

四

免
許
申
請
者
が
証
券
取
引
所
（
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取

四

免
許
申
請
者
が
証
券
取
引
所
（
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取

引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
開
設
す
る
取
引
所
有
価
証
券
市
場
又
は
証

引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
開
設
す
る
取
引
所
有
価
証
券
市
場
又
は
証

券
業
協
会
（
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
業
協
会
を
い
う
。
以

券
業
協
会
（
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
業
協
会
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
開
設
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
の
決
済
機
構
を
利
用
す

下
同
じ
。
）
が
開
設
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
の
決
済
機
構
を
利
用
す

る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
証
券
取
引
所
又
は
当
該
証
券
業
協
会
と
締
結
し
た
契

る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
証
券
取
引
所
又
は
当
該
証
券
業
協
会
と
締
結
し
た
契

約
に
関
す
る
書
面
の
写

約
に
関
す
る
書
面
の
写

五
〜
十
一

（
略
）

五
〜
十
一

（
略
）

２

証
券
金
融
会
社
（
法
第
二
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
を
い

２

証
券
金
融
会
社
（
法
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
速
や
か
に
金
融
庁
長
官
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
き
は
、
速
や
か
に
金
融
庁
長
官
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

第
一
条
の
三

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
一
条
の
三

法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

証
券
取
引
清
算
機
関
の
清
算
参
加
者
（
法
第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第

八

証
券
取
引
清
算
機
関
の
清
算
参
加
者
（
法
第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第

三
号
に
規
定
す
る
清
算
参
加
者
を
い
う
。
）
に
よ
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次

三
号
に
規
定
す
る
清
算
参
加
者
を
い
う
。
）
に
よ
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次

ぎ
の
決
済
に
必
要
な
金
銭
又
は
有
価
証
券
を
取
引
所
有
価
証
券
市
場
又
は
店

ぎ
の
決
済
に
必
要
な
金
銭
又
は
有
価
証
券
を
取
引
所
有
価
証
券
市
場
又
は
店

頭
売
買
有
価
証
券
市
場
の
決
済
機
構
を
利
用
し
て
貸
し
付
け
る
業
務
（
証
券

頭
売
買
有
価
証
券
市
場
の
決
済
機
構
を
利
用
し
て
貸
し
付
け
る
業
務
（
証
券

取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
六
第

取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
五
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
業
務
を
除
く
。
）

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
業
務
を
除
く
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

－３８－



四

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

２
〜
８

（
略
）

９

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
先
物
取
引
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

９

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
先
物
取
引
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

一

法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
及
び
同
条
第
二
十

一

法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
及
び
同
条
第
十
八

一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
外
国
有
価
証
券
市
場
（
同

項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
外
国
有
価
証
券
市
場
（
同
条

条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。
次
項
に
お

第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。
次
項
に
お
い

い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
類
似
の
取
引
を
含
む
。
）

て
同
じ
。
）
に
お
け
る
類
似
の
取
引
を
含
む
。
）

二

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項

二

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
（
海
外
金
融
先
物
市
場
（

第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
（
海
外
金
融
先
物
市
場
（

同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

同
じ
。
）
に
お
け
る
類
似
の
取
引
を
含
む
。
）

じ
。
）
に
お
け
る
類
似
の
取
引
を
含
む
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

10

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

10

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

う
。

う
。

一

法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
外
国

一

法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
外
国
有

有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
類
似
の
取
引
を
含
む
。
）

価
証
券
市
場
に
お
け
る
類
似
の
取
引
を
含
む
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

第
一
号
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
取
引
（
有
価
証
券
市
場

四

第
一
号
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
取
引
（
有
価
証
券
市
場

－３９－



（
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。
）
、
外
国
有

（
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
市
場
を
い
う
。
）
、
外
国
有

価
証
券
市
場
、
金
融
先
物
市
場
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定

価
証
券
市
場
、
金
融
先
物
市
場
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定

す
る
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
）
、
海
外
金
融
先
物
市
場
、
商
品
市
場
又
は

す
る
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
）
、
海
外
金
融
先
物
市
場
、
商
品
市
場
又
は

外
国
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
の
八
に
お
い
て

外
国
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
の
八
に
お
い
て

「
市
場
取
引
」
と
い
う
。
）
以
外
の
取
引
を
含
む
。
）

「
市
場
取
引
」
と
い
う
。
）
以
外
の
取
引
を
含
む
。
）

11
〜
21

（
略
）

11
〜
21

（
略
）

－４０－



五

証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
六
十
号
）

改

正

案

現

行

（
取
引
一
任
勘
定
取
引
に
係
る
売
買
の
別
）

（
取
引
一
任
勘
定
取
引
に
係
る
売
買
の
別
）

第
二
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
売
買
の
別
に
相
当
す
る
も

第
二
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
売
買
の
別
に
相
当
す
る
も

の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に

の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
法

一

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
法

第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
を
い
う
。
以
下

第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
を
い
う
。
以
下
同

同
じ
。
）
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
約
定

じ
。
）
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
約
定
指

指
数
又
は
約
定
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を

数
又
は
約
定
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
支

支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事

払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者

者
と
な
る
か
の
別

と
な
る
か
の
別

二

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引

店
頭
現
実
指
数
又
は
店
頭
現
実
数
値

二

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引

店
頭
現
実
指
数
又
は
店
頭
現
実
数
値

（
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
店
頭
現
実
指
数
又
は
店
頭

（
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
現
実
指
数
又
は
店
頭

現
実
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値

現
実
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値

（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
を
い
う

（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な

。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な

る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
の
別

る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
の
別

三

（
略
）

三

（
略
）

四

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引

当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
有

四

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引

当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
有

価
証
券
店
頭
指
数
（
法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
指

価
証
券
店
頭
指
数
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
指

－４１－



数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
値
又
は
有
価
証
券
の
価
格
が
当
該
ス
ワ
ッ

数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
値
又
は
有
価
証
券
の
価
格
が
当
該
ス
ワ
ッ

プ
取
引
の
約
定
し
た
期
間
に
お
い
て
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場

プ
取
引
の
約
定
し
た
期
間
に
お
い
て
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場

の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か

の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か

の
別
（
当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
い
ず
れ
の
当
事
者
も
相
手
方
と
取
り
決
め
た

の
別
（
当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
い
ず
れ
の
当
事
者
も
相
手
方
と
取
り
決
め
た

有
価
証
券
店
頭
指
数
の
数
値
又
は
有
価
証
券
の
価
格
の
約
定
し
た
期
間
に
お

有
価
証
券
店
頭
指
数
の
数
値
又
は
有
価
証
券
の
価
格
の
約
定
し
た
期
間
に
お

け
る
変
化
率
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ

け
る
変
化
率
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
又
は
有
価
証
券
ご

て
は
、
当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
又
は
有
価
証
券
ご

と
に
当
該
別
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
）

と
に
当
該
別
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
）

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
四
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
九
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
四
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
九
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

証
券
会
社
の
役
員
又
は
使
用
人
が
、
自
己
の
職
務
上
の
地
位
を
利
用
し
て

五

証
券
会
社
の
役
員
又
は
使
用
人
が
、
自
己
の
職
務
上
の
地
位
を
利
用
し
て

、
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
等
に
係
る
注
文
の
動
向
そ
の
他
職
務
上
知
り
得

、
顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
等
に
係
る
注
文
の
動
向
そ
の
他
職
務
上
知
り
え

た
特
別
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
又
は
専
ら
投
機
的
利
益
の
追
求
を
目
的
と
し

た
特
別
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
又
は
専
ら
投
機
的
利
益
の
追
求
を
目
的
と
し

て
有
価
証
券
の
売
買
等
を
す
る
行
為

て
有
価
証
券
の
売
買
等
を
す
る
行
為

六

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「
令

六

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
会
社
が
、
同
項
各
号

」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
会
社
が
、
同
項
各
号

の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
（
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価

の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
（
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価

格
に
よ
り
株
券
が
発
行
さ
れ
若
し
く
は
移
転
さ
れ
る
新
株
予
約
権
を
表
示
す

格
に
よ
り
株
券
が
発
行
さ
れ
若
し
く
は
移
転
さ
れ
る
新
株
予
約
権
を
表
示
す

る
新
株
予
約
権
証
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時
価
新
株
予
約
権
証
券
」

る
新
株
予
約
権
証
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時
価
新
株
予
約
権
証
券
」
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と
い
う
。
）
又
は
当
該
新
株
予
約
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
付
社

と
い
う
。
）
又
は
当
該
新
株
予
約
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権
付
社

債
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
」
と
い
う
。

債
券
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
」
と
い
う
。

）
以
外
の
新
株
予
約
権
証
券
又
は
社
債
券
及
び
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定

）
以
外
の
新
株
予
約
権
証
券
又
は
社
債
券
及
び
時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定

の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
優
先
出
資
証
券
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出

の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
優
先
出
資
証
券
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出

資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
規
定
す
る
優
先
出
資

資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
規
定
す
る
優
先
出
資

証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
優
先
出
資
証
券
を
除
く
。
）
の
発
行

証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
優
先
出
資
証
券
を
除
く
。
）
の
発
行

者
が
発
行
す
る
株
券
（
時
価
新
株
予
約
権
証
券
の
募
集
（
令
第
一
条
の
四
第

者
が
発
行
す
る
株
券
（
時
価
新
株
予
約
権
証
券
の
募
集
（
令
第
一
条
の
四
第

一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売

じ
。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
売

出
し
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
に
は
株
券
又
は
時

出
し
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
に
は
株
券
又
は
時

価
新
株
予
約
権
証
券
、
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の

価
新
株
予
約
権
証
券
、
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の

場
合
に
は
株
券
又
は
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
）
、
優
先
出
資
証
券
又
は

場
合
に
は
株
券
又
は
時
価
新
株
予
約
権
付
社
債
券
）
又
は
優
先
出
資
証
券
で

投
資
証
券
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法

、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
り
、
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
（
法
第
七

律
第
百
九
十
八
号
）
に
規
定
す
る
投
資
証
券
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

十
六
条
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

。
）
で
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
り
、
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
（

同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

法
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

る
安
定
操
作
期
間
内
に
お
け
る
買
付
け
に
関
し
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為

お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
令
第
二
十
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
安
定
操
作
期
間
内
に
お
け
る
買
付
け
に
関
し
行
う
次
に
掲
げ
る
行

為イ

自
己
の
計
算
に
よ
る
買
付
け
（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は

イ

自
己
の
計
算
に
よ
る
買
付
け
（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は

有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
よ
り
取
得
し
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ

有
価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
よ
り
取
得
し
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ

ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
有
価
証
券
の
売
買
取
引
に
よ
る
買

ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
有
価
証
券
の
売
買
取
引
に
よ
る
買

付
け
、
令
第
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
買
付
け
等
（
買
付
け
に
限

付
け
、
令
第
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
買
付
け
等
（
買
付
け
に
限
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る
。
）
、
令
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
定
操
作
取
引
の
う
ち
令
第

る
。
）
、
令
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
定
操
作
取
引
の
う
ち
令
第

二
十
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
従
い
行
う
も
の
（
以
下
こ
の
条

二
十
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
従
い
行
う
も
の
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
安
定
操
作
取
引
」
と
い
う
。
）
、
証
券
取
引
所
の
定
め
る
規

に
お
い
て
「
安
定
操
作
取
引
」
と
い
う
。
）
、
証
券
取
引
所
の
定
め
る
規

則
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
認
可
す

則
（
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
認
可
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
証
券
取
引
所
が
開
設
す
る
取
引
所
有

る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
証
券
取
引
所
が
開
設
す
る
取
引
所
有

価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要
な

価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要
な

も
の
及
び
証
券
業
協
会
の
定
め
る
規
則
（
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

も
の
及
び
証
券
業
協
会
の
定
め
る
規
則
（
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
金
融
庁
長
官
が
認
可
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
証
券
業
協

き
金
融
庁
長
官
が
認
可
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
証
券
業
協

会
が
登
録
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要

会
が
登
録
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
必
要

な
も
の
又
は
個
別
の
銘
柄
に
対
す
る
投
資
判
断
に
基
づ
か
な
い
も
の
と
認

な
も
の
又
は
個
別
の
銘
柄
に
対
す
る
投
資
判
断
に
基
づ
か
な
い
も
の
と
認

め
ら
れ
て
い
る
買
付
け
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

め
ら
れ
て
い
る
買
付
け
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

ロ

他
の
証
券
会
社
（
外
国
証
券
会
社
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（

ロ

他
の
証
券
会
社
（
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
）
に
買
付
け
の
委
託
等
（

昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
（
自
己
の
計
算
に
よ
る
買
付
け
に
係
る

社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
に
買
付
け
の
委
託
等
（
有
価
証

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
（
自
己
の
計
算
に
よ
る
買
付
け
に
係
る
有
価
証

券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

七

安
定
操
作
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
受
託
を

七

安
定
操
作
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
受
託
を

除
く
。
）
を
し
た
証
券
会
社
が
、
そ
の
最
初
に
行
つ
た
安
定
操
作
取
引
の
時

除
く
。
）
を
し
た
証
券
会
社
が
、
そ
の
最
初
に
行
つ
た
安
定
操
作
取
引
の
時

か
ら
前
号
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
安
定
操
作
取
引
に
係

か
ら
前
号
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
安
定
操
作
取
引
に
係

る
有
価
証
券
に
つ
き
安
定
操
作
取
引
が
行
わ
れ
た
旨
を
表
示
し
な
い
で
、
当

る
有
価
証
券
に
つ
き
安
定
操
作
取
引
が
行
わ
れ
た
旨
を
表
示
し
な
い
で
、
当

該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券
、
時
価
新
株
予
約
権
証
券
、
時
価

該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
発
行
す
る
株
券
、
時
価
新
株
予
約
権
証
券
、
時
価

新
株
予
約
権
付
社
債
券
、
優
先
出
資
証
券
若
し
く
は
投
資
証
券
に
つ
い
て
買

新
株
予
約
権
付
社
債
券
若
し
く
は
優
先
出
資
証
券
に
つ
い
て
買
付
け
の
受
託
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付
け
の
受
託
等
若
し
く
は
売
付
け
（
証
券
会
社
（
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。

等
若
し
く
は
売
付
け
（
証
券
会
社
（
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
買
付
け
の
受
託
等
、
証
券
会
社
へ

に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
買
付
け
の
受
託
等
、
証
券
会
社
へ
の
売
付
け
及

の
売
付
け
及
び
売
付
け
に
係
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
又
は

び
売
付
け
に
係
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）
又
は
当
該
有
価
証

当
該
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は
有
価

券
の
売
買
に
係
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
若
し
く
は
有
価
証
券
店
頭
オ

証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の

プ
シ
ョ
ン
取
引
（
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り

行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
買
主
と
し
て

当
該
行
使
を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
買
主
と
し
て
の
地
位
を
取

の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
当
該
オ
プ
シ

得
す
る
も
の
の
取
得
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
つ
て
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
売
主

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地

と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の
の
付
与
に
限
る
。
）
の
受
託
等
（
証
券
会

位
を
取
得
す
る
も
の
の
付
与
に
限
る
。
）
の
受
託
等
（
証
券
会
社
か
ら
の
受

社
か
ら
の
受
託
等
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

託
等
を
除
く
。
）
を
す
る
行
為

八

顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
等
が
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

八

顧
客
の
有
価
証
券
の
売
買
等
が
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
又
は
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ

項
又
は
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ

と
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
売
買
等
の
相

と
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
売
買
等
の
相

手
方
と
な
る
こ
と
又
は
当
該
売
買
等
の
受
託
等
を
す
る
行
為

手
方
と
な
る
こ
と
又
は
当
該
売
買
等
の
受
託
等
を
す
る
行
為

九
〜
十
四

（
略
）

九
〜
十
四

（
略
）

（
事
故
）

（
事
故
）

第
五
条

法
第
四
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

第
五
条

法
第
四
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

、
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号

、
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
証
券
会
社
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
証
券
会
社
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
（
以
下
「
代
表
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
証
券
会
社
の
業
務
に
関

従
業
者
（
以
下
「
代
表
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
証
券
会
社
の
業
務
に
関
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し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
も
の
（

し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
も
の
（

以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
「
事
故
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

以
下
「
事
故
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

（
業
務
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
）

（
業
務
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
）

第
十
条

法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次

第
十
条

法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

投
資
信
託
受
益
証
券
等
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規

八

投
資
信
託
受
益
証
券
等
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭

定
す
る
投
資
信
託
若
し
く
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
証
券
会
社
に
関

和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く
は
外
国

す
る
内
閣
府
令
第
二
十
一
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
及
び
こ

投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
一
条
第
二

れ
ら
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
投
資
証
券
又
は
外
国
投

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も

資
証
券
で
投
資
証
券
に
類
す
る
証
券
を
い
い
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て

の
を
除
く
。
）
、
投
資
証
券
又
は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
証
券
に
類
す
る
証

い
る
も
の
及
び
法
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
該
当
す

券
を
い
い
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
法
第
七
十
六
条
に

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
乗
換
え
（
現
に
保
有

規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に

し
て
い
る
投
資
信
託
受
益
証
券
等
に
係
る
投
資
信
託
契
約
の
一
部
解
約
若
し

お
い
て
同
じ
。
）
の
乗
換
え
（
現
に
保
有
し
て
い
る
投
資
信
託
受
益
証
券
等

く
は
投
資
口
の
払
戻
し
又
は
投
資
信
託
受
益
証
券
等
の
売
付
け
若
し
く
は
そ

に
係
る
投
資
信
託
契
約
の
一
部
解
約
若
し
く
は
投
資
口
の
払
戻
し
又
は
投
資

の
委
託
等
を
伴
う
投
資
信
託
受
益
証
券
等
の
取
得
又
は
買
付
け
若
し
く
は
そ

信
託
受
益
証
券
等
の
売
付
け
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
を
伴
う
投
資
信
託
受
益

の
委
託
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
勧
誘
す
る
に
際
し

証
券
等
の
取
得
又
は
買
付
け
若
し
く
は
そ
の
委
託
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

、
顧
客
（
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
を
除
く

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
勧
誘
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
法
第
二
条
第
三
項
第
一

。
）
に
対
し
て
、
当
該
乗
換
え
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行

号
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
当
該
乗
換
え
に

つ
て
い
な
い
状
況

関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
つ
て
い
な
い
状
況

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）
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十
一

証
券
業
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら

（
新
設
）

れ
る
状
況

十
二

委
託
を
行
つ
た
証
券
仲
介
業
者
の
証
券
仲
介
業
に
係
る
法
令
に
違
反
す

（
新
設
）

る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

十
三

委
託
を
行
つ
た
証
券
仲
介
業
者
の
事
故
（
証
券
仲
介
業
者
に
関
す
る
内

（
新
設
）

閣
府
令
（
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第

号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
五
条
に
規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
）
に
つ
き
損
失
の
補
て
ん
を

行
う
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

十
四

委
託
を
行
つ
た
証
券
仲
介
業
者
に
顧
客
に
対
す
る
金
銭
又
は
有
価
証
券

（
新
設
）

の
受
渡
し
を
行
わ
せ
て
い
る
状
況

十
五

証
券
会
社
が
取
得
し
た
顧
客
の
特
別
な
情
報
（
当
該
証
券
会
社
が
委
託

（
新
設
）

を
行
つ
た
証
券
仲
介
業
者
の
証
券
仲
介
行
為
に
係
る
顧
客
の
情
報
を
除
く
。

）
を
、
事
前
に
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
当
該
証
券
会

社
が
委
託
を
行
う
証
券
仲
介
業
者
に
提
供
し
て
い
る
状
況

（
弊
害
防
止
措
置
の
適
用
除
外
の
承
認
申
請
）

（
弊
害
防
止
措
置
の
適
用
除
外
の
承
認
申
請
）

第
十
一
条
の
二

証
券
会
社
、
当
該
証
券
会
社
を
子
会
社
（
法
第
二
十
八
条
の
四

第
十
一
条
の
二

証
券
会
社
、
当
該
証
券
会
社
を
子
会
社
（
法
第
五
十
九
条
第
二

第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す

項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
持

る
持
株
会
社
（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下

株
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
証
券
会
社
の
親
銀
行
等
（
法
第
三
十
二
条

て
同
じ
。
）
、
当
該
証
券
会
社
の
親
銀
行
等
（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定

第
五
項
に
規
定
す
る
親
銀
行
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い

す
る
親
銀
行
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
銀
行
等
（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
銀

し
く
は
子
銀
行
等
（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
銀
行
等
を
い
う
。

行
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
証
券

以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
証
券
会
社
の
親
銀
行
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会
社
の
親
銀
行
等
若
し
く
は
子
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
（
当
該
証

等
若
し
く
は
子
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
（
当
該
証
券
会
社
を
子
会

券
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
を
除
く
。
）
、
当
該
証
券
会
社
の
親
法
人

社
と
す
る
持
株
会
社
を
除
く
。
）
、
当
該
証
券
会
社
の
親
法
人
等
（
法
第
三
十

等
（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
第
十
二
条
に
お

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
法
人
等
（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子

若
し
く
は
子
法
人
等
（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う

法
人
等
を
い
う
。
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
証
券
会
社
（
外
国
証

。
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
証
券
会
社
（
外
国
証
券
会
社
を
含
む

券
会
社
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

。
）
又
は
そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

及
び
次
条
に
お
い
て
「
証
券
会
社
等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
部
管
理

い
て
「
証
券
会
社
等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務

に
関
す
る
業
務
を
行
う
た
め
に
、
当
該
証
券
会
社
に
お
い
て
第
十
二
条
第
七
号

を
行
う
た
め
に
、
当
該
証
券
会
社
に
お
い
て
第
十
二
条
第
七
号
又
は
第
八
号
に

又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
法
第
四
十
五
条
た
だ
し

規
定
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
の
承
認
を
受

書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
証
券
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事

け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
証
券
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
、
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局

承
認
申
請
書
を
金
融
庁
長
官
、
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
し
な

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

－４８－



六

外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
二
十
一

（
略
）

一
〜
二
十
一

（
略
）

二
十
二

証
券
取
引
所

法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い

二
十
二

証
券
取
引
所

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い

い
、
本
邦
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二

い
、
本
邦
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二

十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
邦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
邦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
地
域
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含

）
以
外
の
地
域
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含

む
。

む
。

－４９－



七

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
二
十
八

（
略
）

一
〜
二
十
八

（
略
）

二
十
九

証
券
取
引
所

法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い

二
十
九

証
券
取
引
所

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い

い
、
本
邦
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二

い
、
本
邦
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二

十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
邦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
邦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
地
域
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含

）
以
外
の
地
域
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含

む
。

む
。

三
十

（
略
）

三
十

（
略
）

三
十
一

特
別
利
害
関
係
者
等

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

三
十
一

特
別
利
害
関
係
者
等

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ

当
該
会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

イ

当
該
会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

特
別
利
害
関
係
者
（
当
該
会
社
の
役
員
（
役
員
持
株
会
を
含
む
。
）
、
当

特
別
利
害
関
係
者
（
当
該
会
社
の
役
員
（
役
員
持
株
会
を
含
む
。
）
、
当

該
役
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
血
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
役

該
役
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
血
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
役

員
等
」
と
い
う
。
）
、
役
員
等
が
自
己
又
は
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
ロ

員
等
」
と
い
う
。
）
、
役
員
等
が
自
己
又
は
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
に
よ
り
所
有
す
る
株
式
（
優
先
出
資
を
含
む

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
に
よ
り
所
有
す
る
株
式
（
優
先
出
資
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
が
、
会
社
の
総
株
主
又
は
総

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
が
、
会
社
の
総
株
主
又
は
総

出
資
者
の
議
決
権
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を

社
員
の
議
決
権
（
法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。

い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
会
社
、
当
該
会
社
の
関
係
会
社

）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
会
社
、
当
該
会
社
の
関
係
会
社
並
び
に

－５０－



並
び
に
当
該
関
係
会
社
の
役
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

当
該
関
係
会
社
の
役
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

－５１－



八

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

改

正

案

現

行

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
十
一
項
（
法
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
十
六
条
の
三

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
十
一
項
（
法
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
十
六
条
の
三

第
八
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
五
十
二

第
八
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
五
十
二

条
の
四
第
四
項
、
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
八
項
及
び
第
五
十
三
条
第
四
項
並

条
の
四
第
四
項
、
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
八
項
及
び
第
五
十
三
条
第
四
項
並

び
に
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う

び
に
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う

。
）
第
四
条
第
二
項
並
び
に
第
十
七
条
の
二
第
八
項
、
第
十
七
条
の
五
第
五
項

。
）
第
四
条
第
二
項
並
び
に
第
十
七
条
の
二
第
七
項
、
第
十
七
条
の
五
第
五
項

、
第
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
十
第
六
項
、
第
三
十
四
条
の
十
六

、
第
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
十
第
六
項
、
第
三
十
四
条
の
十
六

第
七
項
、
第
三
十
四
条
の
十
九
第
五
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
一
第
三
項
、
第

第
七
項
、
第
三
十
四
条
の
十
九
第
五
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
一
第
三
項
、
第

三
十
四
条
の
二
十
九
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三
十
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の

三
十
四
条
の
二
十
九
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三
十
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の

三
十
一
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

三
十
一
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保

有
す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、

有
す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、

次
に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
議
決
権

次
に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
議
決
権

を
い
う
。
次
項
、
第
一
条
の
五
か
ら
第
一
条
の
八
ま
で
、
第
三
条
、
第
三
章
、

を
い
う
。
次
項
、
第
一
条
の
五
か
ら
第
一
条
の
八
ま
で
、
第
三
条
、
第
三
章
、

第
五
章
、
第
八
章
（
第
三
十
四
条
の
二
十
六
を
除
く
。
）
及
び
第
九
章
に
お
い

第
五
章
、
第
八
章
（
第
三
十
四
条
の
二
十
六
を
除
く
。
）
及
び
第
九
章
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
す
る
。

て
同
じ
。
）
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

－５２－



（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

第
十
二
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
と
し
て

第
十
二
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三

百
二
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

百
二
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
法
第
二
条

有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
法
（
昭
和

第
一
項
第
三
号
の
二
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限

二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
又
は
第
四
号
に
掲

る
。
）
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び

げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引
法
施
行

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府

令
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を

令
・
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名

定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
第

金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す

一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
が
、
指
名
金
銭
債
権
又
は
指
名
金
銭
債
権
を
信
託

る
。

す
る
信
託
の
受
益
権
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
十
三
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
三
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

八

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取

取
引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除

引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

く
。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

－５３－



２

（
略
）

２

（
略
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
三
条
の
三

銀
行
は
、
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
金
者
等

第
十
三
条
の
三

銀
行
は
、
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
金
者
等

に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
二
十
一
項
か
ら

ニ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
十
八
項
か
ら
第

第
二
十
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有

二
十
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有
価
証

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場

券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場
証
券

証
券
先
物
取
引

先
物
取
引

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

－５４－



（
特
定
取
引
勘
定
）

（
特
定
取
引
勘
定
）

第
十
三
条
の
六
の
三

（
略
）

第
十
三
条
の
六
の
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
営
業
年
度
終
了
の
時
に
お

５

特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
営
業
年
度
終
了
の
時
に
お

い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
の
計
算

い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
の
計
算

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
先
物
取
引
等

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融

一

金
融
先
物
取
引
等

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融

先
物
取
引
所
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け

先
物
取
引
所
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け
る

る
営
業
年
度
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た

営
業
年
度
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た
場

場
合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合

合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理

理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
証
券
専
門
会
社
等
の
業
務
等
）

（
証
券
専
門
会
社
の
業
務
等
）

第
十
七
条
の
二

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
十
七
条
の
二

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
業
務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一

め
る
業
務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
十
四
号
か
ら
第

二

次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十

三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
六
号

－５５－



六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

２

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業

（
新
設
）

務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る

業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

累
積
投
資
契
約
（
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

累
積
投
資
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結
の
媒
介

二

証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
貸
借

の
媒
介

三

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

四

次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
十
四
号
か
ら
第

三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第

六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

３

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る

２

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項

内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項

に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式

に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式

又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ

又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い

て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

７

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

６

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
次
条
第
一
項
各
号

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
次
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め

に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め

－５６－



る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む

る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
（
以
下
「

一

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
（
以
下
「

証
券
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
証
券
仲
介

証
券
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
営

専
門
会
社
（
以
下
「
証
券
仲
介
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
六
号

む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

に
規
定
す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に

）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専

理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号
及
び

ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び

第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

に
次
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま

業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第

で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
十
六
条

二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合

の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
銀
行
の
子
会
社
で

三

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
銀
行
の
子
会
社
で

あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
次
条
第
六

あ
る
証
券
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
次
条
第
六
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に

項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経

あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び

営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号

こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二

及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲

十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

げ
る
業
務
を
営
む
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

８

法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決
権

７

法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決
権

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

－５７－



（
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
十
七
条
の
三

（
略
）

第
十
七
条
の
三

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

６

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
当
該
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
が

は
、
当
該
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
が
、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決

、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
同

権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
同
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定

条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

７

（
略
）

７

（
略
）

（
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

（
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
十
七
条
の
六

法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
十
七
条
の
六

法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

第
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決

九

第
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決

権
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

権
の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ

る
理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め

る
理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め

当
該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

当
該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
十
七
条
の
七
の
二

法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
十
七
条
の
七
の
二

法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
銀
行
が
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て

で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
銀
行
が
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て

他
の
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保

他
の
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し

－５８－



険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

た
場
合
と
す
る
。

２

法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

２

法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
銀
行
が
法
第
三
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
営

二

当
該
銀
行
が
法
第
三
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
営

業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社

業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社

、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲

又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

げ
る
場
合
を
除
く
。
）

３

法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

３

法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
銀
行
が
法
第
三
十
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
営
業
又

二

当
該
銀
行
が
法
第
三
十
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
営
業
又

は
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券

は
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券

専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（

専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を

前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

除
く
。
）

（
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
三
十
四
条
の
十
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
六

（
略
）

２

法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
八
号
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
七

２

法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
八
号
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
七

項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定

項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

６

法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

６

法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

－５９－



も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
十
七
条

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
十
七
条

の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は
、

の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は
、

金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む

金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む

業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第

一

証
券
専
門
会
社
又
は
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外

る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る

国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ

も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
子

つ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す

会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
十
七

る
業
務
並
び
に
第
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四

条
の
三
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま

号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会

で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
十
六
条

社
と
し
て
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号

の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す

及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に

る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

お
い
て
同
じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
銀
行
の
子
会
社
で

三

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
銀
行
の
子
会
社
で

あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
十
七
条

あ
る
証
券
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
十
七
条
の
三
第
六
項
に
定
め
る
持

の
三
第
六
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子

株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う

会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
十
七

業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
及
び

条
の
三
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま

第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

業
務
を
営
む
も
の

７

（
略
）

７

（
略
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

－６０－



第
三
十
四
条
の
二
十
二

法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る

第
三
十
四
条
の
二
十
二

法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
二
十

内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
二
十

三
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券

三
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
保

仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

２

法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

２

法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項
の
認
可
を

場
合
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項
の
認
可
を

受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
長
期
信
用
銀

受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
長
期
信
用
銀

行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た

行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

場
合
と
す
る
。

３

法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

３

法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
の
認
可
を

場
合
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
の
認
可
を

受
け
て
営
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専

受
け
て
営
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専

門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る

門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

。
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九

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
四
条
の
二

法
第
六
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
四
条
の
二

法
第
六
条
第
三
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

八

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取

取
引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除

引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

く
。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
証
券
専
門
会
社
等
の
業
務
等
）

（
証
券
専
門
会
社
の
業
務
等
）

第
四
条
の
三

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
四
条
の
三

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
業
務
は
、
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
四
条

る
業
務
は
、
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
四
条

第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ

第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

－６２－



二

第
四
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
十
四
号

二

第
四
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
号
か
ら

か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第

第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項

四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

第
六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

２

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業

（
新
設
）

務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る

業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

累
積
投
資
契
約
（
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

累
積
投
資
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結
の
媒
介

二

証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
貸
借

の
媒
介

三

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

四

第
四
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
十
四
号

か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第

四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

３

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
九
号
及
び
銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
七
項
に
規

２

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
九
号
及
び
銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
七
項
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第

十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は

十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は

同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

７

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

６

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

－６３－



、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
四
条
の
五
第
一

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
四
条
の
五
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官

項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官

が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業

が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業

務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
（
以
下
「

一

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
（
以
下
「

証
券
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
証
券
仲
介

証
券
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
営

専
門
会
社
（
以
下
「
証
券
仲
介
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
六
号

む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

に
規
定
す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に

）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
（
法
第
十
六
条
の

る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の

二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て

経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第

は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業

一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く

務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら

。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
十
三
条
の
二
第
一

第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し

項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
社
を

て
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第

有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

七
号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の

三

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の

子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち

子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
四
条
の
五
第
六
項
に
定

第
四
条
の
五
第
六
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会

め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理

社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に

を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号

第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四

及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲

号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

げ
る
業
務
を
営
む
も
の

－６４－



四

（
略
）

四

（
略
）

８

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
議

７

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
議

決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

第
四
条
の
四

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十

第
四
条
の
四

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十

六
条
の
二
の
二
第
五
項
並
び
に
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
十
六
条
の
三

六
条
の
二
の
二
第
五
項
並
び
に
銀
行
法
第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
十
六
条
の
三

第
八
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
五
十
二
条
の
四
第
四
項
、
第
五
十
二

第
八
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
五
十
二
条
の
四
第
四
項
、
第
五
十
二

条
の
二
十
四
第
八
項
及
び
第
五
十
三
条
第
四
項
並
び
に
令
第
六
条
前
段
に
お
い

条
の
二
十
四
第
八
項
及
び
第
五
十
三
条
第
四
項
並
び
に
令
第
六
条
前
段
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
。
以
下
「
銀
行

て
準
用
す
る
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
。
以
下
「
銀
行

法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
並
び
に
前
条
第
八
項
、
第
四
条
の
七

法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
並
び
に
前
条
第
七
項
、
第
四
条
の
七

第
五
項
、
第
五
条
の
二
の
六
第
六
項
、
第
五
条
の
六
第
七
項
、
第
五
条
の
九
第

第
五
項
、
第
五
条
の
二
の
六
第
六
項
、
第
五
条
の
六
第
七
項
、
第
五
条
の
九
第

五
項
、
第
十
六
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の

五
項
、
第
十
六
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の

十
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
十
の
二
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
十
一
第
三
項
並

十
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
十
の
二
第
三
項
、
第
二
十
五
条
の
十
一
第
三
項
並

び
に
第
二
十
六
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

び
に
第
二
十
六
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権

同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権

に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
株

に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
株

式
又
は
持
分
（
以
下
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

式
又
は
持
分
（
以
下
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
四
条
の
五
（
略
）

第
四
条
の
五
（
略
）

－６５－



２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

６

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専

は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
が
、
そ
の
総
株
主

門
会
社
が
、
そ
の
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
（
以
下
「
総
株
主
等
の
議
決

又
は
総
社
員
の
議
決
権
（
以
下
「
総
株
主
等
の
議
決
権
」
と
い
う
。
）
の
百
分

権
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
同
条
第
一
項

の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
同
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
持
株

第
十
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

会
社
と
す
る
。

７

（
略
）

７

（
略
）

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
五
条
の
六

（
略
）

第
五
条
の
六

（
略
）

２

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
八
号
及
び
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
七

２

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
八
号
及
び
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
七

項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
第
四
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す

項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
第
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
株
式
会
社
と
す
る
。

る
株
式
会
社
と
す
る
。

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

６

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

６

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
四
条
の
五
第
一

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
四
条
の
五
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官

項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官

が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業

が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業

務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第

一

証
券
専
門
会
社
又
は
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
証
券

五
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会

業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を

社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は

除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の

、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第

－６６－



並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第

一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く

三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て

。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
十
三
条
の
二
第
一

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七

項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
社
を

号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の

三

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
の

子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち

子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
四
条
の
五
第
六
項
に
定

第
四
条
の
五
第
六
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会

め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理

社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に

を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
四
条
の
五
第
一
項
各
号

第
四
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四

及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲

号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

げ
る
業
務
を
営
む
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
二
条

長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
二
条

長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

預
金
者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

預
金
者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に

て
同
じ
。
）
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

－６７－



入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
二
十
一
項
か
ら

ニ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
十
八
項
か
ら
第

第
二
十
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有

二
十
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有
価
証

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場

券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場
証
券

証
券
先
物
取
引

先
物
取
引

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

（
特
定
取
引
勘
定
）

（
特
定
取
引
勘
定
）

第
十
二
条
の
四
の
三

（
略
）

第
十
二
条
の
四
の
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
営
業
年
度
終
了

５

特
定
取
引
勘
定
設
置
長
期
信
用
銀
行
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
営
業
年
度
終
了

の
時
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当

の
時
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当

額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

に
定
め
る
額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－６８－



一

金
融
先
物
取
引
等

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融

一

金
融
先
物
取
引
等

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融

先
物
取
引
所
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け

先
物
取
引
所
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け
る

る
営
業
年
度
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た

営
業
年
度
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た
場

場
合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合

合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理

理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由

（
銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由

）

）

第
十
六
条

銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
十
六
条

銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

第
四
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決
権

九

第
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決
権

の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当

理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当

該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
十
六
条
の
二
の
二

銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣

第
十
六
条
の
二
の
二

銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
法
第
十
三
条
の
二
第
六
項
の

府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
が
法
第
十
三
条
の
二
第
六
項
の

認
可
を
受
け
て
他
の
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専

認
可
を
受
け
て
他
の
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社

門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

－６９－



２

銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

２

銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
三
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収

二

当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
三
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収

分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、

分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、

証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場

証
券
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場

合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

合
を
除
く
。
）

３

銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

３

銀
行
法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
三
十
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
認
可
を

二

当
該
長
期
信
用
銀
行
が
銀
行
法
第
三
十
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
認
可
を

受
け
て
営
業
又
は
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
長
期
信
用
銀
行

受
け
て
営
業
又
は
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
長
期
信
用
銀
行

、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社

、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に

と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
二
十
五
条
の
五

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る

第
二
十
五
条
の
五

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
十
六
条

内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
十
六
条

の
四
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証

の
四
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は

券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

２

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

２

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十

め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十

五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り

五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り

－７０－



長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会

長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場

社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

合
と
す
る
。

３

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

３

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十

め
る
場
合
は
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十

五
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
営
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
長
期
信
用
銀

五
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
営
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
長
期
信
用
銀

行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社

行
、
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

と
し
た
場
合
と
す
る
。

（
特
定
子
会
社
）

（
特
定
子
会
社
）

第
二
十
五
条
の
六

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
二
十
五
条
の
六

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
四
条
の
三
第
三
項
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社

令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
四
条
の
三
第
二
項
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社

と
す
る
。

と
す
る
。

－７１－



十

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
金
庫
等
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

（
金
庫
等
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

第
四
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
七
項
（
法
第
五
十
四
条
の
十
六
第
八
項
（
法
第

第
四
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
七
項
（
法
第
五
十
四
条
の
十
六
第
八
項
（
法
第

五
十
四
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
令
第
十
一

五
十
四
条
の
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
令
第
十
一

条
第
三
項
、
第
十
条
の
七
第
五
項
、
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
一
第

条
第
三
項
、
第
十
条
の
七
第
五
項
、
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
一
第

八
項
及
び
第
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

七
項
及
び
第
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
議
決
権
に

て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
議
決
権
に

含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式

含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式

又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い

又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い

う
。
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
項
、
第
十
六
条
の
七
並
び
に
第
二
十
条

う
。
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
項
、
第
十
六
条
の
七
並
び
に
第
二
十
条

の
三
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

の
三
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
信
用
金
庫
の
付
随
業
務
）

（
信
用
金
庫
の
付
随
業
務
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

５

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

－７２－



八

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

八

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取

取
引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除

引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

く
。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

６

（
略
）

６

（
略
）

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
十
条
の
五

（
略
）

第
十
条
の
五

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

６

法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
当
該
信
用
金
庫
連
合
会
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
（
同
条
第

も
の
は
、
当
該
信
用
金
庫
連
合
会
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
（
同
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
証
券

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
そ
の

仲
介
専
門
会
社
（
同
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
専
門
会
社
を
い
う

総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
同
条
第
一

。
以
下
同
じ
。
）
が
、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議

項
第
九
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

決
権
を
保
有
す
る
同
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

（
法
第
五
十
四
条
の
十
六
第
一
項
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由

（
法
第
五
十
四
条
の
十
六
第
一
項
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由

）

）

第
十
条
の
八

法
第
五
十
四
条
の
十
六
第
二
項
（
法
第
五
十
四
条
の
十
八
第
三
項

第
十
条
の
八

法
第
五
十
四
条
の
十
六
第
二
項
（
法
第
五
十
四
条
の
十
八
第
三
項

－７３－



に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

第
十
条
の
十
一
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
（
同
項

九

第
十
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
（
同
項

に
規
定
す
る
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
」
を
い
う
。
）
の
議
決
権
の
処
分

に
規
定
す
る
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
」
を
い
う
。
）
の
議
決
権
の
処
分

を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に

を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に

よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当
該
議
決

よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当
該
議
決

権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
十
条
の
十

法
第
五
十
四
条
の
十
六
第
四
項
第
三
号
（
法
第
五
十
四
条
の
十
八

第
十
条
の
十

法
第
五
十
四
条
の
十
六
第
四
項
第
三
号
（
法
第
五
十
四
条
の
十
八

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
信
用
金
庫
連
合
会
が
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
営
業

二

当
該
信
用
金
庫
連
合
会
が
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
営
業

又
は
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲

又
は
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
保
険

介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合

会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

（
証
券
専
門
会
社
等
の
業
務
等
）

（
証
券
専
門
会
社
の
業
務
等
）

第
十
条
の
十
一

（
略
）

第
十
条
の
十
一

（
略
）

２

法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

（
新
設
）

－７４－



る
業
務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲

げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

累
積
投
資
契
約
（
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

累
積
投
資
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結
の
媒
介

二

証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
貸
借

の
媒
介

三

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

四

第
十
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
十
四
号

か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
四
条
の
十

七
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

３

法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
四
条
の
十
六
第
七
項
、
第

２

法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
二
号
、
第
五
十
四
条
の
十
六
第
七
項
、
第

五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
八
号
又
は
第
五
十
四
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す

五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
八
号
又
は
第
五
十
四
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四

項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株

項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株

式
又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ

式
又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の

れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

７

法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第

６

法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第

九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
信
用
金

九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
信
用
金

庫
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

庫
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
持
株
会
社
が
第
十
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ

該
持
株
会
社
が
第
十
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
つ

－７５－



て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
金
庫
又
は

て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
金
庫
又
は

そ
の
子
会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
子
会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
、
同

二

法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
又
は

項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
同
項
第
五
号
に
規
定

同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外

す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
に
該
当
す

国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ

る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該

つ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す

子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
十

る
業
務
並
び
に
第
十
条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号

条
の
五
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま

か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

三

法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
信
用
金
庫
連

三

法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
信
用
金
庫
連

合
会
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社

合
会
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
十
条
の
五
第
六

の
う
ち
第
十
条
の
五
第
六
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該

項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経

持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
一
項
各
号

並
び
に
同
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四

及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲

号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

げ
る
業
務
を
営
む
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

８

法
第
三
十
二
条
第
七
項
の
規
定
は
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決

７

法
第
三
十
二
条
第
七
項
の
規
定
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決

権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
五
条
の
二
の
二

金
庫
は
、
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
十
五
条
の
二
の
二

金
庫
は
、
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

預
金
者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

預
金
者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

－７６－



す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
二
十
一
項
か
ら

ニ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
十
八
項
か
ら
第

第
二
十
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有

二
十
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有
価
証

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場

券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場
証
券

証
券
先
物
取
引

先
物
取
引

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

（
特
定
取
引
勘
定
）

（
特
定
取
引
勘
定
）

第
十
五
条
の
五
の
三

（
略
）

第
十
五
条
の
五
の
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

－７７－



５

特
定
取
引
勘
定
設
置
信
用
金
庫
連
合
会
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
事
業
年
度
終

５

特
定
取
引
勘
定
設
置
信
用
金
庫
連
合
会
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
事
業
年
度
終

了
の
時
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相

了
の
時
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相

当
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

当
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措

号
に
定
め
る
額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
先
物
取
引
等

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融

一

金
融
先
物
取
引
等

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融

先
物
取
引
所
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け

先
物
取
引
所
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け
る

る
事
業
年
度
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た

事
業
年
度
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た
場

場
合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合

合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理

理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

－７８－



十
一

証
券
先
物
取
引
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
六
十
年
大
蔵
省
令
第
五
十
号
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
）

（
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
）

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、

う
。
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
法

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
株
券
の
性
質
を
有
す
る

第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も

も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
い
取
引
）

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
い
取
引
）

第
二
条

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
も
の
は

第
二
条

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
も
の
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
の
も
の
と

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
の
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

有
価
証
券
先
物
取
引
及
び
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
以
下
「
証
券
先

一

有
価
証
券
先
物
取
引
及
び
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
以
下
「
証
券
先

物
取
引
」
と
い
う
。
）
先
物
銘
柄
（
証
券
先
物
取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る

物
取
引
」
と
い
う
。
）
先
物
銘
柄
（
証
券
先
物
取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る

も
の
の
う
ち
取
引
対
象
（
証
券
取
引
所
が
、
有
価
証
券
の
売
買
等
の
た
め
金

も
の
の
う
ち
取
引
対
象
（
証
券
取
引
所
が
、
有
価
証
券
の
売
買
等
の
た
め
金

融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
上
場
し
た
当
該
取
引
に
係
る
有
価
証
券
、
有
価

融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
上
場
し
た
当
該
取
引
に
係
る
有
価
証
券
、
有
価

証
券
指
数
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
取
引
最
終
日
を

証
券
指
数
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
取
引
最
終
日
を

同
一
と
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ

同
一
と
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
認
可
（
以
下
「
金
融
庁
長
官
の
認
可
」
と

の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
認
可
（
以
下
「
金
融
庁
長
官
の
認
可
」
と

い
う
。
）
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
買
建
玉
（
取
引
の
決

い
う
。
）
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
買
建
玉
（
取
引
の
決

－７９－



済
が
未
了
で
あ
る
買
付
け
（
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現

済
が
未
了
で
あ
る
買
付
け
（
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現

実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金

実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金

銭
を
受
領
す
る
立
場
と
な
る
取
引
を
い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う

銭
を
受
領
す
る
立
場
と
な
る
取
引
を
い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
と
売
建
玉
（
取
引
の
決
済
が
未
了
で
あ
る
売
付
け
（
有
価

。
以
下
同
じ
。
）
と
売
建
玉
（
取
引
の
決
済
が
未
了
で
あ
る
売
付
け
（
有
価

証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指

証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指

数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
と
な
る
取
引
を

数
又
は
約
定
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
と
な
る
取
引
を

い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
同
量
で
あ
る
場

い
う
。
）
の
約
定
に
係
る
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
同
量
で
あ
る
場

合

合

二

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

二

有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
オ
プ
シ
ョ
ン
銘
柄
（
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
取
引
対
象
、
取
引
最
終
日
、
オ

取
引
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
取
引
対
象
、
取
引
最
終
日
、
オ

プ
シ
ョ
ン
の
種
類
（
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
を
し
た
者
が
当
該
行
使
に
よ
り
成

プ
シ
ョ
ン
の
種
類
（
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
を
し
た
者
が
当
該
行
使
に
よ
り
成

立
す
る
取
引
に
お
い
て
売
主
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

立
す
る
取
引
に
お
い
て
売
主
（
法
第
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取

取
引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値

引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の

上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の
地

地
位
を
取
得
す
る
か
買
主
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取

位
を
取
得
す
る
か
買
主
（
法
第
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引
に

引
に
あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を

あ
っ
て
は
、
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
上
回

上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の

っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
を
い
う
。
）
と
し
て
の
地
位

地
位
を
取
得
す
る
か
の
別
を
い
う
。
）
及
び
権
利
行
使
価
格
（
当
事
者
の
一

を
取
得
す
る
か
の
別
を
い
う
。
）
及
び
権
利
行
使
価
格
（
当
事
者
の
一
方
の

方
の
意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
又
は
有
価
証
券
指
数
を

意
思
表
示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
又
は
有
価
証
券
指
数
を
い
う

い
う
。
）
を
同
一
と
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所

。
）
を
同
一
と
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
証
券
取
引
所
に
お

に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
金
融

い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
券
取
引
所
が
金
融
庁
長

庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
売
建
玉
と
買
建

官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
）
ご
と
に
、
売
建
玉
と
買
建
玉
が

玉
が
同
量
で
あ
る
場
合
又
は
買
建
玉
が
売
建
玉
を
上
回
る
場
合

同
量
で
あ
る
場
合
又
は
買
建
玉
が
売
建
玉
を
上
回
る
場
合

－８０－



（
取
引
証
拠
金
の
預
託
方
法
）

（
取
引
証
拠
金
の
預
託
方
法
）

第
三
条

証
券
取
引
所
（
そ
の
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
証
券
先
物
取
引

第
三
条

証
券
取
引
所
（
そ
の
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
証
券
先
物
取
引

等
の
全
部
又
は
一
部
に
関
し
、
他
の
証
券
取
引
清
算
機
関
に
有
価
証
券
債
務
引

等
の
全
部
又
は
一
部
に
関
し
、
他
の
証
券
取
引
清
算
機
関
に
有
価
証
券
債
務
引

受
業
を
行
わ
せ
る
旨
を
定
款
又
は
業
務
規
程
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

受
業
を
行
わ
せ
る
旨
を
定
款
又
は
業
務
規
程
で
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
証
券
先
物
取
引
等
に
つ
い
て
有
価
証
券
債
務
引
受
業
を
行
う
証
券
取
引
清
算

該
証
券
先
物
取
引
等
に
つ
い
て
有
価
証
券
債
務
引
受
業
を
行
う
証
券
取
引
清
算

機
関
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
次

機
関
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
次

者
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
次
者
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
あ
っ
て

者
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
次
者
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
あ
っ
て

は
、
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
を
引
き
受

は
、
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
を
引
き
受

け
た
者
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
委
託
者
（
同
号
に
規
定
す
る
委
託
者
（

け
た
者
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
委
託
者
（
同
号
に
規
定
す
る
委
託
者
（

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
あ
っ
て
は
、
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
あ
っ
て
は
、
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の

取
次
ぎ
を
委
託
し
た
者
で
あ
っ
て
取
次
者
で
な
い
者
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

取
次
ぎ
を
委
託
し
た
者
で
あ
っ
て
取
次
者
で
な
い
者
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
又
は
申
込
者
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
申
込
者
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次

）
又
は
申
込
者
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
申
込
者
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次

ぎ
に
あ
っ
て
は
、
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次

ぎ
に
あ
っ
て
は
、
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
委
託
の
取
次

ぎ
を
申
し
込
ん
だ
者
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
取
引
証
拠
金
の
預
託
を

ぎ
を
申
し
込
ん
だ
者
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
取
引
証
拠
金
の
預
託
を

受
け
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

受
け
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
者
を
代
理
人
と
し
て
当
該
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

め
る
者
を
代
理
人
と
し
て
当
該
取
引
証
拠
金
の
預
託
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
（
証
券

一

法
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
（
証
券

先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等
（
法
第
八
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会

す
る
会
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
証
券
先
物
取
引
等
に
つ
い
て

員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
証
券
先
物
取
引
等
に
つ
い
て
有
価
証

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
委
託
す
る
も
の
と
し
て
清
算
受
託
者
（
会
員
等

券
等
清
算
取
次
ぎ
を
委
託
す
る
も
の
と
し
て
清
算
受
託
者
（
会
員
等
が
有
価

が
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
委
託
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
届

証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
委
託
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
届
け
出
た

－８１－



け
出
た
場
合
を
除
く
。
）

当
該
証
券
先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等

場
合
を
除
く
。
）

当
該
証
券
先
物
取
引
等
を
受
託
し
た
会
員
等

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

－８２－



十
二

上
場
会
社
等
の
役
員
及
び
主
要
株
主
の
当
該
上
場
会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
の
売
買
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
六
十
三
年
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
に
準
ず
る
も
の
）

（
特
定
有
価
証
券
等
の
買
付
け
に
準
ず
る
も
の
）

第
一
条
の
三

令
第
二
十
七
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
一
条
の
三

令
第
二
十
七
条
の
五
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

特
定
有
価
証
券
等
（
特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該

一

特
定
有
価
証
券
等
（
特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係

オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係

る
特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の

る
特
定
有
価
証
券
の
売
買
に
お
い
て
売
主
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
も
の

に
限
る
。
）
を
表
示
す
る
令
第
二
十
七
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
関
連
有
価

に
限
る
。
）
を
表
示
す
る
令
第
二
十
七
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
関
連
有
価

証
券
（
以
下
「
売
方
関
連
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

証
券
（
以
下
「
売
方
関
連
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

、
次
条
及
び
第
六
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
有
価
証
券
指
数
等
先

、
次
条
及
び
第
六
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
有
価
証
券
指
数
等
先

物
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立

物
取
引

現
実
数
値
が
約
定
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立

場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

場
の
当
事
者
と
な
る
も
の

二
〜
七

（
略
）

二
〜
七

（
略
）

八

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有

八

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有

価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現

に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格

に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格

が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

約
定
す
る
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な

約
定
す
る
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な

－８３－



る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現

に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格

に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格

が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

約
定
す
る
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る

約
定
す
る
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る

も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

九

（
略
）

九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
に
準
ず
る
も
の
）

（
特
定
有
価
証
券
等
の
売
付
け
に
準
ず
る
も
の
）

第
一
条
の
四

令
第
二
十
七
条
の
六
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
一
条
の
四

令
第
二
十
七
条
の
六
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有

八

特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有

価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

価
証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現

に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現

に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格

に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格

が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

約
定
す
る
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る

約
定
す
る
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る

も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に

も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に

よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に

よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に

当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が

当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
が

－８４－



当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約

当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
特
定
有
価
証
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約

定
す
る
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る

定
す
る
数
値
を
上
回
つ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る

も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

九

（
略
）

九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
）

（
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接

に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
会
社
を
い
う
。

当
す
る
会
社
を
い
う
。

一

上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
の
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
（
法
第
二
十

一

上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
の
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
（
法
第
五
十

八
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お

て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る

け
る
当
該
他
の
会
社

当
該
他
の
会
社

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
買
付
け
又
は
売
付
け
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
法
第
百
六
十
四
条
第

（
買
付
け
又
は
売
付
け
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
法
第
百
六
十
四
条
第

一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
場
合
）

一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
場
合
）

第
五
条

法
第
百
六
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
前

第
五
条

法
第
百
六
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
前

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

－８５－



（
売
付
け
等
に
お
い
て
授
受
さ
れ
る
金
銭
の
額
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
特
定

（
売
付
け
等
に
お
い
て
授
受
さ
れ
る
金
銭
の
額
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
特
定

有
価
証
券
の
数
量
）

有
価
証
券
の
数
量
）

第
七
条
の
二

法
第
百
六
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る

第
七
条
の
二

法
第
百
六
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る

売
付
け
等
に
お
い
て
授
受
さ
れ
る
金
銭
の
額
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
特
定
有

売
付
け
等
に
お
い
て
授
受
さ
れ
る
金
銭
の
額
を
算
出
す
る
基
礎
と
な
る
特
定
有

価
証
券
の
数
量
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取

価
証
券
の
数
量
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取

引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価

三

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価

証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

取
得
し
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使

証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

取
得
し
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使

さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当

さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を
一
特
定
有
価
証
券
当

た
り
の
権
利
行
使
店
頭
約
定
数
値
（
そ
の
取
引
の
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表

た
り
の
権
利
行
使
店
頭
約
定
数
値
（
そ
の
取
引
の
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表

示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
店
頭
約
定
数
値
）
で
除
し
た
数

示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
店
頭
約
定
数
値
）
で
除
し
た
数

四
〜
七

（
略
）

四
〜
七

（
略
）

八

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価

八

関
連
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価

証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

取
得
し
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使

証
券
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

取
得
し
又
は
付
与
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使

さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を
一
関
連
有
価
証
券
当

さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
取
引
に
係
る
想
定
元
本
額
を
一
関
連
有
価
証
券
当

た
り
の
権
利
行
使
店
頭
約
定
数
値
（
そ
の
取
引
の
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表

た
り
の
権
利
行
使
店
頭
約
定
数
値
（
そ
の
取
引
の
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表

示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
店
頭
約
定
数
値
）
で
除
し
た
数
に
そ
の
一

示
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
店
頭
約
定
数
値
）
で
除
し
た
数
に
そ
の
一

関
連
有
価
証
券
当
た
り
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定

関
連
有
価
証
券
当
た
り
に
表
示
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
又
は
権
利
に
係
る
特
定

有
価
証
券
の
数
を
乗
じ
た
数

有
価
証
券
の
数
を
乗
じ
た
数

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

－８６－



十
三

会
社
関
係
者
等
の
特
定
有
価
証
券
等
の
取
引
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
元
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

改

正

案

現

行

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

（
重
要
事
実
に
係
る
規
制
の
適
用
除
外
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接

２

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
当
該
上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
を
直
接
又
は
間
接

に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

に
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
会
社
を
い
う
。

当
す
る
会
社
を
い
う
。

一

上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
の
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
（
法
第
二
十

一

上
場
会
社
等
が
他
の
会
社
の
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
（
法
第
五
十

八
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
に
お

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に

い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け

お
け
る
当
該
他
の
会
社

る
当
該
他
の
会
社

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
に
準
ず
る
も
の
）

（
株
券
等
に
係
る
買
付
け
等
に
準
ず
る
も
の
）

第
七
条

令
第
三
十
三
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

第
七
条

令
第
三
十
三
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ

八

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ

プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行

プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行

使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を

使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を

－８７－



し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合

し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合

の
株
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に

の
株
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に

金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ

金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ

プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該

プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該

オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る

オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る

現
実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
株
券
等
の
価
格
と

現
実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
株
券
等
の
価
格
と

し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場

し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場

の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

九

（
略
）

九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
株
券
等
に
係
る
売
付
け
等
に
準
ず
る
も
の
）

（
株
券
等
に
係
る
売
付
け
等
に
準
ず
る
も
の
）

第
七
条
の
二

令
第
三
十
三
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
七
条
の
二

令
第
三
十
三
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ

八

株
券
等
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ

プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行

プ
シ
ョ
ン
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行

使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を

使
を
し
た
者
が
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を

し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合

し
た
時
期
に
お
け
る
現
実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合

の
株
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に

の
株
券
等
の
価
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に

金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ

金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
オ
プ

シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ

シ
ョ
ン
（
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
当
該
行
使
を
し
た
者
が
当
該
オ

－８８－



プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現

プ
シ
ョ
ン
に
係
る
取
引
に
お
い
て
現
に
当
該
行
使
を
し
た
時
期
に
お
け
る
現

実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
株
券
等
の
価
格
と
し

実
の
当
該
株
券
等
の
価
格
が
当
該
行
使
を
し
た
場
合
の
株
券
等
の
価
格
と
し

て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場

て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場

の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
付
与

九

（
略
）

九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

－８９－



十
四

金
融
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
大
蔵
省
令
第
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
免
許
申
請
書
）

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
一
条

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」

第
一
条

（
新
設
）

と
い
う
。
）
第
三
条
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の

免
許
申
請
書
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
、
金
融
庁
長
官
を
経

由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

１

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

も
の
と
す
る
。

う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

八

主
要
な
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所

そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所

又
は
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の

又
は
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
保
有

保
有
す
る
議
決
権
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を

す
る
議
決
権
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う

い
う
。
第
二
条
の
五
、
第
二
条
の
八
、
第
二
条
の
六
及
び
第
三
条
に
お
い
て

。
第
二
条
の
五
、
第
二
条
の
八
、
第
二
条
の
六
及
び
第
三
条
に
お
い
て
同
じ

同
じ
。
）
の
数
を
記
載
し
た
書
類
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会

。
）
の
数
を
記
載
し
た
書
類
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会
社
で

社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
〜
十
四

（
略
）

九
〜
十
四

（
略
）

３

（
略
）

２

（
略
）

－９０－



（
免
許
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
）

（
免
許
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
）

第
一
条
の
二

法
第
四
条
第
三
項
（
法
第
三
十
四
条
の
三
十
五
第
三
項
に
お
い
て

第
一
条
の
二

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は

は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本

、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工

工
業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二

業
規
格
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二
二

二
三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ

三
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

ジ
に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

に
該
当
す
る
構
造
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
金
融
先
物
取
引
所
の
子
会
社
の
認
可
申
請
）

第
一
条
の
三

金
融
先
物
取
引
所
は
、
法
第
九
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可

（
新
設
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

当
該
金
融
先
物
取
引
所
及
び
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
子
会
社
（
法
第
九

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
金
融
先
物
取
引
所
及
び
当
該
子
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら

の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

ロ

当
該
認
可
後
三
営
業
年
度
に
お
け
る
当
該
金
融
先
物
取
引
所
及
び
当
該

子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し

－９１－



た
書
類

三

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

定
款

ロ

会
社
登
記
簿
の
謄
本

ハ

名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書

類
ニ

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

ホ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損
失

処
理
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

ヘ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及

び
執
行
役
）
の
氏
名
及
び
役
職
名
を
記
載
し
た
書
類

（
組
織
変
更
計
画
書
の
記
載
事
項
）

（
組
織
変
更
計
画
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条
の
二

法
第
三
十
四
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
二
条
の
二

法
第
三
十
四
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

組
織
変
更
後
の
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
（
法
第
九
条
の
三
第
二
項
に

一

組
織
変
更
後
の
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
（
法
第
九
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号

規
定
す
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

五

組
織
変
更
前
の
会
員
金
融
先
物
取
引
所
（
法
第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定

五

組
織
変
更
前
の
会
員
金
融
先
物
取
引
所
（
法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
会
員
金
融
先
物
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
会
員
に
対
し
て
支

す
る
会
員
金
融
先
物
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
会
員
に
対
し
て
支

払
う
金
額
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
規
定

払
う
金
額
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
規
定

－９２－



（
組
織
変
更
認
可
申
請
書
）

（
組
織
変
更
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
条
の
五

法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
二
条
の
五

（
新
設
）

、
同
条
第
二
項
の
組
織
変
更
認
可
申
請
書
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

１

法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
〜
十
四

（
略
）

一
〜
十
四

（
略
）

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議

（
取
得
又
は
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
取
得
又
は
保
有
す
る
議

決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）

決
権
か
ら
除
く
議
決
権
）

第
二
条
の
六

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
二
条
の
六

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
議
決
権
と
す
る
。

議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
議
決
権
と
す
る
。

一

信
託
業
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
会

一

信
託
業
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
会

社
金
融
先
物
取
引
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
会
社
」
と
い
う

社
金
融
先
物
取
引
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
会
社
」
と
い
う

。
）
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
五
項
第
一
号
の
規

。
）
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
三
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
当
該
信
託
業
を
営
む
者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決
権

定
に
よ
り
当
該
信
託
業
を
営
む
者
が
自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決
権

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

三

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

し
て
当
該
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断

し
て
当
該
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断

に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
あ
た
り
の

に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
あ
た
り
の

拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
会

拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
会

社
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
株
式
以
外
の
株

社
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
株
式
以
外
の
株

－９３－



式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
証
券
会
社
又
は
外
国
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
っ

式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
証
券
会
社
又
は
外
国
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
っ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
会
社
の
株
式
を
信
託
さ
れ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
会
社
の
株
式
を
信
託
さ
れ

た
者
が
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
当
該
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第

た
者
が
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
当
該
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第

三
十
四
条
の
二
十
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が

三
十
四
条
の
二
十
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が

自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

自
ら
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
取
得
等
の
制
限
の
適
用
除
外
）

（
取
得
等
の
制
限
の
適
用
除
外
）

第
二
条
の
七

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
八
第
二
項

第
二
条
の
七

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

、
第
三
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第
二
項
及
び
第
三

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

十
四
条
の
四
十
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
と
す
る
。

一

保
有
す
る
会
社
の
対
象
議
決
権
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定

一

保
有
す
る
会
社
の
対
象
議
決
権
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定

す
る
対
象
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
に
増
加
が
な
い
場
合

す
る
対
象
議
決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
増
加

が
な
い
場
合

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
特
定
保
有
者
の
届
出
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
の
七
の
二

法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

（
新
設
）

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
保
有
者
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
保
有
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
な
っ
た
日

二

特
定
保
有
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
原
因

－９４－



三

そ
の
保
有
す
る
会
社
の
対
象
議
決
権
の
数

（
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条
の
七
の
三

法
第
三
十
四
条
の
二
十
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
議

（
新
設
）

決
権
保
有
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
り
当
該
届
出
書
二

通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
財
務
及
び
営
業
の
方
針
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
事
実
）

第
二
条
の
七
の
四

法
第
三
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

（
新
設
）

定
め
る
事
実
は
、
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
第
八
条
第
六
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ

ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権

を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
条
の
七
の
五

法
第
三
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

（
新
設
）

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
（
法
第
三
十
四
条
の
二

十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
基
準
値
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

－９５－



て
同
じ
。
）
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す

る
者
（
法
人
で
あ
る
者
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

定
款

⑵

法
人
登
記
簿
の
謄
本

⑶

取
締
役
及
び
監
査
役
（
当
該
者
が
会
社
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
理

事
、
監
事
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
、
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ

て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
及
び
そ
の
者
が
法
第
十
九
条
第
五
号
イ
か
ら
リ
ま
で
の

規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑷

そ
の
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超

え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職

業
（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び

に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

⑸

当
該
認
可
の
申
請
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る

機
関
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
議
を
要
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議

事
録

⑹

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑺

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

⑻

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損

－９６－



失
処
理
計
算
書
そ
の
他
当
該
者
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
収

支
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

⑼

当
該
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体

制
を
記
載
し
た
書
類

⑽

そ
の
保
有
す
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
数
及

び
保
有
割
合
並
び
に
当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当

該
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
数
及
び
保
有
割
合
を

記
載
し
た
書
類

⑾

当
該
認
可
後
に
当
該
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
と
の
間
に
有
す
る

こ
と
を
予
定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
及
び
取
引
等
に
お
け
る
関
係
並

び
に
当
該
関
係
に
係
る
方
針
（
当
該
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
業

務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。
）

⑿

そ
の
他
法
第
三
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る

た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決

権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。

）

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

当
該
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

当
該
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
職
業
を
記
載
し
た
書
類

⑵

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

⑶

法
第
十
九
条
第
五
号
イ
か
ら
リ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

誓
約
す
る
書
面

－９７－



⑷

前
号
ロ
⑽
か
ら
⑿
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

三

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決

権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
設
立
法
人
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当

該
設
立
法
人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る

書
類
の
一
部
が
な
い
場
合
は
、
当
該
書
類
に
相
当
す
る
書
類
）

⑴

定
款

⑵

取
締
役
及
び
監
査
役
（
当
該
者
が
会
社
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
理

事
、
監
事
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
、
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ

て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
及
び
そ
の
者
が
法
第
十
九
条
第
五
号
イ
か
ら
リ
ま
で
の

規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑶

そ
の
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超

え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職

業
（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び

に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

⑷

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
法
人
が
株
式
移
転
、

合
併
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
関
す

－９８－



る
株
主
総
会
の
議
事
録
）

⑸

主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑹

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

⑺

資
本
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

⑻

当
該
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体

制
を
記
載
し
た
書
類

⑼

そ
の
保
有
す
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
数
及

び
保
有
割
合
並
び
に
当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当

該
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
対
象
議
決
権
の
数
及
び
保
有
割
合
を

記
載
し
た
書
類

⑽

当
該
認
可
後
に
当
該
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
と
の
間
に
有
す
る

こ
と
を
予
定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
及
び
取
引
等
に
お
け
る
関
係
並

び
に
当
該
関
係
に
係
る
方
針
（
当
該
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
業

務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含
む
。
）

⑾

そ
の
他
法
第
三
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る

た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権

の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
予
備
審
査
）

第
二
条
の
七
の
六

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数

（
新
設
）

の
対
象
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引

所
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
対
象
議
決
権
の
保
有
者
で
あ
る
会
社
そ
の

－９９－



他
の
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
保
有
者
に
係
る
規
定
の
準
用
）

第
二
条
の
七
の
七

第
二
条
の
七
の
二
の
規
定
は
、
法
第
三
十
四
条
の
二
十
八
第

（
新
設
）

三
項
（
法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
第
四
項
及
び
第
三
十
四
条
の
四
十
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
保
有
者
に
係
る
認
可
申
請
）

第
二
条
の
七
の
八

特
定
保
有
者
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
八
第
三
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
特
定
保
有
者
を
い
う
。
）
は
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

第
二
条
の
七
の
五
第
一
号
ロ
⑴
か
ら
⑿
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
金
融
先
物
取
引
所
持
株
会
社
の
認
可
申
請
）

第
二
条
の
七
の
九

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

（
新
設
）

る
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
の
認
可
申
請
書
に
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出

－１００－



し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

一

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
を
子
会
社
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
四
項

に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
し
よ
う
と
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
者
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
書
類

⑴

会
社
登
記
簿
の
謄
本

⑵

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役

及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

及
び
そ
の
者
が
法
第
十
九
条
第
五
号
イ
か
ら
リ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑶

株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店
又
は
主

た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に

そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

⑷

株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録

⑸

本
店
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑹

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

⑺

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損

－１０１－



失
処
理
計
算
書
そ
の
他
当
該
者
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
収

支
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

⑻

当
該
者
が
行
う
子
会
社
と
な
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
経
営

管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

⑼

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有

す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

ハ

子
会
社
と
な
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書

類⑴

商
号
及
び
本
店
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑵

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役

及
び
執
行
役
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

⑶

ロ
⑺
に
掲
げ
る
書
類

ニ

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
の
認
可
後
三
営
業
年
度
に
お
け
る
当

該
者
及
び
そ
の
子
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
収
支
の
見

込
み
を
記
載
し
た
書
類

ホ

そ
の
他
法
第
三
十
四
条
の
三
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
を
子
会
社
と
す
る
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と

す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

理
由
書

ロ

法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設
立
会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
書
類

－１０２－



⑴

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役

及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

及
び
そ
の
者
が
法
第
十
九
条
第
五
号
イ
か
ら
リ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

⑵

株
主
と
な
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
株
主

が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
、
本

店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
の
場
所
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容

）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
類

⑶

当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の
議
事
録
（
当
該
設
立
会
社
が
株
式
移
転
、

合
併
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
関
す

る
株
主
総
会
の
議
事
録
）

⑷

本
店
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類

⑸

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

⑹

資
本
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る
財
産
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

⑺

当
該
設
立
会
社
が
行
う
子
会
社
と
な
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所

の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

⑻

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有

す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

ハ

子
会
社
と
な
る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書

類⑴

商
号
及
び
本
店
の
所
在
の
場
所
を
記
載
し
た
書
類
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⑵

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役

及
び
執
行
役
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

⑶

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損

失
処
理
計
算
書
そ
の
他
当
該
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び

収
支
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ニ

当
該
設
立
後
三
営
業
年
度
に
お
け
る
設
立
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
で
あ

る
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

ホ

そ
の
他
法
第
三
十
四
条
の
三
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
た

め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
金
融
先
物
取
引
所
持
株
会
社
の
認
可
の
予
備
審
査
）

第
二
条
の
七
の
十

株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
者

（
新
設
）

又
は
株
式
会
社
金
融
先
物
取
引
所
を
子
会
社
と
す
る
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
特
定
持
株
会
社
に
係
る
認
可
申
請
）

第
二
条
の
七
の
十
一

特
定
持
株
会
社
（
法
第
三
十
四
条
の
三
十
四
第
三
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
特
定
持
株
会
社
を
い
う
。
）
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、

金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

理
由
書

二

第
二
条
の
七
の
九
第
二
項
第
一
号
ロ
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
金
融
先
物
取
引
所
持
株
会
社
の
特
定
保
有
者
の
届
出
に
関
す
る
事
項
等
）

第
二
条
の
七
の
十
二

第
二
条
の
七
の
二
の
規
定
は
法
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第

（
新
設
）

三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
七
の
三
の

規
定
は
法
第
三
十
四
条
の
三
十
八
の
規
定
に
よ
る
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
を

提
出
す
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
七
の
五
及
び
第
二
条
の
七
の
六
の
規
定

は
法
第
三
十
四
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
つ
い
て
、
第
二
条
の
七
の
七
の
規
定
は
法
第
三
十
四
条
の
四
十
第
三
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

準
用
す
る
。

（
金
融
先
物
取
引
所
持
株
会
社
の
子
会
社
の
認
可
申
請
）

第
二
条
の
七
の
十
三

第
一
条
の
三
の
規
定
は
、
法
第
三
十
四
条
の
四
十
六
た
だ

（
新
設
）

し
書
の
規
定
に
よ
る
金
融
先
物
取
引
所
持
株
会
社
の
子
会
社
の
認
可
申
請
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
合
併
認
可
申
請
書
）

（
合
併
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
条

法
第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
三
条

（
新
設
）

同
条
第
二
項
の
合
併
認
可
申
請
書
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

１

法
第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
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、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
〜
十
四

（
略
）

一
〜
十
四

（
略
）

（
信
認
金
の
運
用
方
法
）

（
信
認
金
の
運
用
方
法
）

第
四
条

法
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は

第
四
条

法
第
三
十
五
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
訳
文
の
添
付
）

第
七
条
の
四

法
第
三
章
又
は
令
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
、
金
融
庁
長

（
新
設
）

官
又
は
財
務
局
長
若
し
く
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
次
条
に
お
い
て
「
内
閣
総
理

大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
日
本
語
を

も
っ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
通
貨
の
換
算
）

第
七
条
の
五

法
第
三
章
又
は
令
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
等
に
提
出
す
る

（
新
設
）

書
類
中
、
外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

金
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
六

法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

（
新
設
）
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め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

海
外
金
融
先
物
市
場
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物

市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
開
設
し
た
年
月
日

二

外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
（
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
第
六
号
に

規
定
す
る
外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号

又
は
名
称
及
び
外
国
金
融
先
物
取
引
所
入
出
力
装
置
（
法
第
五
十
五
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
金
融
先
物
取
引
所
入
出
力
装
置
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
設
置
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
国
内

に
設
け
ら
れ
た
営
業
所
又
は
事
務
所
と
す
る
。
）
及
び
部
署
の
名
称

三

資
本
の
額

四

他
に
業
務
を
営
ん
で
い
る
場
合
は
、
そ
の
事
業
の
種
類

（
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
七
条
の
七

法
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

（
新
設
）

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
業
務
規
則
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業

務
規
則
を
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
に
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
取
引
の
種
類

二

外
国
市
場
取
引
（
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
外
国

市
場
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
業
務
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏

名
及
び
役
職
名

三

外
国
市
場
取
引
に
係
る
業
務
を
行
う
部
署
（
当
該
業
務
の
一
部
を
他
の
者

に
委
託
す
る
場
合
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
）
の
名
称
及
び
組
織
の
体
制

四

外
国
市
場
取
引
の
対
象
と
な
る
金
融
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
の
種
類
、
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銘
柄
及
び
取
引
の
最
低
単
位

五

外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
の
取
引
資
格
に
係
る
事
項

六

価
格
の
決
定
方
法

七

気
配
、
価
格
そ
の
他
の
価
格
情
報
の
公
表
方
法

八

外
国
市
場
取
引
に
係
る
決
済
方
法
及
び
顧
客
の
契
約
不
履
行
が
生
じ
た
場

合
の
対
処
方
法

九

外
国
市
場
取
引
に
係
る
取
引
記
録
の
作
成
及
び
保
存
の
方
法

十

外
国
市
場
取
引
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
、
検
査
を
行
う
頻
度
、
部
署
の
名

称
及
び
体
制

十
一

外
国
市
場
取
引
に
係
る
取
引
量
及
び
外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
の

数
の
見
込
み

十
二

そ
の
他
外
国
市
場
取
引
の
公
正
の
確
保
に
関
す
る
重
要
な
事
項

２

法
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

外
国
市
場
取
引
に
係
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
決
議
し
た
役
員
会
等
（
役
員

会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
機
関
）
の
議
事
録

二

国
内
に
お
け
る
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の

履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

三

役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が
法
第
十
九
条
第
五
号
イ
か
ら
リ
ま
で

の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

四

事
務
の
機
構
及
び
分
掌
を
記
載
し
た
書
類

五

外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
に
外
国
市
場
取
引
を
行
わ
せ
る
海
外
金
融

先
物
市
場
を
開
設
し
て
か
ら
令
第
二
条
の
五
第
一
項
に
定
め
る
期
間
以
上
を
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経
過
し
て
い
る
こ
と
、
又
は
同
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

六

認
可
申
請
者
が
所
在
す
る
国
に
お
け
る
海
外
金
融
先
物
市
場
を
開
設
す
る

業
務
に
関
す
る
法
制
を
記
載
し
た
書
面

七

外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
と
の
外
国
市
場
取
引
に
係
る
契
約
書
類

八

外
国
市
場
取
引
に
係
る
業
務
に
お
い
て
使
用
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の

概
要
、
設
置
場
所
、
容
量
及
び
保
存
の
方
法
並
び
に
当
該
電
子
情
報
処
理
組

織
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
の
対
処
方
法

九

そ
の
他
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
分
割
又
は
営
業
の
譲
渡
）

第
七
条
の
八

令
第
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

（
新
設
）

場
合
は
、
分
割
に
よ
り
承
継
さ
れ
る
業
務
自
体
で
海
外
金
融
先
物
市
場
を
開
設

す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
す
る
。

２

令
第
二
条
の
五
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

譲
渡
さ
れ
る
業
務
自
体
で
海
外
金
融
先
物
市
場
を
開
設
す
る
業
務
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
す
る
。

３

令
第
二
条
の
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
認

可
申
請
者
の
総
株
主
の
議
決
権
（
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る

総
株
主
の
議
決
権
を
い
う
。
）
の
全
部
を
保
有
し
て
い
る
者
と
す
る
。

（
業
務
報
告
書
の
作
成
）
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第
七
条
の
九

法
第
五
十
五
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
外
国
金
融
先
物
取
引
所
が
提

（
新
設
）

出
す
る
業
務
報
告
書
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
事
項
）

第
七
条
の
十

法
第
五
十
五
条
の
八
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

外
国
市
場
取
引
に
係
る
業
務
を
休
止
し
、
又
は
再
開
し
た
場
合

二

他
の
海
外
金
融
先
物
市
場
を
開
設
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
海
外

金
融
先
物
市
場
開
設
者
と
い
う
。
）
と
合
併
し
た
場
合
、
海
外
金
融
先
物
市

場
開
設
者
の
海
外
金
融
先
物
市
場
を
開
設
す
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部

を
承
継
し
た
場
合
、
又
は
海
外
金
融
先
物
市
場
開
設
者
か
ら
海
外
金
融
先
物

市
場
を
開
設
す
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
譲
り
受
け
た
場
合

三

破
産
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
若
し
く
は
清
算
開
始
の
申
立
て

を
行
っ
た
場
合
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
に
お
い

て
当
該
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
申
立
て
を
行
っ
た
場
合

四

法
第
五
十
五
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合

五

役
員
又
は
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が
法
第
十
九
条
第
五
号
イ
か
ら
リ
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

六

国
内
に
お
け
る
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
又
は
国
内
に
お
け
る
代
表
者
に

法
令
等
（
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
法
令
等
を
い
う

。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場

合
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七

前
号
の
行
為
の
詳
細
が
判
明
し
た
場
合

八

法
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
の
内

容
に
重
要
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合

（
提
出
書
類
）

第
七
条
の
十
一

外
国
金
融
先
物
取
引
所
は
、
取
引
高
報
告
を
第
三
号
様
式
に
よ

（
新
設
）

り
毎
月
及
び
毎
年
ご
と
に
作
成
し
、
当
該
期
間
終
了
後
一
月
以
内
に
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

外
国
金
融
先
物
取
引
所
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
異
常
が
発
生
し
、
当
該

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
外
国
市
場
取
引
又
は
受
渡
し
そ
の
他
の
決
済

を
継
続
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

金
融
庁
長
官
に
報
告
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
異
常
発
生
の
概
要
、
原
因
、
処
理

、
要
改
善
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

外
国
金
融
先
物
取
引
所
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

法
令
等
又
は
業
務
規
則
に
違
反
し
た
外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
に
対

し
法
令
等
又
は
業
務
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
っ
た
場

合

外
国
金
融
先
物
取
引
所
参
加
者
の
措
置
に
関
す
る
報
告
書

二

役
員
又
は
従
業
員
が
外
国
市
場
取
引
に
係
る
業
務
を
執
行
す
る
に
際
し
、

法
令
違
反
を
し
た
場
合

役
員
又
は
従
業
員
の
法
令
違
反
に
関
す
る
報
告
書

－１１１－



（
申
請
書
等
の
提
出
先
）

第
七
条
の
十
二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

（
新
設
）

、
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
認
可
申
請
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
書
類
一

通
を
作
成
し
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
書

類
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
書
類
の
写
し
を
、
当
該
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
財
務

局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
二
十
五
条

法
第
七
十
四
条
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

第
二
十
五
条

法
第
七
十
四
条
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

金
融
先
物
取
引
等
の
受
託
等
の
動
向
そ
の
他
業
務
上
知
り
得
た
特
別
の
情

一

金
融
先
物
取
引
等
の
受
託
等
の
動
向
そ
の
他
業
務
上
知
り
え
た
特
別
の
情

報
に
基
づ
い
て
自
己
又
は
委
託
者
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も

報
に
基
づ
い
て
自
己
又
は
委
託
者
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も

っ
て
、
金
融
先
物
取
引
等
の
申
込
み
、
委
託
又
は
取
次
ぎ
等
（
委
託
の
媒
介

っ
て
、
金
融
先
物
取
引
等
の
申
込
み
、
委
託
又
は
取
次
ぎ
等
（
委
託
の
媒
介

、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十

第
二
十
五
条
の
二

法
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十

四
条
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と

四
条
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と

す
る
。

す
る
。
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一

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
動
向
そ
の
他
業
務
上
知
り
得
た
特
別
の
情
報
に
基

一

店
頭
金
融
先
物
取
引
の
動
向
そ
の
他
業
務
上
知
り
え
た
特
別
の
情
報
に
基

づ
い
て
自
己
又
は
顧
客
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
店

づ
い
て
自
己
又
は
顧
客
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
店

頭
金
融
先
物
取
引
を
す
る
こ
と
。

頭
金
融
先
物
取
引
を
す
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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第一号様式 

 

 
 

対象議決権保有届出書 
（法第34条の 20の 2第1項に基づく報告書） 
 
   財務（支）局長 殿 

氏 名 又 は 名 称           

印(イ) 報告義務発生日 平成 年 月 日(ロ) 
住所又は本店所在地         (イ)    平成 年 月 日 提出 

（日本工業規格 A4 210×297ミリメートル） 
 
第１ 提出者に関する事項 
 １ 提出者（対象議決権保有者）(ハ) 

※ １ 個人 
２ 法人 （１ 株式会社  ２ 有限会社  ３ その他（       ）） 

フリガナ（カタカナ）  

氏 名 又 は 名 称 
 

フリガナ（カタカナ）  

住所又は本店所在地 〒 

フリガナ（カタカナ）  

旧 氏 名 又 は 名 称 
 

フリガナ（カタカナ）  

旧住所又は本店所在地 〒 

（フリガナ）  
生年月日      年 月 日 
※   １明治  ３昭和 

２大正  ４平成 
勤務先名称 

 
個 
 
 
人 

職 業 
 

勤務先住所 
 

（フリガナ）  
設立年月日     年 月 日 
※   １明治  ３昭和 

２大正  ４平成 
代 表 者 名 

 
代表者役職  

法 

 
 
人 

事 業 内 容 
 

事務上の連絡先 
及 び 担 当 者 名 

 

 
電 話 番 号 

 

 
 

受 付 
受付財務局 受付年 管轄財務局 番号 
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２ 保有目的(ニ) 
 

３ 対象議決権保有割合 
対象議決権保有者に

なった日 年  月  日（ ） 

保 有 議 決 権 数 個（総株主の議決権に対する割合  ％） 

４ 対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約(ホ) 
 

第２ 共同保有者に関する事項 
 １ 共同保有者(ヘ) 

※ １ 個人 
２ 法人 （１ 株式会社  ２ 有限会社  ３ その他（       ）） 

フリガナ（カタカナ）  

氏 名 又 は 名 称 
 

フリガナ（カタカナ）  

住所又は本店所在地 〒 

フリガナ（カタカナ）  

旧 氏 名 又 は 名 称 
 

フリガナ（カタカナ）  

旧住所又は本店所在地 〒 

（フリガナ）  
生年月日      年 月 日 
※   １明治  ３昭和 

２大正  ４平成 
勤務先名称 

 
個 
 
 
人 

職 業 
 

勤務先住所 
 

（フリガナ）  
設立年月日     年 月 日 
※   １明治  ３昭和 

２大正  ４平成 
代 表 者 名 

 
代表者役職  

法 

 
 
人 

事 業 内 容 
 

事務上の連絡先 
及 び 担 当 者 名 

 

 
電 話 番 号 
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 ３ 対象議決権保有割合 

保 有 議 決 権 数 個（総株主の議決権に対する割合  ％） 

第３ 提出者及び共同保有者に関する総括表 

 １ 提出者及び共同保有者(ト) 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

20  40  60  

２ 上記提出者及び共同保有者の対象議決権保有割合 

保 有 議 決 権 数 個（総株主の議決権に対する割合  ％） 
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（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

 (A) 記載事項のうち「第１ 提出者に関する事項」には、提出者の議決権の保有状況に

ついて記載し、「第２ 共同保有者に関する事項」には、共同保有者がいる場合のみ、

共同保有者１人につき１枚ずつ、各共同保有者の議決権の保有状況について記載し､

「第３ 提出者及び共同保有者に関する総括表」には、共同保有者がいる場合にのみ、

提出者及び共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載すること。共同保有者がい

ない場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事項」及び「第３ 提出

者及び共同保有者に関する総括表」に係る部分は提出することを要しない。 

 (B) 対象議決権保有届出書（以下この様式において「届出書」という。）の提出者が、共

同保有者全員の委任を受けて当該提出者及び当該共同保有者全員の届出書を一つに

まとめて提出する場合には、当該提出者及び当該共同保有者のそれぞれの議決権の保

有状況について、別々に「第１ 提出者の関する事項」に記載するとともに、これら

の議決権の保有状況を一括して「第３ 提出者及び共同保有者に関する総括表」に記

載すること。この場合には、この様式のうち「第２ 共同保有者に関する事項」に係

る部分は提出することを要しない。 

 (C) ※のある欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

２ 個別事項  

(イ) 氏名又は名称及び住所又は本店所在地 

(1) 届出書の提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の氏名又は名称

及び住所又は本店所在地を記入し、押印すること。なお、代理人が提出する場合

には、報告書の提出を委任した者が、当該代理人に、届出書の提出に関する一切

の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したことを証する書面を届

出書１通につき１通ずつ添付すること。 

(2) 届出書の提出者が、共同保有者全員の委任を受けて当該提出者及び当該共同保

有者全員の報告書を一つにまとめて提出する場合には、委任を受けた者が、その

氏名又は名称及び住所又は本店所在地を届出書の一項目のみに記入、押印するこ

と。なお、当該共同保有者が、当該提出者に届出書の提出に関する一切の行為に

つき、当該共同保有者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書１通

につき１通ずつ添付すること。 

(3) 「氏名又は名称」欄については、法人の場合には、法人の名称及び代表者の役

職氏名を記入し、代表者印を押印すること。 

 (ロ) 届出義務発生日 

    対象議決権保有者となった日を記載すること。 

第１ 提出者の関する事項 

(ハ) 提出者（対象議決権保有者） 

(1) 「１ 個人、２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。法人の場合には、

会社形態について該当する番号を○で囲み、該当するものがない場合には、「合

名会社」、「合資会社」等、具体的に記載すること。民法上の組合（民法第 667条）

その他の法人格を有さない組合又は社団等の場合には、当該組合又は社団等を保

有者として提出せず、議決権を所有し、又は法第 27条の 23第 3項各号に規定す

る者に該当する業務執行組合員等に保有者として提出すること。また、この場合、

その旨を届出書の「４ 当該株券等に関する担保契約等重要な契約」欄に記載す

ること。 
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(2) 提出者が個人の場合は「個人」欄に、法人の場合は「法人」欄に必要事項をそ

れぞれ記載すること。 

(3) 「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 

(4) 「事業内容」欄には、届出書の提出義務が生じた日現在の当該法人の定款等に

記載された主要な目的を記載すること。 

 (ニ) 保有目的 

    「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容につ

いて、できる限り具体的に記載すること。 

(ホ) 対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約 

保有株券等に関する担保契約、売戻し契約、売り予約、その他の重要な契約又は

取決めがある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている

議決権の数量等、当該契約又は取決めの内容を記載すること。株券等を法人格のな

い組合、社団等の業務執行組合員等として保有している場合、共有している場合等

には、その旨記載すること。 

第２ 共同保有者に関する事項 

(ヘ) 共同保有者 

共同保有者がいる場合に、提出者が了知している範囲で、「第１ 提出者の関する

事項」の「第２ 共同保有者に関する事項」に準じて記載すること。 

第３ 提出者及び共同保有者に関する総括表 

(ト) 提出者及び共同保有者 

共同保有者がいる場合に、提出者及び共同保有者の氏名又は名称のみを記載するこ

と。 

 (チ) 上記提出者及び共同保有者の対象議決権保有割合 

共同保有者がいる場合に、提出者及び共同保有者の保有議決権数を合計して記載す

ること。 
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第  期業務報告書 〔 
年   月   日から 

年   月   日まで 〕 
年  月  日提出 

 商 号  
 所在地 
 代表者の役職氏名  
 
１ 外国金融先物取引所の認可年月日 
２ 取引状況 
 （１） 種類別上場商品の状況 

種     類 上  場  年  月  日 取    引    高 
   
   
   
（記載上の注意） 

   １．種類欄には、商品名を記入する。 
   ２．取引高欄には、種類別に取引単位を記入する。 
（２） 上場商品の動向 

 （３） 清算状況 
 （４） システムの稼働状況 
３ 重要な機関（総会、理事会、委員会等）の運営状況 

４ 主な活動 

５ 自主規制機関（取引監視・考査）としての外国金融先物取引所参加者に対する活動状況 

６ 外国金融先物取引所参加者等の異動状況 

（１） 概況 

（２） 外国金融先物取引所参加者 

７ 規則の制定・変更 

（１）  制定 

（２）  変更 

８ 財務 

（１）  損益状況 

（２）  資産・負債・資本の状況 

（３）  損失処理 

（４） 財務諸表 

９ 組織 

 （１） 組織図 

 （２） 役員・委員会委員名簿 

１１  関係会社（親会社、子会社等の関連会社）の状況 

（１） 名称 

（２） 所在地 

 （３） 設立年月日 

 （４） 事業内容 
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 （５） 財務状況 

（６） 当取引所との取引状況 
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第三号様式                                        取引高報告 
     (1) 
 
 
平成   年   月分 

委        託 自        己 合           計 

  

売

買

別 

株 数
株

代 金
円

株 数 
株 

代 金
円

％ 
株 数

株
％ 

代 金 
円 

売 り                 

買 い                 ユ ー ロ 円 ３ ヵ 月 金 利 先 物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 ユーロ円 LIBOR３ヵ月金利先物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 米 ド ル ・ 日 本 円 通 貨 先 物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 ５ 年 円 金 利 ス ワ ッ プ 先 物

売 買 計                 

売 り         

買 い         １ ０ 年 円 金 利 ス ワ ッ プ 先 物

売 買 計         

売 り         

買 い         
ユ ー ロ 円 ３ ヵ 月 金 利 先 物
オ プ シ ョ ン

売 買 計         

売 り         

買 い          

売 買 計         

売 り                 

買 い                 合 計

売 買 計                

  （記載上の注意） 1. 毎月分及び毎年分について作成する。 
          2. 該当取引がない場合は記載を要しない。 

全 外 国 金 融 先 物 取 引 所 参 加 者 合 計

取 引 別 合 計
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取引高報告 
     (2) 
 
 
 
 
 
 
 
平成   年   月分 

（記載上の注意）    1. 毎月分及び毎年分について作成する。 
          2. 該当取引がない場合は記載を要しない。 
          3. 取引高については種類別に取引単位を記入する。 

 

全 外 国 金 融 先 物 取 引 所 参 加 者 合 計

取 引 別 合 計

委        託 自        己 合           計 

  

売

買

別 

口 数
口

取 引 高 口 数 
口 

取 引 高
％ 

口 数
口

％ 
取 引 高 

 

売 り                 

買 い                 ユ ー ロ 円 ３ ヵ 月 金 利 先 物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 ユーロ円 LIBOR３ヵ月金利先物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 米 ド ル ・ 日 本 円 通 貨 先 物

売 買 計                 

売 り         

買 い         ５ 年 円 金 利 ス ワ ッ プ 先 物

売 買 計         

売 り                 

買 い                 １ ０ 年 円 金 利 ス ワ ッ プ 先 物

売 買 計                 

売 り         

買 い         
ユ ー ロ 円 ３ ヵ 月 金 利 先 物
オ プ シ ョ ン

売 買 計         

売 り                 

買 い                 合 計

売 買 計                 
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取引高報告 
     (3)   
 
 
 
 
平成   年   月分 

委        託 自        己 合           計 

 
  

売

買

別 

株 数
株

代 金
円

株 数 
株 

代 金
円

％ 
株 数

株
％ 

代 金 
円 

売 り                 

買 い                 ユ ー ロ 円 ３ ヵ 月 金 利 先 物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 ユーロ円 LIBOR３ヵ月金利先物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 米 ド ル ・ 日 本 円 通 貨 先 物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 ５ 年 円 金 利 ス ワ ッ プ 先 物

売 買 計                 

売 り         

買 い         １ ０ 年 円 金 利 ス ワ ッ プ 先 物

売 買 計         

売 り         

買 い         
ユ ー ロ 円 ３ ヵ 月 金 利 先 物
オ プ シ ョ ン

売 買 計         

売 り         

買 い          

売 買 計         

売 り                 

買 い                 合 計

売 買 計                

 （記載上の注意） 1. 毎月分及び毎年分について作成する。 
          2. 該当取引がない場合は記載を要しない。 

取 引 参 加 者 名 

取 引 参 加 者 コ ー ド 
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                                             取引高報告 
     (4) 
 
 
 
 
 
 
 
平成   年   月分 

（記載上の注意）   1. 毎月分及び毎年分について作成する。 
          2. 該当取引がない場合は記載を要しない。 
          3. 取引高については種類別に取引単位を記入する。 

 

取 引 参 加 者 名 

取 引 参 加 者 コ ー ド 

委        託 自        己 合           計 

  

売

買

別 

口 数
口

取 引 高 口 数 
口 

取 引 高
％ 

口 数
口

％ 
取 引 高 

 

売 り                 

買 い                 ユ ー ロ 円 ３ ヵ 月 金 利 先 物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 ユーロ円 LIBOR３ヵ月金利先物

売 買 計                 

売 り                 

買 い                 米 ド ル ・ 日 本 円 通 貨 先 物

売 買 計                 

売 り         

買 い         ５ 年 円 金 利 ス ワ ッ プ 先 物

売 買 計         

売 り                 

買 い                 １ ０ 年 円 金 利 ス ワ ッ プ 先 物

売 買 計                 

売 り         

買 い         
ユ ー ロ 円 ３ ヵ 月 金 利 先 物
オ プ シ ョ ン

売 買 計         

売 り                 

買 い                 合 計

売 買 計                 



十
五

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
四
十
四
号
）

改

正

案

現

行

第
六
条
の
二

（
略
）

第
六
条
の
二

（
略
）

２

証
券
業
協
会
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て

２

証
券
業
協
会
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て

、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
有
価
証
券
の
売
買
等
（
法
第
二
条
第

、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
有
価
証
券
の
売
買
等
（
法
第
二
条
第

十
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
等
を
い
う
。
）
、
相
場
の
公
表
又
は
受

十
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
買
等
を
い
う
。
）
、
相
場
の
公
表
又
は
受

渡
し
そ
の
他
の
決
済
を
継
続
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は

渡
し
そ
の
他
の
決
済
を
継
続
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は

、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
報
告

、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
報
告

し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
異
常
発
生
の
概
要
、
原
因
、
処
理
、
要
改
善
事
項
そ
の

し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
異
常
発
生
の
概
要
、
原
因
、
処
理
、
要
改
善
事
項
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

－１２５－



十
六

有
価
証
券
の
空
売
り
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
五
十
号
）

改

正

案

現

行

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
明
示
及
び
確
認
義
務
の
適
用
除
外
）

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
明
示
及
び
確
認
義
務
の
適
用
除
外
）

第
一
条

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「

第
一
条

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「

令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

一

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
（
以
下
「
有
価
証

。
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
（
以
下
「
有
価
証

券
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）

券
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）

二
〜
十
三

（
略
）

二
〜
十
三

（
略
）

十
四

法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
受
益
証
券
（
投
資
信
託
及
び
投
資

十
四

法
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
受
益
証
券
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
十
五
条

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項

第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
に
お
い
て
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
に
お
い
て
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
。
以
下
「
投
信

る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
。
以
下
「
投
信
法
施
行

法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
旨
を
定
め
て
い
る
証

令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
旨
を
定
め
て
い
る
証
券
投
資

券
投
資
信
託
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
受
益
証
券
」
と
い
う
）
に
係
る

信
託
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
受
益
証
券
」
と
い
う
）
に
係
る
次
に
掲

次
に
掲
げ
る
取
引

げ
る
取
引

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
価
格
制
限
の
適
用
除
外
）

（
空
売
り
を
行
う
場
合
の
価
格
制
限
の
適
用
除
外
）

－１２６－



第
三
条

令
第
二
十
六
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は

第
三
条

令
第
二
十
六
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

株
券
に
係
る
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
等
先
物

六

株
券
に
係
る
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取

取
引
（
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
類
似
の
取
引
を
含
む
。
以

引
（
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
類
似
の
取
引
を
含
む
。
以
下

下
「
株
価
指
数
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）
又
は
株
券
に
係
る
有
価
証
券
先
物

「
株
価
指
数
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）
又
は
株
券
に
係
る
有
価
証
券
先
物
取

取
引
（
以
下
「
株
券
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
約
定
指
数
又
は
約
定

引
（
以
下
「
株
券
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
約
定
指
数
又
は
約
定
価

価
額
の
水
準
と
株
価
指
数
等
（
株
価
指
数
又
は
株
券
先
物
取
引
に
係
る
株
券

額
の
水
準
と
株
価
指
数
等
（
株
価
指
数
又
は
株
券
先
物
取
引
に
係
る
株
券
の

の
価
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
準
の
関
係
を
利
用
し
て
行

価
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
準
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う

う
次
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
株
価
指
数
に
係
る
有
価
証
券

次
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
で
株
価
指
数
に
係
る
有
価
証
券
オ

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ
プ
シ

プ
シ
ョ
ン
取
引
（
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

ョ
ン
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）

取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

七

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
の
取
引
契
約
残
高
（
こ
れ
と
対
当
す
る
売
方

七

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
の
取
引
契
約
残
高
（
こ
れ
と
対
当
す
る
売
方

株
価
指
数
先
物
取
引
等
の
取
引
契
約
残
高
並
び
に
当
該
買
方
株
価
指
数
先
物

株
価
指
数
先
物
取
引
等
の
取
引
契
約
残
高
並
び
に
当
該
買
方
株
価
指
数
先
物

取
引
等
と
同
一
の
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
に
係
る
前
号
イ
及
び
ロ
の
取

取
引
等
と
同
一
の
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
に
係
る
第
二
号
イ
及
び
ロ
の

引
の
額
を
控
除
し
た
取
引
契
約
残
高
に
限
る
。
）
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ

取
引
の
額
を
控
除
し
た
取
引
契
約
残
高
に
限
る
。
）
に
係
る
価
格
の
変
動
に

り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
当
該
取
引
契
約
残
高
の
範
囲
内

よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
当
該
取
引
契
約
残
高
の
範
囲

で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
（
当
該
株
券
の
価
額
の
合
計
額
の
変
動
が
当

内
で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
（
当
該
株
券
の
価
額
の
合
計
額
の
変
動
が

該
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
に
係
る
株
価
指
数
等
の
変
動
に
近
似
す
る
よ

当
該
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
等
に
係
る
株
価
指
数
等
の
変
動
に
近
似
す
る

う
に
選
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
売
付
け
を
行
う
取
引
（
こ
れ
に
準
ず
る

よ
う
に
選
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
売
付
け
を
行
う
取
引
（
こ
れ
に
準
ず

取
引
で
株
価
指
数
に
係
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
伴
い
行
う
も
の
を

る
取
引
で
株
価
指
数
に
係
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
伴
い
行
う
も
の

含
む
。
）

を
含
む
。
）

－１２７－



八

株
券
に
係
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
以
下
「
株
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取

八

株
券
に
係
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
以
下
「
株
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取

引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
権
利
行
使
価
格
（
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に

引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
権
利
行
使
価
格
（
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に

よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
）
及
び
対
価
の
額
と
株
券
の
売
買
価
格
の

よ
り
成
立
す
る
取
引
に
係
る
価
格
）
及
び
対
価
の
額
と
株
券
の
売
買
価
格
の

関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
株
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
新
規
に

関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
株
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
新
規
に

行
う
こ
と
に
よ
り
株
券
を
買
い
付
け
る
権
利
を
取
得
し
、
又
は
売
り
付
け
る

行
う
こ
と
に
よ
り
株
券
を
買
い
付
け
る
権
利
を
取
得
し
、
か
つ
、
売
り
付
け

権
利
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
当
該
権
利
を
行
使
し
、
又
は
行
使
さ
れ
た
場

る
権
利
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
当
該
権
利
を
行
使
し
又
は
行
使
さ
れ
た
場

合
に
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同

合
に
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
株
券
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
券
と
同

一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

一
の
銘
柄
の
株
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
一

受
益
証
券
の
約
定
価
額
の
水
準
と
株
価
指
数
の
水
準
の
関
係
を
利
用
し

十
一

受
益
証
券
の
約
定
価
額
の
水
準
と
株
価
指
数
の
水
準
の
関
係
を
利
用
し

て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
受
益
証
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も

て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
受
益
証
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行
う
と
と
も

に
、
そ
の
買
付
価
額
の
範
囲
内
で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
（
当
該
株
券

に
、
そ
の
買
付
価
額
の
範
囲
内
で
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株
券
（
当
該
株
券

の
価
額
の
合
計
額
の
変
動
が
当
該
受
益
証
券
に
係
る
株
価
指
数
の
変
動
に
近

の
価
額
の
合
計
額
の
変
動
が
当
該
受
益
証
券
に
係
る
株
価
指
数
の
変
動
に
近

似
す
る
よ
う
に
選
定
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
第
十
四
号
ま
で
に
お
い
て
同

似
す
る
よ
う
に
選
定
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
第
九
号
ま
で
同
じ
。
）
の
売

じ
。
）
の
売
付
け
を
行
う
取
引

付
け
を
行
う
取
引

十
二
・
十
三

(

略
）

十
二
・
十
三

(

略
）

十
四

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
の
取
引
契
約
残
高
（
こ
れ
と
対
当
す
る
売
方

十
四

買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
の
取
引
契
約
残
高
（
こ
れ
と
対
当
す
る
売
方

株
価
指
数
先
物
取
引
の
取
引
契
約
残
高
並
び
に
当
該
買
方
株
価
指
数
先
物
取

株
価
指
数
先
物
取
引
の
取
引
契
約
残
高
並
び
に
当
該
買
方
株
価
指
数
先
物
取

引
と
同
一
の
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
に
係
る
第
六
号
イ
及
び
ロ
の
取
引
の

引
と
同
一
の
買
方
株
価
指
数
先
物
取
引
に
係
る
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
取
引
の

額
を
控
除
し
た
取
引
契
約
残
高
に
限
る
。
）
又
は
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株

額
を
控
除
し
た
取
引
契
約
残
高
に
限
る
。
）
又
は
銘
柄
の
異
な
る
複
数
の
株

券
の
買
付
残
高
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ

券
の
買
付
残
高
に
係
る
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
減
少
さ
せ

る
た
め
、
そ
の
取
引
契
約
残
高
又
は
買
付
価
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
当
該

る
た
め
、
そ
の
取
引
契
約
残
高
又
は
買
付
価
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
当
該

受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

－１２８－



十
五
〜
十
八

（
略
）

十
五
〜
十
八

（
略
）
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十
七

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
職
員
が
検
査
及
び
犯
則
事
件
の
調
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
等
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六

十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
の
様
式
）

（
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
の
様
式
）

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
条
第
一

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
条
第
一

項
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
十

項
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
十

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
金
融
先
物
取
引
法
（
昭

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
金
融
先
物
取
引
法
（
昭

和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
の
十
第

和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
七
十
七
条
第
三
項

二
項
、
第
七
十
七
条
第
三
項
及
び
第
九
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

及
び
第
九
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
金
融
機
関

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
二
項
並
び
に
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人

等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十

確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
の

二
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委

規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
職

員
会
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
委
員
会
の
委
任
を
受
け
た
財
務
局
長
又
は
財
務

員
（
委
員
会
の
委
任
を
受
け
た
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
の
命
を
受
け
た
職

支
局
長
の
命
を
受
け
た
職
員
を
含
む
。
）
が
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き

員
を
含
む
。
）
が
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
は

そ
の
身
分
を
示
す
証
票
は
、
別
紙
様
式
第
一
に
よ
る
。

、
別
紙
様
式
第
一
に
よ
る
。

－１３０－



十
八

金
融
庁
等
の
職
員
が
検
査
の
際
に
携
帯
す
べ
き
身
分
証
明
書
等
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六
十
九
号
）

改

正

案

現

行

１

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
検
査
の
際
に
金
融
庁
又
は
財
務

１

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
検
査
の
際
に
金
融
庁
又
は
財
務

局
若
し
く
は
財
務
支
局
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
又
は

局
若
し
く
は
財
務
支
局
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
又
は

証
票
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

証
票
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二

を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
二
十
二

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七

条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
第
百
八
十
七
条
第
四
号
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る

条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
第
百
八
十
七
条
第
四
号
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
並
び
に
証
券
取
引
法
第
百
九
十
四

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
並
び
に
証
券
取
引
法
第
百
九
十
四

条
の
六
第
二
項
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
二
項
、
金
融

条
の
六
第
二
項
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
二
項
、
金
融

先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
九
十
二
条
第
二
項
及
び

先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
九
十
二
条
第
二
項
及
び

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

律
第
三
十
二
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会

律
第
三
十
二
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会

に
委
任
さ
れ
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
委
任
さ
れ
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

金
融
先
物
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
二
項
（
同
法
第
三
十
四
条

八

金
融
先
物
取
引
法
第
五
十
二
条
第
三
項
（
同
法
第
七
十
七
条
第
三
項
及
び

の
三
十
第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
三
十
九
第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
四
十
二

第
九
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
四
十
八
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十

五
条
の
十
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
三
項
、
第
九
十
条
第
二
項
及
び
第
九
十

－１３１－



条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

九
〜
十
四

（
略
）

九
〜
十
四

（
略
）

十
五

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

十
五

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

九
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
三
項
（
同
法
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
百

九
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
百

十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
六

有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

十
六

有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

一
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項

一
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項

及
び
第
四
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
四
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
七
〜
二
十
四

（
略
）

十
七
〜
二
十
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

－１３２－



十
九

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）

改

正

案

現

行

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

６

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お

八

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お

い
て
前
七
号
に
掲
げ
る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と

い
て
前
七
号
に
掲
げ
る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が

が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が

こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す

こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す

る
取
引
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引

る
取
引
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
等

等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

－１３３－



二
十

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

改

正

案

現

行

（
信
用
協
同
組
合
等
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決

（
信
用
協
同
組
合
等
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決

権
）

権
）

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
（
法
第
四
条
の
三
第
八
項
（
法
第
四
条
の
五
第
三
項

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
（
法
第
四
条
の
三
第
八
項
（
法
第
四
条
の
五
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第
三
条
第
三
項
、
第
三

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第
三
条
第
三
項
、
第
三

条
の
四
第
五
項
、
第
三
条
の
六
第
三
項
、
第
三
条
の
八
第
八
項
及
び
第
十
六
条

条
の
四
第
五
項
、
第
三
条
の
六
第
三
項
、
第
三
条
の
八
第
七
項
及
び
第
十
六
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

に
よ
り
、
信
用
協
同
組
合
等
又
は
そ
の
子
会
社
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

に
よ
り
、
信
用
協
同
組
合
等
又
は
そ
の
子
会
社
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と

る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と

さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る

さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る

議
決
権
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
第
二
号
及
び
第
三

議
決
権
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
第
二
号
及
び
第
三

号
並
び
に
第
四
項
、
第
六
条
の
七
並
び
に
第
十
二
条
の
三
を
除
き
、
以
下
同
じ

号
並
び
に
第
四
項
、
第
六
条
の
七
並
び
に
第
十
二
条
の
三
を
除
き
、
以
下
同
じ

。
）
と
す
る
。

。
）
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
三
条
の
二

（
略
）

第
三
条
の
二

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

－１３４－



６

法
第
四
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

６

法
第
四
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

、
当
該
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
（
法
第
四
条

、
当
該
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
が
、
そ
の
総

の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

株
主
等
の
議
決
権
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決
権
を
い

は
証
券
仲
介
専
門
会
社
（
同
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
専
門
会
社

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
法
第
四
条

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
法
第
四
条
第
一
項

の
四
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
十
を

超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
持
株

会
社
と
す
る
。

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

（
法
第
四
条
の
三
第
一
項
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

（
法
第
四
条
の
三
第
一
項
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
三
条
の
五

法
第
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用

第
三
条
の
五

法
第
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ

る
事
由
と
す
る
。

る
事
由
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

第
三
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
（
同
項
に

九

第
三
条
の
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
（
同
項
に

規
定
す
る
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
」
を
い
う
。
）
の
議
決
権
の
処
分
を

規
定
す
る
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
」
を
い
う
。
）
の
議
決
権
の
処
分
を

行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に
よ

行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
に
よ

り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当
該
議
決
権

り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当
該
議
決
権

を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）
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第
三
条
の
七

法
第
四
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
条
の
七

法
第
四
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
五
十
七
条
の

二

当
該
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
五
十
七
条
の

三
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
証

三
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
証

券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合

券
専
門
会
社
又
は
保
険
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合

（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

（
証
券
専
門
会
社
等
の
業
務
等
）

（
証
券
専
門
会
社
の
業
務
等
）

第
三
条
の
八

法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
条
の
八

法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

業
務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
か

業
務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
か

ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
十
四
号

二

第
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項
第
二

か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
条
の
四
第
二

十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
条
の

項
第
六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

四
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

２

法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務

（
新
設
）

は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業

務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

累
積
投
資
契
約
（
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

累
積
投
資
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結
の
媒
介

二

証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
貸
借

の
媒
介
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三

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

四

第
三
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
号
か
ら

第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
条
の
四
第
二
項
第

六
号
に
規
定
す
る
保
険
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

３

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
四
条
の
三
第
七
項
、
第
四
条
の
四
第
一

２

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
四
条
の
三
第
七
項
、
第
四
条
の
四
第
一

項
第
五
号
又
は
第
四
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は

項
第
五
号
又
は
第
四
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は

、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を

、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一

項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ

項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ

る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
式
会

る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
式
会

社
と
す
る
。

社
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

７

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
条
の
四
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す

６

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
条
の
四
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
信
用
協
同
組
合
に
あ
っ

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
信
用
協
同
組
合
に
あ
っ

て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会

て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会

社
が
第
三
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

社
が
第
三
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
信
用
協
同
組
合
等
が

該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
信
用
協
同
組
合
等
が

行
う
事
業
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な

行
う
事
業
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
又
は
同
項
第

二

法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
を
子
会
社
と

二
号
の
二
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
専
門
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に

す
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務

－１３７－



あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯

及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
三
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項

す
る
業
務
並
び
に
第
三
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四

各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を

号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

営
む
も
の

三

法
第
四
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
信
用
協
同
組
合
連
合

三

法
第
四
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
信
用
協
同
組
合
連
合

会
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の

会
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
三
条
の
二
第
六
項

う
ち
第
三
条
の
二
第
六
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
持

に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営

株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並

管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
一
項
各
号
及

び
に
同
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号

び
第
二
項
各
号
（
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ

ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

る
業
務
を
営
む
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

８

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に

７

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
五
条
の
七

信
用
協
同
組
合
等
は
、
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

第
五
条
の
七

信
用
協
同
組
合
等
は
、
銀
行
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
預
金
者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

よ
り
預
金
者
等
（
預
金
者
及
び
定
期
積
金
の
積
金
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

五

次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他

当
該
商
品
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
説
明

当
該
商
品
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
説
明
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イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
二
十
一
項
か
ら

ニ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
十
八
項
か
ら
第

第
二
十
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有

二
十
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有
価
証

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場

券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場
証
券

証
券
先
物
取
引

先
物
取
引

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

ホ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債
証
券
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

－１３９－



二
十
一

証
券
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
そ
の
他
の
事
項
）

（
そ
の
他
の
事
項
）

第
十
条

法
第
二
条
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
九
項
の
内
閣
府
令
は
、
別
に
定
め

第
十
条

法
第
二
条
第
十
八
項
及
び
第
二
十
五
項
の
内
閣
府
令
は
、
別
に
定
め
る

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。

－１４０－



二
十
二

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
二
十
二

（
略
）

一
〜
二
十
二

（
略
）

二
十
三

証
券
取
引
所

法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い

二
十
三

証
券
取
引
所

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い

い
、
本
邦
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二

い
、
本
邦
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二

十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
邦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
邦
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
地
域
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含

）
以
外
の
地
域
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含

む
。

む
。

－１４１－



二
十
三

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
十
五
項
（
法
第
二
条
の
二
第
二
項
、
第
百
七
条
第
八

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
十
五
項
（
法
第
二
条
の
二
第
二
項
、
第
百
七
条
第
八

項
、
第
百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
二
百
七
十

項
、
第
百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
二
百
七
十

一
条
の
四
第
五
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の

一
条
の
四
第
五
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の

三
十
二
第
三
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
六
条
第
八
項
、
第

三
十
二
第
三
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
六
条
第
七
項
、
第

五
十
八
条
第
五
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
、
第
八
十
五
条
第
二
項
、
第
九

五
十
八
条
第
五
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
、
第
八
十
五
条
第
二
項
、
第
九

十
四
条
第
三
項
、
第
百
五
条
第
三
項
、
第
百
五
条
の
六
第
三
項
、
第
百
十
八
条

十
四
条
第
三
項
、
第
百
五
条
第
三
項
、
第
百
五
条
の
六
第
三
項
、
第
百
十
八
条

第
三
項
及
び
第
二
百
十
条
の
七
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

第
三
項
及
び
第
二
百
十
条
の
七
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有

す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次

す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次

の
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権

の
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権

を
い
う
。
以
下
次
項
、
第
一
条
の
五
か
ら
第
一
条
の
七
ま
で
、
第
六
条
、
第
二

を
い
う
。
以
下
次
項
、
第
一
条
の
五
か
ら
第
一
条
の
七
ま
で
、
第
六
条
、
第
二

編
第
三
章
、
第
四
章
、
第
七
章
か
ら
第
九
章
及
び
第
十
一
章
に
お
い
て
同
じ
。

編
第
三
章
、
第
四
章
、
第
七
章
か
ら
第
九
章
及
び
第
十
一
章
に
お
い
て
同
じ
。

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
資
産
の
運
用
方
法
の
制
限
）

（
資
産
の
運
用
方
法
の
制
限
）

第
四
十
七
条

法
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は

第
四
十
七
条

法
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は

－１４２－



、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十

九

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
第
十
八
項
か
ら
第
二
十
項

三
項
ま
で
（
定
義
）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有

ま
で
（
定
義
）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証

価
証
券
先
渡
取
引
（
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
渡
取
引
を

券
先
渡
取
引
（
同
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
渡
取
引

い
う
。
）
を
除
く
。
）
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ

を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ

ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引

十

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
十
一

十

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項

項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
等

（
定
義
）
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
等

十
一
〜
十
三

（
略
）

十
一
〜
十
三

（
略
）

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
五
十
二
条
の
三

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
五
十
二
条
の
三

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

八

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取

取
引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除

引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

く
。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

－１４３－



（
特
定
取
引
勘
定
）

（
特
定
取
引
勘
定
）

第
五
十
三
条
の
六
の
二

（
略
）

第
五
十
三
条
の
六
の
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お

５

特
定
取
引
勘
定
設
置
会
社
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
事
業
年
度
終
了
の
時
に
お

い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
の
計
算

い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
の
計
算

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
先
物
取
引
等

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融

一

金
融
先
物
取
引
等

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融

先
物
取
引
所
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け

先
物
取
引
所
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け
る

る
事
業
年
度
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た

事
業
年
度
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た
場

場
合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合

合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理

理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
証
券
専
門
会
社
等
の
業
務
等
）

（
証
券
専
門
会
社
の
業
務
等
）

第
五
十
六
条

法
第
百
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業

第
五
十
六
条

法
第
百
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業

務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

務
は
、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
三
十
五
号
に
掲
げ

二

次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
業

る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
銀
行
子
会

務
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
銀
行
子
会
社
等
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社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

２

法
第
百
六
条
第
一
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は

（
新
設
）

、
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

累
積
投
資
契
約
（
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

累
積
投
資
契
約
を
い
う
。
）
の
締
結
の
媒
介

二

証
券
取
引
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
貸
借

の
媒
介

三

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

四

次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
。
た
だ
し
、
同
項
第
三
十
五
号
に
掲
げ

る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
銀
行
子
会

社
等
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。

３

法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
百
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

２

法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
百
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
（
定
義
）

で
定
め
る
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
（
定
義
）

に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式

に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式

又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ

又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い

て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

ず
れ
か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

７

法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

６

法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
次
条
第
一
項
各
号
に

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
次
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
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基
準
に
よ
り
主
と
し
て
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営

基
準
に
よ
り
主
と
し
て
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営

む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
百
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
（
以
下
「
証
券

一

法
第
百
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
（
以
下
「
証
券

専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
専
門

専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
営
む
外

会
社
（
以
下
「
証
券
仲
介
専
門
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
八
号
に
規

国
の
会
社
（
保
険
業
を
行
う
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

定
す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
保
険
業
を
行
う
外
国
の
会
社
に
該
当

子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当

行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二

該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次

項
各
号
（
第
三
十
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社

条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業

と
し
て
法
第
百
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七

務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
百
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。

じ
。
）

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

法
第
百
六
条
第
二
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
で

四

法
第
百
六
条
第
二
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
で

あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
次
条
第
七

あ
る
証
券
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
次
条
第
七
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に

項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経

あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び

営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号

こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
三

及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
五
号
を
除
く
。
）
を
営
む
も
の

十
五
号
を
除
く
。
）
を
営
む
も
の

８

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

７

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

用
す
る
。

（
保
険
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
保
険
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
五
十
六
条
の
二

（
略
）

第
五
十
六
条
の
二

（
略
）
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２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

法
第
百
六
条
第
二
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

７

法
第
百
六
条
第
二
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
が

当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
証
券
専
門
会
社
が
、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決

、
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
同

権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
同
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規

条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

定
す
る
持
株
会
社
と
す
る
。

８

（
略
）

８

（
略
）

第
五
十
八
条
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

第
五
十
八
条
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

第
五
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決
権

九

第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
議
決
権

の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

の
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当

理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当

該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

該
議
決
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
五
十
八
条
の
四

法
第
百
七
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
五
十
八
条
の
四

法
第
百
七
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
当
該
保
険
会
社
が
法
第
百
六
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
他
の
保

る
場
合
は
、
当
該
保
険
会
社
が
法
第
百
六
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
他
の
保

険
会
社
、
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社

険
会
社
、
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
証
券
専
門
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合

を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

と
す
る
。

２

法
第
百
七
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

２

法
第
百
七
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
保
険
会
社
が
法
第
百
四
十
二
条
の
認
可
を
受
け
て
事
業
の
譲
受
け
を

二

当
該
保
険
会
社
が
法
第
百
四
十
二
条
の
認
可
を
受
け
て
事
業
の
譲
受
け
を

し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
保
険
会
社
、
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会

し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
保
険
会
社
、
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
証
券
専
門

社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合

会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

３

法
第
百
七
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

３

法
第
百
七
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
保
険
会
社
が
法
第
百
七
十
三
条
の
六
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収

一

当
該
保
険
会
社
が
法
第
百
七
十
三
条
の
六
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収

分
割
に
よ
り
他
の
保
険
会
社
の
事
業
を
承
継
し
た
場
合

分
割
に
よ
り
他
の
保
険
会
社
の
事
業
を
承
継
し
た
場
合

二

当
該
保
険
会
社
が
法
第
百
七
十
三
条
の
六
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収

二

当
該
保
険
会
社
が
法
第
百
七
十
三
条
の
六
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
吸
収

分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
保
険
会
社
、
銀
行
、
長
期

分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
保
険
会
社
、
銀
行
、
長
期

信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場

信
用
銀
行
又
は
証
券
専
門
会
社
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場

合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

合
を
除
く
。
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

第
五
十
九
条
の
二

法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
五
十
九
条
の
二

法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

保
険
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に

五

保
険
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項

イ
〜
ニ

（
略
）

イ
〜
ニ

（
略
）

ホ

次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評

ホ

次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評

価
損
益

価
損
益

－１４８－



⑴
〜
⑸

（
略
）

⑴
〜
⑸

（
略
）

⑹

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
二
十
一
項
か

⑹

証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
又
は
同
条
第
十
八
項
か
ら

ら
第
二
十
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

第
二
十
項
ま
で
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
有

、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
又
は
外
国
市

国
市
場
証
券
先
物
取
引

場
証
券
先
物
取
引

⑺

証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又

⑺

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引
又

は
同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場

は
同
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
ホ
に
掲
げ
る
外
国
有
価
証
券
市
場

に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号

に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債

に
規
定
す
る
国
債
証
券
等
又
は
同
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
外
国
国
債

証
券
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

証
券
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ヘ
〜
リ

（
略
）

ヘ
〜
リ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
対
応
す
る
額
）

（
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
対
応
す
る
額
）

第
八
十
七
条

法
第
百
三
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
引
き
受
け
て
い
る
保
険
に
係

第
八
十
七
条

法
第
百
三
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
引
き
受
け
て
い
る
保
険
に
係

る
保
険
事
故
の
発
生
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
で
あ
っ
て
通
常

る
保
険
事
故
の
発
生
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
で
あ
っ
て
通
常

の
予
測
を
超
え
る
も
の
に
対
応
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
基
礎
と
し
て
金

の
予
測
を
超
え
る
も
の
に
対
応
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
基
礎
と
し
て
金

融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

資
産
運
用
リ
ス
ク
（
資
産
の
運
用
等
に
関
す
る
危
険
で
あ
っ
て
、
保
有
す

三

資
産
運
用
リ
ス
ク
（
資
産
の
運
用
等
に
関
す
る
危
険
で
あ
っ
て
、
保
有
す

る
有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
の
通
常
の
予
測
を
超
え
る
価
格
の
変
動
そ
の
他

る
有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
の
通
常
の
予
測
を
超
え
る
価
格
の
変
動
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て
次
の

の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て
次
の

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
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イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
リ
ス
ク
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
又
は
第

ニ

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
リ
ス
ク
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
又
は
第

二
十
四
項
（
定
義
）
の
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は
有
価
証
券
先
渡
取
引
、

二
十
一
項
（
定
義
）
の
有
価
証
券
先
物
取
引
又
は
有
価
証
券
先
渡
取
引
、

第
四
十
七
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
ら

第
四
十
七
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
ら

と
類
似
の
取
引
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
第
百
六
十
二
条
に
お

と
類
似
の
取
引
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
第
百
六
十
二
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
額

よ
り
計
算
し
た
額

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
二
百
十
条
の
七

（
略
）

第
二
百
十
条
の
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

３

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
会
社
は
、
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

め
る
会
社
は
、
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
と
す
る
。

４
〜
７

（
略
）

４
〜
７

（
略
）

８

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

８

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第

五
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

五
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
保
険
会
社
又
は
そ
の
子

業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
保
険
会
社
又
は
そ
の
子

会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
社
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
又
は
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十

一

証
券
専
門
会
社
又
は
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
八
号
に
規

二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
保
険
業
を
行

定
す
る
証
券
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
保
険
業
を
行
う
外
国
の
会
社
に
該
当

－１５０－



う
外
国
の
会
社
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当

に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附

該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第

帯
す
る
業
務
並
び
に
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第

五
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
五
号
を
除
く
。
）

三
十
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第

に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て
法
第
百
六
条
第
一
項
第
一
号

百
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す

か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場

る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

法
第
百
六
条
第
二
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
で

四

法
第
百
六
条
第
二
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
で

あ
る
証
券
専
門
会
社
又
は
証
券
仲
介
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
五
十
六

あ
る
証
券
専
門
会
社
の
子
会
社
の
う
ち
第
五
十
六
条
の
二
第
七
項
に
定
め
る

条
の
二
第
七
項
に
定
め
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の

持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
持
株
会
社
の
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行

子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
五

う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号

十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
五
号
を
除
く
。
）
に

及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

９

（
略
）

９

（
略
）
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二
十
四

証
券
業
協
会
の
外
務
員
登
録
事
務
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
協
会
の
外
務
員
登
録
事
務
）

（
協
会
の
外
務
員
登
録
事
務
）

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項

う
。
）
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
証
券
業
協
会
（
以
下
「

及
び
第
六
十
六
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

協
会
」
と
い
う
。
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

基
づ
き
、
証
券
業
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

当
該
協
会
に
所
属
す
る
協
会
員
に
係
る
も
の
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

る
登
録
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
当
該
協
会
に
所
属
す
る
協
会
員
（
当
該
協
会

員
を
所
属
証
券
会
社
等
（
法
第
六
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
所

属
証
券
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
証
券
仲
介
業
者
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
四
条
第
三
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六
十
六
条
の

一

法
第
六
十
四
条
第
三
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

二
十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
の
受
理

）
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録

申
請
書
の
受
理

二

法
第
六
十
四
条
第
五
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六
十
六
条
の

二

法
第
六
十
四
条
第
五
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

二
十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録

三

法
第
六
十
四
条
第
六
項
並
び
に
法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
十

三

法
第
六
十
四
条
第
六
項
並
び
に
法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
十

四
条
の
五
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六

四
条
の
五
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い

十
六
条
の
二
十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
第
三
項
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て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
通
知

の
規
定
に
よ
る
通
知

四

法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六
十
六

四

法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

条
の
二
十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否

五

法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六
十
六

五

法
第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

条
の
二
十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
審
問

定
に
よ
る
審
問

六

法
第
六
十
四
条
の
四
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六
十
六
条
の
二

六

法
第
六
十
四
条
の
四
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

七

法
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六
十
六

七

法
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

条
の
二
十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
及
び
職
務
の
停
止

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
及
び
職
務
の
停
止

の
命
令

の
命
令

八

法
第
六
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六
十
六

八

法
第
六
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

条
の
二
十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
聴
聞

定
に
よ
る
聴
聞

九

法
第
六
十
四
条
の
六
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
六
十
六
条
の
二

九

法
第
六
十
四
条
の
六
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

十
三
及
び
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消
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（
財
務
局
長
等
へ
の
届
出
）

（
財
務
局
長
等
へ
の
届
出
）

第
二
条

協
会
は
、
法
第
六
十
四
条
の
七
第
五
項
（
法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項

第
二
条

協
会
は
、
法
第
六
十
四
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

及
び
第
六
十
六
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
、
当
該
外
務
員
の
所

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

属
す
る
協
会
員
の
本
店
（
協
会
員
が
外
国
証
券
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
外
務
員
の
所
属
す
る
協
会
員
の
本
店
（
協
会
員
が
外
国
証
券
会
社
で
あ

、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
第

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定

一
項
に
規
定
す
る
主
た
る
支
店
）
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

す
る
主
た
る
支
店
）
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（

財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ

当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福

っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

当
該
外
務
員
が
証
券
仲
介
業
者
に
所
属
す
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
仲
介

（
新
設
）

業
者
の
所
属
証
券
会
社
等
の
商
号
又
は
名
称

（
協
会
設
立
の
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
協
会
設
立
の
認
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
役

第
三
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
役

員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
及
び
そ
の
者
が
法
第

員
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
及
び
そ
の
者
が
法
第

二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

二
十
八
条
の
四
第
九
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す

誓
約
す
る
書
類
と
す
る
。

る
書
類
と
す
る
。
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二
十
五

証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
二
号
）

改

正

案

現

行

第
四
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
四
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
（
以
下
「
親
法
人
等

も
の
は
、
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
（
以
下
「
親
法
人
等

」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
（
以
下
「
子
法
人
等
」

」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
（
以
下
「
子
法
人
等
」

と
い
う
。
）
、
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
持
株
会
社
（
以
下
「
持
株
会
社
」

と
い
う
。
）
、
証
券
会
社
の
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第
二

と
い
う
。
）
、
証
券
会
社
の
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
そ
の
他
登
録
申
請
者
と
業
務
上
、
財
務
上
又
は
人
的

項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
そ
の
他
登
録
申
請
者
と
業
務
上
、
財
務
上
又
は
人
的

関
係
上
密
接
な
関
係
を
有
す
る
会
社
（
以
下
「
関
係
会
社
」
と
い
う
。
）
の
状

関
係
上
密
接
な
関
係
を
有
す
る
会
社
（
以
下
「
関
係
会
社
」
と
い
う
。
）
の
状

況
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

況
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
持
株
会
社
の
状
況
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に

掲
げ
る
も
の
）
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

第
五
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
五
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
純
財
産
額
（
以
下
「
純

一

法
第
二
十
八
条
の
四
第
三
号
に
規
定
す
る
純
財
産
額
（
以
下
「
純
財
産
額

財
産
額
」
と
い
う
。
）
を
算
出
し
た
書
面

」
と
い
う
。
）
を
算
出
し
た
書
面

二

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
比
率
を
算
出
し
た
書
面

二

法
第
二
十
八
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
比
率
を
算
出
し
た
書
面

三

主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
議

三

主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
議

決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、

決
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
、

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
十

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
十

－１５５－



以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
第
七

以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
又

号
及
び
別
表
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、

は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の

住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

数
を
記
載
し
た
書
面

四

取
締
役
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

四

取
締
役
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
会
社
に
対
し
取
締
役
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と

を
問
わ
ず
、
会
社
に
対
し
取
締
役
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に

認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
監
査
役
（
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
監
査
役
（
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特

例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
商
法
特
例

例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
商
法
特
例

法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
委
員
会
等
設
置
会
社
（

法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
委
員
会
等
設
置
会
社
（

以
下
「
委
員
会
等
設
置
会
社
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執

以
下
「
委
員
会
等
設
置
会
社
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執

行
役
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問

行
役
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
、
会
社
に
対
し
執
行
役
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め

わ
ず
、
会
社
に
対
し
執
行
役
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い

ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
）
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並

て
同
じ
。
）
）
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並

び
に
取
締
役
、
執
行
役
又
は
監
査
役
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号

び
に
取
締
役
、
執
行
役
又
は
監
査
役
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
九
号
イ
か
ら

イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役

ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
、
執
行

、
執
行
役
又
は
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

役
又
は
監
査
役
が
誓
約
す
る
書
面

五

主
要
株
主
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
を
い
う

（
新
設
）

。
次
号
、
第
二
十
条
の
二
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
当
該
主
要
株
主
が
保
有
す
る
議
決
権
の

数
を
記
載
し
た
書
面

六

主
要
株
主
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
十
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
第

（
新
設
）
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十
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
登
録

申
請
者
が
誓
約
す
る
書
面

第
七
条
の
二

法
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

実
は
、
次
に
掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

一

役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
自
己
が

会
社
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
者
が
、
当
該
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。

二

会
社
に
対
し
て
重
要
な
融
資
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

三

会
社
に
対
し
て
重
要
な
技
術
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

四

会
社
と
の
間
に
営
業
上
又
は
事
業
上
の
重
要
な
取
引
が
あ
る
こ
と
。

五

そ
の
他
会
社
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ

と
。

（
保
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
除
く
議
決

権
）

第
七
条
の
三

法
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議

（
新
設
）

決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
議
決
権
と
す
る
。

一

信
託
業
を
営
む
者
が
信
託
財
産
と
し
て
保
有
す
る
議
決
権
（
法
第
二
十
八

条
の
四
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
業
を
営
む
者
が
自
ら
保
有

す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
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二

法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
法
人
の
代
理
権
を
有
す
る
支
配
人
が
、

当
該
代
表
権
又
は
代
理
権
に
基
づ
き
、
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

権
限
若
し
く
は
当
該
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

権
限
又
は
投
資
を
行
う
の
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
当
該
法
人
の
所
有
す
る

株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権

三

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

し
て
当
該
会
社
の
株
式
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断

に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の

拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該
会

社
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
株
式
以
外
の
株

式
を
取
得
し
た
と
き
は
、
証
券
会
社
又
は
外
国
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
っ

た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
会
社
の
株
式
を
信
託
さ
れ

た
者
が
所
有
す
る
当
該
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
（
法
第
二
十
八
条
の
四

第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
自
ら
保
有
す
る
議
決

権
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

相
続
人
が
相
続
財
産
と
し
て
所
有
す
る
会
社
の
株
式
又
は
持
分
（
当
該
相

続
人
（
共
同
相
続
の
場
合
を
除
く
。
）
が
単
純
承
認
（
単
純
承
認
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
限
定
承
認
し
た
日
ま
で
の
も
の
又
は

当
該
相
続
財
産
の
共
同
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
了
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る

。
）
に
係
る
議
決
権

五

会
社
が
自
己
の
株
式
の
消
却
を
行
う
た
め
に
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
保
有

す
る
当
該
会
社
の
株
式
に
係
る
議
決
権
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（
幹
事
会
社
）

（
幹
事
会
社
）

第
九
条

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「

第
九
条

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「

令
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
三
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

令
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
二
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

株
式
会
社
は
、
元
引
受
契
約
（
法
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
元
引
受
契

株
式
会
社
は
、
元
引
受
契
約
（
法
第
二
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
元
引
受
契

約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
に
際
し
、
当
該
元
引
受

約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
に
際
し
、
当
該
元
引
受

契
約
に
係
る
有
価
証
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
以
外

契
約
に
係
る
有
価
証
券
（
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
以
外

の
有
価
証
券
で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

の
有
価
証
券
で
あ
っ
て
、
当
該
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

の
う
ち
証
券
会
社
（
外
国
証
券
会
社
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

の
う
ち
証
券
会
社
（
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
い
う

五
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
）
の
引
受
け
に

。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
の
引
受
け
に
係
る
部
分
の
金
額
（
以
下
こ
の
条

係
る
部
分
の
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
引
受
総
額
」
と
い
う
。
）
が
五

に
お
い
て
「
引
受
総
額
」
と
い
う
。
）
が
五
億
円
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当

億
円
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
有
価
証
券
に
限
る
。
）
の
発
行
者
又
は
所

該
有
価
証
券
に
限
る
。
）
の
発
行
者
又
は
所
有
者
と
当
該
元
引
受
契
約
の
内
容

有
者
と
当
該
元
引
受
契
約
の
内
容
を
確
定
さ
せ
る
た
め
の
協
議
を
行
う
こ
と
の

を
確
定
さ
せ
る
た
め
の
協
議
を
行
う
こ
と
の
あ
る
会
社
と
す
る
。
た
だ
し
、
資

あ
る
会
社
と
す
る
。
た
だ
し
、
資
本
金
三
十
億
円
未
満
の
会
社
で
次
に
掲
げ
る

本
金
三
十
億
円
未
満
の
会
社
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
親
法
人
等
か
ら
除
く
者
）

（
親
法
人
等
か
ら
除
く
者
）

第
十
五
条

証
券
会
社
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
令
第
十
五
条
の
四

第
十
五
条

証
券
会
社
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
令
第
十
五
条
の
三

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
か
ら
除
か
れ
る
内
閣

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
か
ら
除
か
れ
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
と
す
る
。

当
す
る
者
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）
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（
親
法
人
等
と
な
る
者
）

（
親
法
人
等
と
な
る
者
）

第
十
六
条

証
券
会
社
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
令
第
十
五
条
の
四

第
十
六
条

証
券
会
社
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
令
第
十
五
条
の
三

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該

こ
の
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該

法
人
等
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
保
有
し
て
い
る
当
該
証
券
会
社
の
議
決

法
人
等
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
保
有
し
て
い
る
当
該
証
券
会
社
の
議
決

権
の
数
の
合
計
が
、
当
該
証
券
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超

権
の
数
の
合
計
が
、
当
該
証
券
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超

え
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
金
融
庁

え
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
金
融
庁

長
官
が
指
定
し
た
者
と
す
る
。

長
官
が
指
定
し
た
者
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
令
第
十
五
条
の
四
に
規
定
す
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
）

（
令
第
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
）

第
十
七
条

令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
、
同
号
ロ
に
規
定

第
十
七
条

令
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
、
同
号
ロ
に
規
定

す
る
株
主
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ニ
に
規
定

す
る
株
主
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ニ
に
規
定

す
る
他
の
法
人
等
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
及
び
同
号
ニ
に
規
定

す
る
他
の
法
人
等
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
及
び
同
号
ニ
に
規
定

す
る
法
人
等
の
株
式
に
係
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に
当
た
っ
て
、
そ
の
保
有

す
る
法
人
等
の
株
式
に
係
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に
当
た
っ
て
、
そ
の
保
有

す
る
議
決
権
（
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
条
第
一
項
及

す
る
議
決
権
（
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
条
第
一
項
及

び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
株
式
及
び
第

び
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
株
式
及
び
第

二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。

二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。

）
に
は
、
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
ま
な
い

）
に
は
、
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
ま
な
い

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
及
び
株
主
（
法
人
そ

２

令
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
及
び
株
主
（
法
人
そ

－１６０－



の
他
の
団
体
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者
、
同
号
ニ
に
規

の
他
の
団
体
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者
、
同
号
ニ
に
規

定
す
る
役
員
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る

定
す
る
役
員
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る

者
並
び
に
同
号
ニ
に
規
定
す
る
役
員
の
株
式
に
係
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に

者
並
び
に
同
号
ニ
に
規
定
す
る
役
員
の
株
式
に
係
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に

当
た
っ
て
、
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
（
他
人
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
株
式

当
た
っ
て
、
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
（
他
人
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
株
式

及
び
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を

及
び
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を

含
む
。
）
に
は
、
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
及
び

含
む
。
）
に
は
、
第
二
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
及
び

次
に
掲
げ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
出

３

令
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
出

資
者
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る

資
者
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る

他
の
法
人
等
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
及
び
同
号
ニ
に
規
定
す
る

他
の
法
人
等
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
及
び
同
号
ニ
に
規
定
す
る

法
人
等
の
出
資
に
係
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に
当
た
っ
て
、
そ
の
保
有
す
る

法
人
等
の
出
資
に
係
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に
当
た
っ
て
、
そ
の
保
有
す
る

議
決
権
に
は
、
他
人
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
出
資
及
び
次
に
掲
げ
る
場
合

議
決
権
に
は
、
他
人
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
出
資
及
び
次
に
掲
げ
る
場
合

に
お
け
る
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

に
お
け
る
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
及
び
出
資
者
（
法
人

４

令
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
及
び
出
資
者
（
法
人

そ
の
他
の
団
体
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者
、
同
号
ニ
に

そ
の
他
の
団
体
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者
、
同
号
ニ
に

規
定
す
る
役
員
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
、
同
号
ハ
に
掲
げ

規
定
す
る
役
員
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
、
同
号
ハ
に
掲
げ

る
者
並
び
に
同
号
ニ
に
規
定
す
る
役
員
の
出
資
に
係
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定

る
者
並
び
に
同
号
ニ
に
規
定
す
る
役
員
の
出
資
に
係
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定

に
当
た
っ
て
、
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
（
他
人
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
出

に
当
た
っ
て
、
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
（
他
人
の
名
義
に
よ
っ
て
所
有
す
る
出

資
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
）

資
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

に
は
、
次
に
掲
げ
る
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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（
子
法
人
等
か
ら
除
く
者
）

（
子
法
人
等
か
ら
除
く
者
）

第
十
八
条

証
券
会
社
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
が
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
令

第
十
八
条

証
券
会
社
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
が
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
令

第
十
五
条
の
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
等

第
十
五
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
等

か
ら
除
か
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要

か
ら
除
か
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
子
法
人
等
と
な
る
者
）

（
子
法
人
等
と
な
る
者
）

第
十
九
条

証
券
会
社
に
よ
っ
て
経
営
が
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
令
第
十

第
十
九
条

証
券
会
社
に
よ
っ
て
経
営
が
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
令
第
十

五
条
の
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
準
ず
る

五
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
法
人
等
で
あ
っ
て

も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
は
、
法
人
等
で
あ
っ
て

、
当
該
証
券
会
社
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
保
有
し
て
い
る
当
該
法
人
等

、
当
該
証
券
会
社
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
保
有
し
て
い
る
当
該
法
人
等

の
議
決
権
の
数
の
合
計
が
、
当
該
法
人
等
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

の
議
決
権
の
数
の
合
計
が
、
当
該
法
人
等
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

を
超
え
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
金

を
超
え
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
等
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
金

融
庁
長
官
が
指
定
し
た
者
と
す
る
。

融
庁
長
官
が
指
定
し
た
者
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
主
要
株
主
の
届
出
の
手
続
等
）

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

（
新
設
）

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
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住
所
又
は
居
所

二

法
人
で
あ
る
場
合
は
、
代
表
者
の
氏
名

三

保
有
す
る
議
決
権
の
数

２

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
に
掲
げ
る
総
株
主
の
議
決
権
の
数
は
、
対
象
議

決
権
（
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
議
決
権
を
い
う
。
）
を
保

有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

議
決
権
の
数
を
知
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
直
前
期
の
有
価
証
券
報
告
書

若
し
く
は
半
期
報
告
書
又
は
直
近
の
商
業
登
記
簿
等
に
記
載
さ
れ
た
発
行
済
株

式
総
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

個
人
で
あ
る
場
合
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

法
人
で
あ
る
場
合
は
、
会
社
登
記
簿
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

４

証
券
会
社
の
主
要
株
主
と
な
っ
た
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
り
作

成
し
た
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
対
象
議
決
権
保
有
届
出
書
に
、
当
該
届

出
書
の
写
し
一
通
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
一
部
を
添
付
し

て
、
居
住
者
で
あ
る
場
合
は
そ
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
個
人

で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
。
）
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡

財
務
支
局
長
に
、
非
居
住
者
で
あ
る
場
合
は
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

前
四
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
の
五
に
お
い
て
法
第
三
十
三
条
の
二
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
有
価
証
券
関
連
以
外
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

（
有
価
証
券
関
連
以
外
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
二
十
四
条

法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
二
十
四
条

法
第
三
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

七

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
前
各
号
に
掲
げ

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

る
取
引
及
び
先
物
外
国
為
替
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
店
頭
金
融

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物

先
物
取
引
及
び
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取

取
引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除

引
等
（
以
下
「
金
融
先
物
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

く
。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

。
以
下
「
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
い
う
。
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
九
条
の
二

（
略
）

第
二
十
九
条
の
二

（
略
）

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
記
載
事
項

四

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
記
載
事
項

に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了

に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了

す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅

い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き

い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面

－１６４－



に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
方

に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
十
五
条
の
四
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
前
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
前
項
第

法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
前
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
前
項
第

二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事

二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事

項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と

項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
二
十
九
条
の
四

令
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の

第
二
十
九
条
の
四

令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の

種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
三
十
条
の
三

令
第
十
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
五
第
一

第
三
十
条
の
三

令
第
十
五
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
第
二
十
九
条
の
四
に

項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
第
二
十
九
条
の
四
に

規
定
す
る
事
項
と
す
る
。

規
定
す
る
事
項
と
す
る
。

第
三
十
一
条
の
三

令
第
十
六
条
の
二
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の

第
三
十
一
条
の
三

令
第
十
六
条
の
二
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
第
二
十
九
条

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
第
二
十
九
条

の
四
に
規
定
す
る
事
項
と
す
る
。

の
四
に
規
定
す
る
事
項
と
す
る
。

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
四
十
六
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
四
十
六
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
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場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
（
法
に

一

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
（
法
に
相
当
す

相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
七
号
の
規

る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
七
号
の
規
定
に
該

定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

二

取
締
役
、
執
行
役
又
は
監
査
役
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ

二

取
締
役
、
執
行
役
又
は
監
査
役
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
九
号
イ
か
ら
ヘ

か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

三

（
略
）

三

（
略
）

三
の
二

主
要
株
主
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
十
号
イ
若
し
く
は
ロ
又

（
新
設
）

は
第
十
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実

を
知
っ
た
場
合

四

（
略
）

四

（
略
）

四
の
二

他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
、
持
株
会
社
に
該
当
し
、
又
は
該
当
し

（
新
設
）

な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

五
〜
七

（
略
）

五
〜
七

（
略
）

八

役
職
員
又
は
自
己
を
所
属
証
券
会
社
等
（
法
第
六
十
六
条
の
三
第
一
項
第

八

役
職
員
に
法
令
又
は
諸
規
則
に
反
す
る
行
為
（
以
下
「
事
故
等
」
と
い
う

四
号
に
規
定
す
る
所
属
証
券
会
社
等
を
い
う
。
）
と
す
る
証
券
仲
介
業
者
若

。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
（
事
故
等
が
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等

し
く
は
そ
の
役
職
員
に
法
令
又
は
諸
規
則
に
反
す
る
行
為
（
以
下
「
事
故
等

に
関
す
る
内
閣
府
令
第
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
で

」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
（
事
故
等
が
証
券
会
社
の
行

過
失
に
よ
る
場
合
は
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す

る
行
為
で
過
失
に
よ
る
場
合
は
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

九
〜
十
三

（
略
）

九
〜
十
三

（
略
）

十
四

証
券
仲
介
業
者
に
法
第
二
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業

（
新
設
）

務
の
委
託
を
行
っ
た
場
合

－１６６－



十
五

証
券
仲
介
業
者
に
前
号
の
委
託
を
行
わ
な
く
な
っ
た
場
合

（
新
設
）

十
六

委
託
を
行
う
証
券
仲
介
業
者
が
訴
訟
若
し
く
は
調
停
の
当
事
者
と
な
っ

（
新
設
）

た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
又
は
当
該
訴
訟
若
し
く
は
調
停
が
終
結
し
た
こ
と
を

知
っ
た
場
合
（
証
券
仲
介
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
外
務
員
登
録
原
簿
を
備
え
る
場
所
）

（
外
務
員
登
録
原
簿
を
備
え
る
場
所
）

第
五
十
四
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は

第
五
十
四
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は

、
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支
局
（
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の

、
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支
局
（
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

規
定
に
よ
り
、
当
該
登
録
事
務
を
証
券
業
協
会
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
証
券

、
当
該
登
録
事
務
を
証
券
業
協
会
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
証
券
会
社
の
外
務

会
社
の
外
務
員
に
係
る
登
録
原
簿
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
券
業
協
会
）
と
す
る

員
に
係
る
登
録
原
簿
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
券
業
協
会
）
と
す
る
。

。（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

第
六
十
二
条

（
略
）

第
六
十
二
条

（
略
）

２

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
登
録
申
請
書
並
び
に
第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
八

２

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
登
録
申
請
書
並
び
に
第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
先
は
、
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
現

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
先
は
、
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
現

に
登
録
を
受
け
て
い
る
外
務
員
の
所
属
す
る
証
券
会
社
の
営
業
所
の
所
在
地
を

に
登
録
を
受
け
て
い
る
外
務
員
の
所
属
す
る
証
券
会
社
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
又

管
轄
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
の

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
を
証
券
業
協
会

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
を
証
券
業
協
会
に
行
わ
せ
る
場
合
の

に
行
わ
せ
る
場
合
の
提
出
先
は
、
当
該
証
券
業
協
会
）
と
す
る
。

提
出
先
は
、
当
該
証
券
業
協
会
）
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

取
締
役
又
は
監
査

（
略
）

一

会
社
登
記
簿
抄
本

取
締
役
又
は
監
査

（
略
）

一

会
社
登
記
簿
抄
本

役
の
変
更

二

履
歴
書
（
以
下
新
任
の
場

役
の
変
更

二

履
歴
書
（
以
下
新
任
の
場

合
の
み
。
）

合
の
み
。
）

三

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

三

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面

に
代
わ
る
書
面

四

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一

四

法
第
二
十
八
条
の
四
第
九

項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の

号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

面

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
五
（
第
四
十
六
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
五
（
第
四
十
六
条
第
二
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
一
号

四
第
一
号
の
規
定

の
規
定
に
該
当
す

に
該
当
す
る
こ
と

る
こ
と
と
な
っ
た

と
な
っ
た
場
合

場
合

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
二
号

四
第
二
号
の
規
定

の
規
定
に
該
当
す

に
該
当
す
る
こ
と

る
こ
と
と
な
っ
た

と
な
っ
た
場
合

場
合

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
三
号

四
第
三
号
の
規
定

の
規
定
に
該
当
す

に
該
当
す
る
こ
と

る
こ
と
と
な
っ
た

と
な
っ
た
場
合

場
合

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
六
号

四
第
六
号
の
規
定
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の
規
定
に
該
当
す

に
該
当
す
る
こ
と

る
こ
と
と
な
っ
た

と
な
っ
た
場
合

場
合

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
七
号

四
第
七
号
の
規
定

の
規
定
に
該
当
す

に
該
当
す
る
こ
と

る
こ
と
と
な
っ
た

と
な
っ
た
場
合

場
合

取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

四
第
九
号
イ
の
規

、
主
要
株
主
で
あ

定
に
該
当
す
る
こ

個
人
の
法
定
代
理

と
と
な
っ
た
場
合

人
又
は
主
要
株
主

で
あ
る
法
人
を
代

表
す
る
役
員
が
法

第
二
十
八
条
の
四

第
一
項
第
九
号
イ

の
規
定
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
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取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

四
第
九
号
ロ
の
規

、
主
要
株
主
で
あ

定
に
該
当
す
る
こ

る
個
人
若
し
く
は

と
と
な
っ
た
場
合

そ
の
法
定
代
理
人

又
は
主
要
株
主
で

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
法
第

二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
九
号
ロ
の

規
定
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場

合取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

四
第
九
号
ハ
の
規

、
主
要
株
主
で
あ

定
に
該
当
す
る
こ

る
個
人
若
し
く
は

と
と
な
っ
た
場
合

そ
の
法
定
代
理
人

又
は
主
要
株
主
で

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
法
第

二
十
八
条
の
四
第

－１７１－



一
項
第
九
号
ハ
の

規
定
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場

合取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

四
第
九
号
ニ
の
規

、
主
要
株
主
で
あ

定
に
該
当
す
る
こ

る
個
人
若
し
く
は

と
と
な
っ
た
場
合

そ
の
法
定
代
理
人

又
は
主
要
株
主
で

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
法
第

二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
九
号
ニ
の

規
定
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場

合取
締
役
、
執
行
役

一

該
当
者
氏
名

外
国
に
お
い
て
登
録
等
を
取
り

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

若
し
く
は
監
査
役

二

取
消
命
令
を

消
さ
れ
た
場
合
は
当
該
外
国
の

、
主
要
株
主
で
あ

受
け
た
年
月
日

法
令
と
そ
の
訳
文

る
個
人
若
し
く
は

三

取
り
消
し
命

－１７２－



そ
の
法
定
代
理
人

令
を
受
け
た
理

又
は
主
要
株
主
で

由

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
法
第

二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
九
号
ホ
の

規
定
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場

合取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

四
第
九
号
ホ
の
規

、
主
要
株
主
で
あ

定
に
該
当
す
る
こ

る
個
人
若
し
く
は

と
と
な
っ
た
場
合

そ
の
法
定
代
理
人

又
は
主
要
株
主
で

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
法
第

二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
九
号
ヘ
の

規
定
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場

合

－１７３－



取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

四
第
九
号
ヘ
の
規

、
主
要
株
主
で
あ

定
に
該
当
す
る
こ

る
個
人
若
し
く
は

と
と
な
っ
た
場
合

そ
の
法
定
代
理
人

又
は
主
要
株
主
で

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
法
第

二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
九
号
ト
の

規
定
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場

合法
第
二
十
八
条
の

一

登
録
等
の
内

一

取
消
し
を
命
ず
る
書
類
の

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

四
第
一
項
第
十
一

容

写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

号
イ
に
該
当
す
る

二

当
該
登
録
等

面

こ
と
と
な
っ
た
場

の
年
月
日

二

外
国
に
お
い
て
登
録
等
を

合

三

登
録
等
の
取

取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
当
該

消
し
を
さ
れ
た

外
国
の
法
令
と
そ
の
訳
文

年
月
日

四

取
消
し
を
さ

－１７４－



れ
た
業
務
の
内

容

法
第
二
十
八
条
の

一

違
反
し
た
法

一

確
定
判
決
書
の
写
し

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

四
第
一
項
第
十
一

令
の
規
定

二

事
件
の
概
要
を
記
載
し
た

号
ロ
に
該
当
す
る

二

刑
の
確
定
し

書
面

こ
と
と
な
っ
た
場

た
年
月
日
及
び

合

罰
金
の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

持
株
会
社
に
該
当

一

該
当
す
る
こ

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

し
、
又
は
該
当
し

と
と
な
っ
た
又

な
い
こ
と
と
な
っ

は
該
当
し
な
く

た
場
合

な
っ
た
持
株
会

社
の
商
号
又
は

名
称

二

持
株
会
社
に

該
当
し
、
又
は

該
当
し
な
く
な

っ
た
年
月
日

－１７５－



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
職
員
又
は
証
券

一

事
故
等
が
発

役
職
員
に
法
令
又

一

事
故
等
が
発

仲
介
業
者
に
法
令

生
し
た
営
業
所

は
諸
規
則
に
反
す

生
し
た
営
業
所

又
は
諸
規
則
に
反

の
名
称
（
証
券

る
行
為
が
あ
っ
た

の
名
称

す
る
行
為
が
あ
っ

仲
介
業
者
に
事

こ
と
を
知
っ
た
場

二

事
故
等
を
惹

た
こ
と
を
知
っ
た

故
等
が
あ
っ
た

合

起
し
た
役
職
員

場
合

場
合
に
は
当
該

の
氏
名
及
び
役

証
券
仲
介
業
者

職
名

の
商
号
、
名
称

三

事
故
等
の
概

又
は
氏
名
及
び

要

当
該
事
故
等
が

発
生
し
た
営
業

所
又
は
事
務
所

の
名
称
）

二

事
故
等
を
惹

起
し
た
役
職
員

又
は
証
券
仲
介

業
者
若
し
く
は

そ
の
役
職
員
の

氏
名
及
び
役
職

名

－１７６－



三

事
故
等
の
概

要

役
職
員
又
は
証
券

一

事
故
等
が
発

役
職
員
の
事
故
等

一

事
故
等
が
発

仲
介
業
者
の
事
故

生
し
た
営
業
所

の
詳
細
が
判
明
し

生
し
た
営
業
所

等
の
詳
細
が
判
明

の
名
称
（
証
券

た
場
合

の
名
称

し
た
場
合

仲
介
業
者
に
事

二

事
故
等
を
惹

故
等
が
あ
っ
た

起
し
た
役
職
員

場
合
に
は
当
該

の
氏
名
及
び
役

証
券
仲
介
業
者

職
名

の
商
号
、
名
称

三

事
故
等
の
詳

又
は
氏
名
及
び

細

当
該
事
故
等
が

四

社
内
処
分
を

発
生
し
た
営
業

行
っ
た
場
合
は

所
又
は
事
務
所

そ
の
内
容

の
名
称
）

二

事
故
等
を
惹

起
し
た
役
職
員

又
は
証
券
仲
介

業
者
若
し
く
は

そ
の
役
職
員
の

氏
名
及
び
役
職

名

－１７７－



三

事
故
等
の
詳

細
四

社
内
処
分
を

行
っ
た
場
合
は

そ
の
内
容

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

証
券
仲
介
業
者
に

一

証
券
仲
介
業

業
務
委
託
に
係
る
契
約
書
の
写

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

業
務
の
委
託
を
行

者
の
称
号
又
は

し

っ
た
場
合

名
称

二

証
券
仲
介
業

者
の
主
た
る
営

業
所
又
は
事
務

所
の
所
在
地

証
券
仲
介
業
者
に

一

証
券
仲
介
業

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

業
務
の
委
託
を
行

者
の
称
号
又
は

わ
な
く
な
っ
た
場

名
称

合

二

業
務
を
行
わ

な
く
な
っ
た
理

由

－１７８－



証
券
仲
介
業
者
が

一

訴
訟
当
事
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

訴
訟
又
は
調
停
の

（
原
告
及
び
被

当
事
者
と
な
つ
た

告
）
又
は
調
停

こ
と
を
知
っ
た
場

当
事
者
の
所
属

合

す
る
証
券
仲
介

業
者
の
商
号
、

名
称
又
は
氏
名

二

訴
訟
当
事
者

（
原
告
及
び
被

告
）
又
は
調
停

当
事
者
の
住
所

及
び
氏
名
又
は

名
称

三

訴
訟
提
起
（

被
提
起
）
年
月

日
又
は
調
停
申

立
（
被
申
立
）

年
月
日

四

管
轄
裁
判
所

名
五

事
件
の
内
容

訴
訟
又
は
調
停
が

一

訴
訟
当
事
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

－１７９－



終
結
し
た
こ
と
を

（
原
告
及
び
被

知
っ
た
場
合

告
）
又
は
調
停

当
事
者
の
所
属

す
る
証
券
仲
介

業
者
の
商
号
、

名
称
又
は
氏
名

二

訴
訟
当
事
者

（
原
告
及
び
被

告
）
又
は
調
停

当
事
者
の
住
所

及
び
氏
名
又
は

名
称

三

終
結
の
日

四

判
決
又
は
和

解
の
内
容

別
表
第
七
（
第
五
十
七
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
七
（
第
五
十
七
条
第
二
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
九
号

四
第
九
号
イ
の
規

－１８０－



イ
の
規
定
に
該
当

定
に
該
当
す
る
こ

す
る
こ
と
と
な
っ

と
と
な
っ
た
と
き

た
と
き

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
九
号

四
第
九
号
ロ
の
規

ロ
の
規
定
に
該
当

定
に
該
当
す
る
こ

す
る
こ
と
と
な
っ

と
と
な
っ
た
と
き

た
と
き

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
九
号

四
第
九
号
ハ
の
規

ハ
の
規
定
に
該
当

定
に
該
当
す
る
こ

す
る
こ
と
と
な
っ

と
と
な
っ
た
と
き

た
と
き

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
八
（
第
六
十
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
八
（
第
六
十
条
第
二
項
関
係
）

法
定
帳
簿
の
種
類

記
載
事
項

記
載
要
領
等

法
定
帳
簿
の
種
類

記
載
事
項

記
載
要
領
等

－１８１－



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

取
引
日
記
帳

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

二

取
引
日
記
帳

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ

八

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ

に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
清

に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
清

算
機
関
又
は
委
託
者
か
ら
送

算
機
関
又
は
委
託
者
か
ら
送

付
さ
れ
る
伝
票
又
は
デ
ー
タ

付
さ
れ
る
伝
票
又
は
デ
ー
タ

（
委
託
者
の
氏
名
又
は
名
称

（
委
託
者
の
氏
名
又
は
名
称

、
銘
柄
、
数
量
、
金
額
、
約

、
銘
柄
、
数
量
、
金
額
、
約

定
月
日
が
含
ま
れ
て
い
る
も

定
月
日
が
含
ま
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
を
保
存
す
る

の
に
限
る
。
）
を
保
存
す
る

こ
と
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と

こ
と
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
第

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
第

二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
に

二
条
第
二
十
五
項
第
二
号
に

規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算

規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算

取
次
ぎ
に
つ
い
て
は
、
作
成

取
次
ぎ
に
つ
い
て
は
、
作
成

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

九

（
略
）

九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
四

有
価
証
券

（
略
）

法
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号

十
四

有
価
証
券

（
略
）

法
第
二
条
第
二
十
五
項
第
二
号

等
清
算
取
次
ぎ
に

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算

等
清
算
取
次
ぎ
に

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算

－１８２－



係
る
取
引
記
録

取
次
ぎ
に
つ
い
て
は
、
作
成
す

係
る
取
引
記
録

取
次
ぎ
に
つ
い
て
は
、
作
成
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

－１８３－



 184

別紙様式第１号の２（第２０条の２第４項関係） 

（日本工業規格 A４） 

対象議決権保有届出書 

年  月  日 

財 務（支）局 長 殿 

商号、名称又は氏名           印 

所在地、住所又は居所            

届出又は報告義務発生日   年  月  日 

 

１ 提出者が対象議決権を保有する証券会社又は証券持株会社に関する事項 

 

 

２ 提出者に関する事項 

 

証券会社又は証券

持株会社の商号 

 

本店の所在地 
 

 

１ 個人      ２ 法人 

（ふりがな） 

商号、名称又は氏名 

 

（ふりがな） 

所在地、住所又は居所 

電話番号 

 

（ふりがな） 
代表者の氏名 

 

保有の目的  

提出者又は特別の関係にある者が保有する議

決権の数 

（A） 

提出者が保有する議決権の数   

特別の関係にある者が保有する議決権の数  

証券会社又は証券持株会社の総株主の議決権

数 

（B） 

議決権保有割合 （A/B×100） 
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（記載上の注意） 

１ 一般的事項 

⑴ この様式において「議決権」とは、証券取引法第 28条の４第２項に規定する議決権をい

う。 

⑵ この様式において「特別の関係にある者」とは、証券取引法施行令第 15条の２に規定す

る特別の関係にある者をいう。 

２ 個別事項 

⑴ 商号、名称又は氏名及び所在地、住所又は居所 

イ 印影は、印鑑届をしている印章により押印することとするが、やむを得ない事由があ

るときは署名によることができる。 

ロ 押印した印章に係る印鑑証明書を添付すること（署名の場合を除く。） 

⑵ 届出又は報告義務発生日 

総株主又は総出資者の議決権の 100分の 20以上の議決権の保有者（証券取引法第 28条

の４第４項の規定により、当該各号に定める数の議決権を保有しているものとみなされる

場合を含む。）となった日を記載すること。  

⑶ 提出者が対象議決権を保有する証券会社又は証券持株会社に関する事項 

「本店の所在地」欄には当該証券会社又は証券持株会社の本店の所在する都道府県名を

記載すること。 

⑷ 提出者に関する事項 

イ 「１ 個人、２ 法人」欄は、該当する番号を○で囲むこと。 

ロ 「保有の目的」欄には、「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の

目的及びその内容について、できる限り具体的に記載すること。 

ハ 議決権の数を記載する欄には、その日の取引が全て終了した後の提出者又は特別の関

係にある者が現に保有する証券会社若しくは証券持株会社の議決権の数により記載す

ること。 

 



二
十
六

金
融
機
関
の
証
券
業
務
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
記
載
事
項

四

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
規
定
す
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
当
該
記
載
事
項

に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了

に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を
最
後
に
行
っ
た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了

す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅

、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅

い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き

い
日
ま
で
の
間
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面

に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用

に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て

す
る
令
第
十
五
条
の
四
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て

前
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
交
付
す

前
項
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
交
付
す

る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合

る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

－１８６－



第
十
六
条
の
三

令
第
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
五
第
一

第
十
六
条
の
三

令
第
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
十
七
条
の
三

令
第
十
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
六
に
お

第
十
七
条
の
三

令
第
十
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種

い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種

類
及
び
内
容
は
、
第
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項
と
す
る
。

類
及
び
内
容
は
、
第
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項
と
す
る
。

（
取
引
一
任
勘
定
取
引
に
係
る
売
買
の
別
）

（
取
引
一
任
勘
定
取
引
に
係
る
売
買
の
別
）

第
十
九
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第

第
十
九
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
売
買
の
別
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
売
買
の
別
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
イ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
有
価
証

一

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
六
号
イ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
有
価
証

券
指
数
等
先
物
取
引
に
係
る
も
の

現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ

券
指
数
等
先
物
取
引
に
係
る
も
の

現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
を
い
う
。
以

法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
を
い
う
。
以
下

下
同
じ
。
）
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
約

同
じ
。
）
が
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
約
定

定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭

指
数
又
は
約
定
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を

を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当

支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事

事
者
と
な
る
か
の
別

者
と
な
る
か
の
別

二

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
店
頭
指

二

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
店
頭
指

－１８７－



数
等
先
渡
取
引
に
係
る
も
の

店
頭
現
実
指
数
又
は
店
頭
現
実
数
値
（
そ
れ

数
等
先
渡
取
引
に
係
る
も
の

店
頭
現
実
指
数
又
は
店
頭
現
実
数
値
（
そ
れ

ぞ
れ
法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
店
頭
現
実
指
数
又
は
店
頭
現
実
数

ぞ
れ
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
現
実
指
数
又
は
店
頭
現
実
数

値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
（
そ
れ

値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
（
そ
れ

ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
を
い
う
。
以
下

ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又

同
じ
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又

は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
の
別

は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
の
別

三

（
略
）

三

（
略
）

四

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
店
頭
指

四

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
有
価
証
券
店
頭
指

数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
も
の

当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
有
価
証
券

数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
も
の

当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
有
価
証
券

店
頭
指
数
（
法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
を
い

店
頭
指
数
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
値
又
は
有
価
証
券
の
価
格
が
当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
値
又
は
有
価
証
券
の
価
格
が
当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引

の
約
定
し
た
期
間
に
お
い
て
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事

の
約
定
し
た
期
間
に
お
い
て
上
昇
し
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事

者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
の
別
（

者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
の
別
（

当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
い
ず
れ
の
当
事
者
も
相
手
方
と
取
り
決
め
た
有
価
証

当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
い
ず
れ
の
当
事
者
も
相
手
方
と
取
り
決
め
た
有
価
証

券
店
頭
指
数
の
数
値
又
は
有
価
証
券
の
価
格
の
約
定
し
た
期
間
に
お
け
る
変

券
店
頭
指
数
の
数
値
又
は
有
価
証
券
の
価
格
の
約
定
し
た
期
間
に
お
け
る
変

化
率
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

化
率
に
基
づ
い
て
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
又
は
有
価
証
券
ご
と
に
当

当
該
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
係
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
又
は
有
価
証
券
ご
と
に
当

該
別
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
）

該
別
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
）

（
業
務
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
）

（
業
務
の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
）

第
二
十
七
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条

第
二
十
七
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条

第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。

。

－１８８－



一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

登
録
金
融
機
関
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
が
十
分
で
な
い

（
新
設
）

と
認
め
ら
れ
る
状
況

七

委
託
を
行
っ
た
証
券
仲
介
業
者
の
証
券
仲
介
業
に
係
る
法
令
に
違
反
す
る

（
新
設
）

行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

八

委
託
を
行
っ
た
証
券
仲
介
業
者
の
事
故
（
証
券
仲
介
業
者
に
関
す
る
内
閣

（
新
設
）

府
令
（
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第

号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵

省
令
第
六
十
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
事
故
を
い
う
。
）
に
つ
き
損
失
の
補

て
ん
を
行
う
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

九

委
託
を
行
っ
た
証
券
仲
介
業
者
に
顧
客
に
対
す
る
金
銭
又
は
有
価
証
券
の

（
新
設
）

受
渡
し
を
行
わ
せ
て
い
る
状
況

十

登
録
金
融
機
関
が
取
得
し
た
顧
客
の
特
別
な
情
報
（
当
該
登
録
金
融
機
関

（
新
設
）

が
委
託
を
行
っ
た
証
券
仲
介
業
者
の
証
券
仲
介
行
為
に
係
る
顧
客
の
情
報
を

除
く
。
）
を
、
事
前
に
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
当
該

登
録
金
融
機
関
が
委
託
を
行
う
証
券
仲
介
業
者
に
提
供
し
て
い
る
状
況

第
二
十
九
条
の
三

令
第
十
七
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六
条
の
二
の

第
二
十
九
条
の
三

令
第
十
七
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六
条
の
二
の

二
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方

二
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方

法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
第
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項
と
す
る
。

法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
第
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
事
項
と
す
る
。

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
三
十
四
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条

第
三
十
四
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条

－１８９－



第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

と
す
る
。

と
す
る
。

一

法
第
六
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
の
四
第

一

法
第
六
十
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
六
号
（
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。

六
号
（
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は

）
又
は
第
七
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

第
七
号
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

当
該
登
録
金
融
機
関
を
子
会
社
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す

四

当
該
登
録
金
融
機
関
を
子
会
社
（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子

る
子
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
持
株
会
社
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合

会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
持
株
会
社
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合

五

役
職
員
又
は
自
己
を
所
属
証
券
会
社
等
（
法
第
六
十
六
条
の
三
第
一
項
第

五

役
職
員
に
証
券
業
務
に
関
す
る
法
令
又
は
諸
規
則
に
反
す
る
行
為
（
以
下

四
号
に
規
定
す
る
所
属
証
券
会
社
等
を
い
う
。
）
と
す
る
証
券
仲
介
業
者
若

「
事
故
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
（
事
故
等
が
第
二

し
く
は
そ
の
役
職
員
に
証
券
業
務
に
関
す
る
法
令
又
は
諸
規
則
に
反
す
る
行

十
二
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
で
あ
っ
て
過
失
に
よ
る

為
（
以
下
「
事
故
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
（
事
故

場
合
は
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

等
が
第
二
十
二
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
で
あ
っ
て
過

失
に
よ
る
場
合
は
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

八

証
券
仲
介
業
者
に
法
第
二
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務

（
新
設
）

の
委
託
を
行
っ
た
場
合

九

証
券
仲
介
業
者
に
前
号
の
委
託
を
行
わ
な
く
な
っ
た
場
合

（
新
設
）

十

委
託
を
行
う
証
券
仲
介
業
者
が
訴
訟
若
し
く
は
調
停
の
当
事
者
と
な
っ
た

（
新
設
）

こ
と
を
知
っ
た
場
合
又
は
当
該
訴
訟
若
し
く
は
調
停
が
終
結
し
た
こ
と
を
知

っ
た
場
合
（
証
券
仲
介
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
外
務
員
登
録
原
簿
を
備
え
る
場
所
）

（
外
務
員
登
録
原
簿
を
備
え
る
場
所
）

第
三
十
九
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条

第
三
十
九
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支

第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
は
、
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支

局
（
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
登
録
事

局
（
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
登
録
事
務
を
証
券
業

務
を
証
券
業
協
会
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
登
録
金
融
機
関
の
外
務
員
に
係
る

協
会
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
登
録
金
融
機
関
の
外
務
員
に
係
る
登
録
原
簿
に

登
録
原
簿
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
券
業
協
会
）
と
す
る
。

つ
い
て
は
、
当
該
証
券
業
協
会
）
と
す
る
。

（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
三
項
の

２

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
三
項
の

登
録
申
請
書
並
び
に
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の

登
録
申
請
書
並
び
に
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の

提
出
先
は
、
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
現
に
登
録
を
受
け
て
い
る
外
務

提
出
先
は
、
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
現
に
登
録
を
受
け
て
い
る
外
務

員
の
所
属
す
る
登
録
金
融
機
関
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

員
の
所
属
す
る
登
録
金
融
機
関
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項

財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
を
証
券
業
協
会
に
行
わ
せ

り
同
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
を
証
券
業
協
会
に
行
わ
せ
る
場
合
の
提
出
先
は

る
場
合
の
提
出
先
は
、
当
該
証
券
業
協
会
）
と
す
る
。

、
当
該
証
券
業
協
会
）
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
六
（
第
三
十
四
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
六
（
第
三
十
四
条
第
二
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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法
第
六
十
五
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
六
十
五
条
の

（
略
）

（
略
）

二
第
二
項
に
お
い

二
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第

て
準
用
す
る
法
第

二
十
八
条
の
四
第

二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
六
号
の
規

六
号
の
規
定
（
証

定
（
証
券
取
引
法

券
取
引
法
に
該
当

に
該
当
す
る
外
国

す
る
外
国
の
法
令

の
法
令
の
規
定
に

の
規
定
に
係
る
部

係
る
部
分
に
限
る

分
に
限
る
。
）
に

。
）
に
該
当
す
る

該
当
す
る
こ
と
に

こ
と
に
な
つ
た
場

な
つ
た
場
合

合法
第
六
十
五
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
六
十
五
条
の

（
略
）

（
略
）

二
第
二
項
に
お
い

二
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第

て
準
用
す
る
法
第

二
十
八
条
の
四
第

二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
七
号
の
規

七
号
の
規
定
に
該

定
に
該
当
す
る
こ

当
す
る
こ
と
と
な

と
と
な
っ
た
場
合

っ
た
場
合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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当
該
登
録
金
融
機

（
略
）

（
略
）

当
該
登
録
金
融
機

（
略
）

（
略
）

関
を
子
会
社
（
法

関
を
子
会
社
（
法

第
二
十
八
条
の
四

第
五
十
九
条
第
一

第
三
項
に
規
定
す

項
に
規
定
す
る
子

る
子
会
社
を
い
う

会
社
を
い
う
。
）

。
）
と
す
る
持
株

と
す
る
持
株
会
社

会
社
の
異
動
が
あ

の
異
動
が
あ
っ
た

っ
た
場
合

場
合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
職
員
又
は
証
券

一

事
故
等
が
発

役
職
員
に
法
令
又

一

事
故
等
が
発

仲
介
業
者
に
法
令

生
し
た
営
業
所

は
諸
規
則
に
反
す

生
し
た
営
業
所

又
は
諸
規
則
に
反

の
名
称
（
証
券

る
行
為
が
あ
っ
た

の
名
称

す
る
行
為
が
あ
っ

仲
介
業
者
に
事

こ
と
を
知
っ
た
場

二

事
故
等
を
惹

た
こ
と
を
知
っ
た

故
等
が
あ
っ
た

合

起
し
た
役
職
員

場
合

場
合
に
は
当
該

の
氏
名
及
び
役

証
券
仲
介
業
者

職
名

の
商
号
、
名
称

三

事
故
等
の
概

又
は
氏
名
及
び

要

当
該
事
故
等
が

発
生
し
た
営
業

－１９３－



所
又
は
事
務
所

の
名
称
）

二

事
故
等
を
惹

起
し
た
役
職
員

又
は
証
券
仲
介

業
者
若
し
く
は

そ
の
役
職
員
の

氏
名
及
び
役
職

名
三

事
故
等
の
概

要

役
職
員
又
は
証
券

一

事
故
等
が
発

役
職
員
の
事
故
等

一

事
故
等
が
発

仲
介
業
者
の
事
故

生
し
た
営
業
所

の
詳
細
が
判
明
し

生
し
た
営
業
所

等
の
詳
細
が
判
明

の
名
称
（
証
券

た
場
合

の
名
称

し
た
場
合

仲
介
業
者
に
事

二

事
故
等
を
惹

故
等
が
あ
っ
た

起
し
た
役
職
員

場
合
に
は
当
該

の
氏
名
及
び
役

証
券
仲
介
業
者

職
名

の
商
号
、
名
称

三

事
故
等
の
詳

又
は
氏
名
及
び

細

当
該
事
故
等
が

四

社
内
処
分
を

発
生
し
た
営
業

行
っ
た
場
合
は

－１９４－



所
又
は
事
務
所

そ
の
内
容

の
名
称
）

二

事
故
等
を
惹

起
し
た
役
職
員

又
は
証
券
仲
介

業
者
若
し
く
は

そ
の
役
職
員
の

氏
名
及
び
役
職

名
三

事
故
等
の
詳

細
四

社
内
処
分
を

行
っ
た
場
合
は

そ
の
内
容

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

証
券
仲
介
業
者
に

一

証
券
仲
介
業

業
務
委
託
に
係
る
契
約
書
の
写

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

業
務
の
委
託
を
行

者
の
称
号
又
は

し

っ
た
と
き

名
称

二

証
券
仲
介
業

者
の
主
た
る
営

業
所
又
は
事
務

－１９５－



所
の
所
在
地

証
券
仲
介
業
者
に

一

証
券
仲
介
業

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

業
務
の
委
託
を
行

者
の
称
号
又
は

わ
な
く
な
っ
た
と

名
称

き

二

業
務
を
行
わ

な
く
な
っ
た
理

由

証
券
仲
介
業
者
が

一

訴
訟
当
事
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

訴
訟
又
は
調
停
の

（
原
告
及
び
被

当
事
者
と
な
つ
た

告
）
又
は
調
停

こ
と
を
知
っ
た
場

当
事
者
の
所
属

合

す
る
証
券
仲
介

業
者
の
商
号
、

名
称
又
は
氏
名

二

訴
訟
当
事
者

（
原
告
及
び
被

告
）
又
は
調
停

当
事
者
の
住
所

及
び
氏
名
又
は

名
称

三

訴
訟
提
起
（

－１９６－



被
提
起
）
年
月

日
又
は
調
停
申

立
（
被
申
立
）

年
月
日

四

管
轄
裁
判
所

名
五

事
件
の
内
容

訴
訟
又
は
調
停
が

一

訴
訟
当
事
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

終
結
し
た
こ
と
を

（
原
告
及
び
被

知
っ
た
場
合

告
）
又
は
調
停

当
事
者
の
所
属

す
る
証
券
仲
介

業
者
の
商
号
、

名
称
又
は
氏
名

二

訴
訟
当
事
者

（
原
告
及
び
被

告
）
又
は
調
停

当
事
者
の
住
所

及
び
氏
名
又
は

名
称

三

終
結
の
日

四

判
決
又
は
和

－１９７－



解
の
内
容

別
表
第
八
（
第
四
十
二
条
第
二
項
関
係
）

別
表
第
八
（
第
四
十
二
条
第
二
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
九
号

四
第
九
号
イ
の
規

イ
の
規
定
に
該
当

定
に
該
当
す
る
こ

す
る
こ
と
と
な
っ

と
と
な
っ
た
と
き

た
と
き

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
九
号

四
第
九
号
ロ
の
規

ロ
の
規
定
に
該
当

定
に
該
当
す
る
こ

す
る
こ
と
と
な
っ

と
と
な
っ
た
と
き

た
と
き

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

法
第
二
十
八
条
の

（
略
）

（
略
）

四
第
一
項
第
九
号

四
第
九
号
ハ
の
規

ハ
の
規
定
に
該
当

定
に
該
当
す
る
こ

す
る
こ
と
と
な
っ

と
と
な
っ
た
と
き

－１９８－



た
と
き

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
十
七
（
第
四
十
六
条
第
一
項
第
六
号
関
係
）

別
表
第
十
七
（
第
四
十
六
条
第
一
項
第
六
号
関
係
）

法
定
帳
簿
の
種
類

記
載
事
項

記
載
要
領
等

法
定
帳
簿
の
種
類

記
載
事
項

記
載
要
領
等

一

取
引
日
記
帳

（
略
）

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
つ

一

取
引
日
記
帳

（
略
）

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
に
つ

い
て
は
、
証
券
取
引
清
算
機
関

い
て
は
、
証
券
取
引
清
算
機
関

又
は
委
託
者
か
ら
送
付
さ
れ
る

又
は
委
託
者
か
ら
送
付
さ
れ
る

伝
票
又
は
デ
ー
タ
（
委
託
者
の

伝
票
又
は
デ
ー
タ
（
委
託
者
の

氏
名
又
は
名
称
、
銘
柄
、
数
量

氏
名
又
は
名
称
、
銘
柄
、
数
量

、
金
額
、
約
定
月
日
が
含
ま
れ

、
金
額
、
約
定
月
日
が
含
ま
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
保

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
保

存
す
る
こ
と
を
も
っ
て
代
え
る

存
す
る
こ
と
を
も
っ
て
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法

第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
に

第
二
条
第
二
十
五
項
第
二
号
に

規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取

規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取

次
ぎ
に
つ
い
て
は
、
作
成
す
る

次
ぎ
に
つ
い
て
は
、
作
成
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

こ
と
を
要
し
な
い
。

－１９９－



二

有
価
証
券
等

（
略
）

法
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号

二

有
価
証
券
等

（
略
）

法
第
二
条
第
二
十
五
項
第
二
号

清
算
取
次
ぎ
に
係

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算

清
算
取
次
ぎ
に
係

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算

る
取
引
記
録

取
次
ぎ
に
つ
い
て
は
、
作
成
す

る
取
引
記
録

取
次
ぎ
に
つ
い
て
は
、
作
成
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

－２００－



二
十
七

証
券
会
社
の
分
別
保
管
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
顧
客
分
別
金
の
額
の
算
定
）

（
顧
客
分
別
金
の
額
の
算
定
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

証
券
会
社
が
、
信
用
取
引
に
つ
き
顧
客
に
貸
し
付
け
る
金
銭
又
は
有
価
証
券

６

証
券
会
社
が
、
信
用
取
引
に
つ
き
顧
客
に
貸
し
付
け
る
金
銭
又
は
有
価
証
券

（
以
下
「
特
定
金
銭
等
」
と
い
う
。
）
を
調
達
す
る
た
め
、
当
該
顧
客
か
ら
預

（
以
下
「
特
定
金
銭
等
」
と
い
う
。
）
を
調
達
す
る
た
め
、
当
該
顧
客
か
ら
預

託
を
受
け
た
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規

託
を
受
け
た
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
金
銭
に
充
て
ら
れ
る
有
価
証
券
（
以
下
「
信
用
取
引
保
証
金
代
用
有
価

定
す
る
金
銭
に
充
て
ら
れ
る
有
価
証
券
（
以
下
「
信
用
取
引
保
証
金
代
用
有
価

証
券
」
と
い
う
。
）
を
、
証
券
金
融
会
社
又
は
当
該
証
券
会
社
と
取
引
（
法
第

証
券
」
と
い
う
。
）
を
、
証
券
金
融
会
社
又
は
当
該
証
券
会
社
と
取
引
（
法
第

二
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
同
項
第
一
号
に
係

二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
同
項
第
一
号
に
係

る
も
の
に
限
る
。
以
下
単
に
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
」
と
い
う
。
）
の
委

る
も
の
に
限
る
。
以
下
単
に
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
」
と
い
う
。
）
の
委

託
者
と
し
て
当
該
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
行
う
も
の
を
代
理
し
て
取
引
を

託
者
と
し
て
当
該
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
行
う
も
の
を
代
理
し
て
取
引
を

成
立
さ
せ
る
行
為
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
そ
の
他
証
券
会
社
（
外
国

成
立
さ
せ
る
行
為
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
そ
の
他
証
券
会
社
（
外
国

証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に

証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に

規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
以
下
「
母
店
証
券
会
社
」
と
い
う
。
）
若

規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
以
下
「
母
店
証
券
会
社
」
と
い
う
。
）
若

し
く
は
当
該
証
券
会
社
か
ら
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
受
託
し
た
者
（
以
下

し
く
は
当
該
証
券
会
社
か
ら
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
受
託
し
た
者
（
以
下

「
母
店
証
券
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
担
保
と
し
て
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て

「
母
店
証
券
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
担
保
と
し
て
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
信
用
取
引
保

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
信
用
取
引
保

証
金
代
用
有
価
証
券
の
時
価
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
時
価
の
算

証
金
代
用
有
価
証
券
の
時
価
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
時
価
の
算

出
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
有
価
証
券
の
時
価
に
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

出
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
有
価
証
券
の
時
価
に
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

－２０１－



一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

－２０２－



二
十
八

外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
「
外
国
証
券
業
者
」
、
「
外
国
証
券
会
社
」
、

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
「
外
国
証
券
業
者
」
、
「
外
国
証
券
会
社
」
、

「
許
可
外
国
証
券
業
者
」
、
「
有
価
証
券
」
、
「
証
券
会
社
」
、
「
証
券
取
引

「
有
価
証
券
」
、
「
証
券
会
社
」
、
「
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
」
、
「
有

所
」
、
「
取
引
参
加
者
」
、
「
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
」
、
「
有
価
証
券

価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
、
「
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
」
、
「
証
券
取
引

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
、
「
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
」
、
「
証
券
取
引
行
為
」

行
為
」
、
「
証
券
業
」
、
「
国
内
」
又
は
「
支
店
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
外
国
証

、
「
証
券
業
」
、
「
国
内
」
、
「
支
店
」
又
は
「
国
内
に
お
け
る
代
表
者
」
と

券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

は
、
そ
れ
ぞ
れ
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号

。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
外
国
証
券
業
者
、
外
国
証
券
会
社
、
有
価
証
券
、
証

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
外
国
証
券
業
者
、
外
国
証
券

券
会
社
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国

会
社
、
許
可
外
国
証
券
業
者
、
有
価
証
券
、
証
券
会
社
、
証
券
取
引
所
、
取
引

市
場
証
券
先
物
取
引
、
証
券
取
引
行
為
、
証
券
業
、
国
内
又
は
支
店
を
い
う
。

参
加
者
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国

市
場
証
券
先
物
取
引
、
証
券
取
引
行
為
、
証
券
業
、
国
内
、
支
店
又
は
国
内
に

お
け
る
代
表
者
を
い
う
。

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

第
十
一
条

法
第
四
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
一
条

法
第
四
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

加
入
す
る
証
券
業
協
会
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
証

三

加
入
す
る
証
券
業
協
会
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
証

券
業
協
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称

券
業
協
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称

－２０３－



四

加
入
す
る
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証

四

加
入
す
る
証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証

券
取
引
所
を
い
う
。
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

券
取
引
所
を
い
う
。
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

名
称
又
は
商
号

名
称
又
は
商
号

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

３

法
第
四
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

支
店
の
設
置
を
決
議
し
た
役
員
会
等
（
役
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
機

一

支
店
の
設
置
を
決
議
し
た
役
員
会
等
の
議
事
録

関
を
い
う
。
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
事
録

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

役
員
（
法
第
六
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
以
下
こ
の

五

役
員
（
法
第
六
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
、
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
、
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
十

条
、
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い

一
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
履

て
同
じ
。
）
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

歴
書

国
内
に
お
け
る
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
履
歴
書

六

（
略
）

六

（
略
）

七

役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一

七

役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
四
第
九

項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当

号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員

該
役
員
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が
誓
約
す
る
書
面

及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
が
誓
約
す
る
書
面

（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
適
当
性
）

（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
運
営
業
務
の
適
当
性
）

第
二
十
条

証
券
会
社
府
令
第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
六
号
及
び
法
第
十

第
二
十
条

証
券
会
社
府
令
第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
九
条
第
六
号
及
び
法
第
十

－２０４－



二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
つ
い

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

（
引
受
業
務
の
一
部
の
許
可
の
手
続
）

（
引
受
業
務
の
一
部
の
許
可
の
手
続
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２

前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
一
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類

い
。
た
だ
し
、
第
一
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類

が
前
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
に
添
付
し
て
提

が
前
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
を
提
出
す
る
日
前
一
年
以
内
に
添
付
し
て
提

出
さ
れ
た
も
の
と
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付
し
て
提
出

出
さ
れ
た
も
の
と
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付
し
て
提
出

し
た
年
月
日
及
び
当
該
添
付
し
た
書
類
を
参
照
す
べ
き
旨
を
記
載
し
た
書
類
と

し
た
年
月
日
及
び
当
該
添
付
し
た
書
類
を
参
照
す
べ
き
旨
を
記
載
し
た
書
類
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
六
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

三

法
第
六
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
並
び
に
役
員
が
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ

あ
る
こ
と
並
び
に
役
員
が
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
四
第
九
号
イ
か
ら
ヘ

か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
代
表
権
を
有
す

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
代
表
権
を
有
す
る
役
員

る
役
員
が
誓
約
す
る
書
面
（
許
可
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

が
誓
約
す
る
書
面
（
許
可
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
個
人
が

個
人
が
、
同
項
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に

、
同
条
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
）

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
）

四

（
略
）

四

（
略
）

（
許
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

（
新
設
）

、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
許
可

－２０５－



申
請
書
に
、
当
該
許
可
申
請
書
の
写
し
一
通
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

添
付
書
類
一
部
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

第
二
十
三
条
の
三

法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

（
新
設
）

定
め
る
事
項
は
、
取
引
所
取
引
（
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引

所
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
種
類
の
取
引
に
係
る
業
務
を
開
始
し
た

日
と
す
る
。

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
三
条
の
四

法
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

（
新
設
）

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

取
引
所
取
引
に
係
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法

二

業
務
分
掌
の
方
法

三

我
が
国
の
証
券
取
引
法
令
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
役
員
及
び
使
用
人
の

確
保
の
状
況
並
び
に
当
該
役
員
及
び
使
用
人
の
配
置
の
状
況

２

法
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

取
引
所
取
引
業
務
の
開
始
を
決
議
し
た
役
員
会
等
の
議
事
録

二

本
店
又
は
取
引
所
取
引
店
が
所
在
す
る
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
登
録
等
（

法
第
十
三
条
の
四
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
登
録
等
を
い
う
。
）
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

三

す
べ
て
の
取
引
所
取
引
店
に
お
い
て
取
引
所
取
引
と
同
種
類
の
取
引
に
係

－２０６－



る
業
務
を
三
年
以
上
継
続
し
て
営
ん
で
い
る
こ
と
、
又
は
令
第
十
条
の
二
に

定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四

法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
へ
に
規
定
す
る
純
財
産
額
を
算
定
し
た

書
面

五

役
員
、
取
引
所
取
引
店
所
在
国
に
お
け
る
代
表
者
（
法
第
十
三
条
の
三
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
取
引
所
取
引
店
所
在
国
に
お
け
る
代
表
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
及
び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

三
条
の
六
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書

六

役
員
（
国
内
の
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
及

び
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
住
民
票
の
抄
本
（
こ
れ
ら
の
者
が
外
国
人
で
あ

る
場
合
に
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
外
国
人
登
録
済
証
明
書
）

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

七

役
員
等
が
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
等
が
誓
約
す
る
書

面
八

取
引
所
取
引
業
務
を
行
う
際
に
使
用
す
る
端
末
（
証
券
取
引
所
の
使
用
す

る
電
子
情
報
処
理
組
織
と
接
続
す
る
当
該
申
請
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装

置
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
不
公
正
な
取
引
を
防
止
す
る
た
め
に
講
じ
た
措

置
を
記
載
し
た
書
面

第
二
十
三
条
の
五

第
十
四
条
の
規
定
は
、
令
第
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

（
新
設
）

令
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
中
「
証
券
業
」
と
あ
る
の
は
「
取

－２０７－



引
所
取
引
と
同
種
類
の
行
為
に
係
る
業
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
事
項
の
変
更
等
の
届
出
）

第
二
十
三
条
の
六

法
第
十
三
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
三
項

（
新
設
）

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

本
店
又
は
取
引
所
取
引
店
（
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
取
引
所
取
引
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
営
業
（
取
引
所
取
引

店
に
あ
っ
て
は
、
取
引
所
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
休
止
し
、
又
は

再
開
し
た
場
合

二

合
併
し
た
場
合
、
分
割
に
よ
り
営
業
の
一
部
を
承
継
さ
せ
、
若
し
く
は
営

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継
し
た
場
合
、
又
は
営
業
の
重
要
な
一
部
の

譲
渡
若
し
く
は
営
業
の
全
部
若
し
く
は
重
要
な
一
部
の
譲
受
け
を
し
た
場
合

三

破
産
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
若
し
く
は
清
算
開
始
の
申
立
て

を
行
っ
た
場
合
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
す
る
国
に
お
い

て
当
該
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
申
立
て
を
行
っ
た
場
合

四

定
款
又
は
業
務
の
方
法
を
変
更
し
た
場
合
（
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
部

分
の
変
更
そ
の
他
重
要
な
変
更
に
限
る
。
）

五

証
券
取
引
所
の
取
引
参
加
者
と
な
っ
た
場
合

六

取
引
所
取
引
業
務
を
開
始
し
た
場
合

七

法
第
十
三
条
の
四
第
一
号
イ
、
ロ
、
ニ
か
ら
へ
ま
で
、
ト
（
同
号
ト
に
規

定
す
る
外
国
証
券
法
令
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
チ
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

八

役
員
等
が
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で

－２０８－



の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

九

純
財
産
額
が
資
本
の
額
に
満
た
な
く
な
っ
た
場
合
（
第
七
号
の
規
定
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十

外
国
証
券
法
令
の
規
定
（
法
第
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
法
令

の
規
定
を
い
う
。
）
に
基
づ
く
行
政
庁
の
不
利
益
処
分
を
受
け
た
場
合
（
取

引
所
取
引
と
同
種
類
の
取
引
に
係
る
業
務
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
第
七
号

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
一

登
記
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
又
は
消
滅
の
登
記
を
行
っ
た
場
合

（
法
第
十
三
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
届
出
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）

十
二

役
職
員
に
法
令
又
は
諸
規
則
（
取
引
所
取
引
又
は
当
該
取
引
と
同
種
類

の
取
引
に
係
る
業
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
反
す
る
行
為
（
次
号
に

お
い
て
「
事
故
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

十
三

前
号
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
を
し
た
事
故
等
の
詳
細
が
判
明
し
た
場
合

（
届
出
の
手
続
等
）

（
新
設
）

第
二
十
三
条
の
七

法
第
十
三
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
許
可
外
国
証
券
業
者
は
、
別
表
第
一

の
二
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
同
表
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届

出
書
に
同
表
下
欄
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
規
制
）

（
業
務
の
規
制
）

－２０９－



第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２
～
10

（
略
）

２
～
10

（
略
）

11

証
券
会
社
府
令
第
二
十
九
条
の
四
の
規
定
は
、
令
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て

11

証
券
会
社
府
令
第
二
十
九
条
の
四
の
規
定
は
、
令
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ

準
用
す
る
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ

き
種
類
及
び
内
容
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府

き
種
類
及
び
内
容
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府

令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の

令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の

は
、
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
読

は
、
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

12

証
券
会
社
府
令
第
三
十
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

12

証
券
会
社
府
令
第
三
十
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
報
告
書
に
つ
い
て
準

す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
引
報
告
書
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府
令
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
中

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府
令
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
中

「
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条

「
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
三
十
四
条

第
一
項
第
八
号
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号

第
一
項
第
八
号
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号

の
二
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
」
と
、
同
号

の
二
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
」
と
、
同
号

ロ
中
「
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
と
あ
る
の

ロ
中
「
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
と
あ
る
の

は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
と

は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
と

、
「
令
第
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
一
条
」
と
、
「
令
第

、
「
令
第
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
一
条
」
と
、
「
令
第

十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
六
条
」
と
、
同
項
第
三
号

十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
六
条
」
と
、
同
項
第
三
号

中
「
法
第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第

中
「
法
第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第

百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
三
号
」
と
、
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
」
と
あ

百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
三
号
」
と
、
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
」
と
あ

る
の
は
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
九
項
に
規

る
の
は
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
九
条

定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
九
条

の
二
第
一
項
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条

の
二
第
一
項
ニ
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条
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の
二
第
一
項
ニ
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会

の
二
第
一
項
ニ
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会

社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条
の
四
各
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二

社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条
の
四
各
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二

十
九
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十

十
九
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十

九
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

13

（
略
）

13

（
略
）

14

証
券
会
社
府
令
第
三
十
条
の
三
の
規
定
は
、
令
第
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準

14

証
券
会
社
府
令
第
三
十
条
の
三
の
規
定
は
、
令
第
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
五

用
す
る
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
五

条
の
五
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
に
つ
い
て
準
用
す
る

条
の
四
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
第
二
十
九
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
第
二
十
九
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関

す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条
の
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
内
閣
府
令
第
二
十
九
条
の
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

15
・
16

（
略
）

15
・
16

（
略
）

17

証
券
会
社
府
令
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
令
第
十
四
条
の
二
に
お
い
て

17

証
券
会
社
府
令
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
令
第
十
四
条
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

準
用
す
る
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
に
つ

第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府
令
第
三
十
一
条
の
三
中

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府
令
第
三
十
一
条
の
三
中

「
第
二
十
九
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十

「
第
二
十
九
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十

九
条
の
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
条
の
四
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

18
～
20

（
略
）

18
～
20

（
略
）

21

行
為
規
制
等
府
令
第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

21

行
為
規
制
等
府
令
第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証

す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
九
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

券
取
引
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
九
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
準
用

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
為
規
制
等
府
令
第
四
条
第
一
号
、
第
三
号
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
為
規
制
等
府
令
第
四
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
八
号

第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
」
と
、
同
条
第
五

及
び
第
九
号
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
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号
中
「
証
券
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
会
社
」
と
、
「
役
員
」
と
あ
る

証
券
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
会
社
」
と
、
「
役
員
」
と
あ
る
の
は
「

の
は
「
国
内
に
お
け
る
代
表
者
、
支
店
に
駐
在
す
る
役
員
」
と
、
同
条
第
六
号

国
内
に
お
け
る
代
表
者
、
支
店
に
駐
在
す
る
役
員
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
。

中
「
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
）
」
と
、
「
法
第
四
条
」

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
）
」
と
、
「
法
第
四
条
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
四
条
」
と
、
「
法
第
七
十
六
条
」
と
あ
る
の
は

の
は
「
証
券
取
引
法
第
四
条
」
と
、
「
法
第
七
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
証
券

「
証
券
取
引
法
第
七
十
六
条
」
と
、
「
令
第
二
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
証
券

取
引
法
第
七
十
六
条
」
と
、
「
令
第
二
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法

取
引
法
施
行
令
第
二
十
四
条
」
と
、
「
令
第
七
条
第
五
項
第
五
号
」
と
あ
る
の

施
行
令
第
二
十
四
条
」
と
、
「
令
第
七
条
第
五
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
証

は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
七
条
第
五
項
第
五
号
」
と
、
「
令
第
二
十
条
」
と

券
取
引
法
施
行
令
第
七
条
第
五
項
第
五
号
」
と
、
「
令
第
二
十
条
」
と
あ
る
の

あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
二
十
条
」
と
、
「
法
第
八
十
五
条
の
二
」

は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
二
十
条
」
と
、
「
法
第
八
十
五
条
の
二
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
八
十
五
条
の
二
」
と
、
「
法
第
七
十
六
条
」
と

の
は
「
証
券
取
引
法
第
八
十
五
条
の
二
」
と
、
「
法
第
七
十
六
条
」
と
あ
る
の

あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
七
十
六
条
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
第
十
条
」
と

は
「
証
券
取
引
法
第
七
十
六
条
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
第
十
条
」
と
あ
る
の

あ
る
の
は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
四
条
第
二
十
七
項
に

は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
四
条
第
二
十
五
項
に
お
い
て

お
い
て
準
用
す
る
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
」
と

準
用
す
る
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
」
と
読
み
替

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

22

行
為
規
制
等
府
令
第
四
条
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
の

（
新
設
）

規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
九
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

行
為
規
制
等
府
令
第
四
条
第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
証
券

取
引
法
」
と
、
「
こ
の
条
及
び
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

23

行
為
規
制
等
府
令
第
四
条
第
三
号
、
第
五
号
（
専
ら
投
機
的
利
益
の
追
求
を

（
新
設
）

目
的
と
し
て
有
価
証
券
の
売
買
等
を
す
る
行
為
を
除
く
。
）
、
第
七
号
か
ら
第

十
号
ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
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い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
九
号
（
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
為
規
制
等
府
令
第
四
条
第
三
号
、

第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
」
と
、
同
条
第
三

号
中
「
第
十
条
第
十
号
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令

第
二
十
四
条
第
二
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
第
十
条
第
十
号
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
役
員
」
と
あ
る
の
は

「
役
員
、
国
内
に
お
け
る
代
表
者
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
前
号
の
期
間
」
と

あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

安
定
操
作
期
間
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券

業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
四
条
第
二
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券

会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

24
～
26

（
略
）

22
～
24

（
略
）

27

行
為
規
制
等
府
令
第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

25

行
為
規
制
等
府
令
第
十
条
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況

す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
為
規
制
等
府
令
第
十
条
第
二

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
為
規
制
等
府
令
第
十
条
第
二

号
中
「
法
第
二
条
第
八
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項

号
中
「
法
第
二
条
第
八
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項

各
号
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
を
」
と
あ
る
の
は
「
支

各
号
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
を
」
と
あ
る
の
は
「
支

店
を
」
と
、
「
令
第
一
条
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
一
条

店
を
」
と
、
「
令
第
一
条
の
九
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
施
行
令
第
一
条

の
九
」
と
、
同
条
第
八
号
中
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は

の
九
」
と
、
同
条
第
八
号
中
「
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
と
あ
る
の
は

「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
と
、
「
法
第
七
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「

る
証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
と
、
「
法
第
七
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
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証
券
取
引
法
第
七
十
六
条
」
と
、
「
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

証
券
取
引
法
第
七
十
六
条
」
と
、
「
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
法
第
二
条
第

「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
法
第
二
条
第

八
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
五
号
」
と
、
同

八
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
五
号
」
と
読
み

条
第
十
二
号
中
「
証
券
仲
介
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
仲
介
業
者
（
証
券
取

替
え
る
も
の
と
す
る
。

引
法
第
十
二
項
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、

「
証
券
仲
介
業
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
仲
介
業
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
一

項
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
業
）
」
と
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
五
条
」
と
あ
る

の
は
「
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
五
条
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

28

行
為
規
制
等
府
令
第
十
条
第
四
号
及
び
第
十
号
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第

（
新
設
）

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
状
況
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

29

（
略
）

26

（
略
）

（
弊
害
防
止
措
置
）

（
弊
害
防
止
措
置
）

第
二
十
五
条

行
為
規
制
等
府
令
第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
一
条
の
三
の
規
定
は

第
二
十
五
条

行
為
規
制
等
命
令
第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
一
条
の
三
の
規
定
は

、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し

、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
為
規

書
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行
為
規

則
等
府
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
を
子
会
社(

法
第
二
十
八
条
の
四
第
三

則
等
府
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
を
子
会
社(

法
第
五
十
九
条
第
二
項
に

項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

と
す
る
持

規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

と
す
る
持
株
会

株
会
社(

法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の

社(
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

条
に
お
い
て
同
じ
。)

、
当
該
証
券
会
社
の
親
銀
行
等(

法
第
三
十
二
条
第
五

じ
。)
、
当
該
証
券
会
社
の
親
銀
行
等(

法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

項
に
規
定
す
る
親
銀
行
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同

親
銀
行
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。)

若
し
く
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じ
。)

若
し
く
は
子
銀
行
等(

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
銀
行
等

は
子
銀
行
等(

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
銀
行
等
を
い
う
。
以
下

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。)

、
当
該
証
券
会
社

こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。)

、
当
該
証
券
会
社
の
親
銀
行
等
若

の
親
銀
行
等
若
し
く
は
子
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社(

当
該
証
券
会

し
く
は
子
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社(

当
該
証
券
会
社
を
子
会
社
と

社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
を
除
く
。)

」
と
あ
る
の
は
「
の
特
定
金
融
機

す
る
持
株
会
社
を
除
く
。)

」
と
あ
る
の
は
「
の
特
定
金
融
機
関(

外
国
証
券

関(

外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証

業
者
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
三

券
取
引
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
金
融
機
関
を
い
う
。
外
国
証

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
金
融
機
関
を
い
う
。
外
国
証
券
業
者
に
関
す

券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
会

る
内
閣
府
令
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
会
社
の
行
為
規
制

社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。)

」
と
、

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。)

」
と
、
「
親
法
人
等(

「
親
法
人
等(

法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
第
十

法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
第
十
二
条
に
お
い
て

二
条
に
お
い
て
同
じ
。)

若
し
く
は
子
法
人
等(

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規

同
じ
。)

若
し
く
は
子
法
人
等(

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
法
人

定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
法
人
等(

外
国

等
を
い
う
。
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
法
人
等(

外
国
証
券
業
者
に
関

証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法

す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
三
十
二
条
第

第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
等
を
い
う
。
外
国
証
券
業
者
に
関

一
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
等
を
い
う
。
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令

す
る
内
閣
府
令
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
会
社
の
行
為
規

第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る

制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
二
条
」
と
、
「
第
十
二
条
第
七
号
」
と
あ
る
の

内
閣
府
令
第
十
二
条
」
と
、
「
第
十
二
条
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券

は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
会
社

す
る
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
二
条
第
七
号
」
と
、

の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
二
条
第
七
号
」
と
、
「
法
第
四
十
五

「
法
第
四
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条

条
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
五
条
」
と
、
行
為
規
則
等
府

て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
五
条
」
と
、
行
為
規
則
等
府
令
第
十
一
条
の

令
第
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
法
第
四
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
業

三
第
一
項
中
「
法
第
四
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法

者
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十

律
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
四
十
五
条
」
と
読
み

五
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
営
業
報
告
書
の
提
出
）

（
営
業
報
告
書
の
提
出
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
報

（
新
設
）

告
書
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
の
書
類
等
の
提
出
）

（
そ
の
他
の
書
類
等
の
提
出
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
は
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
は
法
第
十
六
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し

た
書
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
及

び
前
項
中
「
法
第
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
前
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
十
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
）

（
業
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
）

第
三
十
九
条

証
券
会
社
府
令
第
六
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項

第
三
十
九
条

証
券
会
社
府
令
第
六
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項

の
規
定
は
、
外
国
証
券
会
社
が
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引

の
規
定
は
、
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
百
八
十
八
条

法
第
百
八
十
八
条
に
規
定
す
る
書
類
を
作
成
し
、
保
存
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府
令
第
六
十
条
第
四
項
第
三
号
中

令
第
六
十
条
第
四
項
第
三
号
中
「
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
支
店
」
と
、
別
表
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「
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
支
店
」
と
、
別
表
第
八
（
法
第
六
十
条
第
二
項
関

第
八
（
法
第
六
十
条
第
二
項
関
係
）
中
「
法
第
二
条
第
二
十
五
項
第
二
号
」
と

係
）
中
「
法
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二

あ
る
の
は
「
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
五
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の

条
第
二
十
九
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２

証
券
会
社
府
令
第
六
十
条
第
一
項
（
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
か
ら
第

（
新
設
）

十
三
号
ま
で
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
許
可
外

国
証
券
業
者
が
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
百
八
十
八

条
に
規
定
す
る
書
類
を
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府
令
第
六
十
条
第
四
項
第
二
号
中
「
登
録
年

月
日
及
び
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
許
可
年
月
日
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「

営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
取
引
所
取
引
店
」
と
、
別
表
第
八
（
法
第
六
十
条
第

二
項
関
係
）
中
「
法
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
取
引

法
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
四
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
四
十
一
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
の
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
の
場
合
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

役
員
が
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の

三

役
員
が
証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の
四
第
九
号
イ
か
ら
ヘ
の
い
ず
れ
か
に

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
実
を
知
っ
た
場
合

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

九

役
職
員
又
は
自
己
を
所
属
証
券
会
社
等
（
証
券
取
引
法
第
六
十
六
条
の
三

九

役
職
員
に
法
令
又
は
諸
規
則
に
反
す
る
行
為
（
次
号
に
お
い
て
「
事
故
等

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
所
属
証
券
会
社
等
を
い
う
。
）
と
す
る
証
券
仲

」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
（
事
故
等
が
第
二
十
四
条
第

介
業
者
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
に
法
令
又
は
諸
規
則
に
反
す
る
行
為
（
次
号

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
為
規
制
等
府
令
第
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
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に
お
い
て
「
事
故
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
（
事
故

ま
で
に
規
定
す
る
行
為
が
過
失
に
よ
る
場
合
は
除
く
。
）

等
が
第
二
十
四
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
為
規
制
等
府
令
第
五
条

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
が
過
失
に
よ
る
場
合
は
除
く
。

）
十
～
十
三

（
略
）

十
～
十
三

（
略
）

十
四

証
券
仲
介
業
者
に
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

（
新
設
）

に
係
る
業
務
の
委
託
を
行
っ
た
場
合

十
五

証
券
仲
介
業
者
に
前
号
の
委
託
を
行
わ
な
く
な
っ
た
場
合

（
新
設
）

十
六

委
託
を
行
う
証
券
仲
介
業
者
が
訴
訟
若
し
く
は
調
停
の
当
事
者
と
な
っ

（
新
設
）

た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
又
は
当
該
訴
訟
若
し
く
は
調
停
が
終
結
し
た
こ
と
を

知
っ
た
場
合
（
証
券
仲
介
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
外
務
員
登
録
等
）

（
外
務
員
登
録
等
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

証
券
会
社
府
令
第
五
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す

２

証
券
会
社
府
令
第
五
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す

る
証
券
取
引
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
に

る
証
券
取
引
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
所
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府
令
第
五
十
四
条
中
「

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
券
会
社
府
令
第
五
十
四
条
中
「

法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
証
券
取
引
法
第

法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
証
券
取
引
法
第
六
十
四
条
の

六
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

七
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
外
国
証
券
会
社
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）
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第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

法
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
登

２

法
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
登

録
申
請
書
並
び
に
第
四
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
会
社
府
令
第

録
申
請
書
並
び
に
第
四
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
会
社
府
令
第

五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
先
は
、
登
録
を

五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
先
は
、
登
録
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
現
に
登
録
を
受
け
て
い
る
外
務
員
の
所
属
す
る
外
国

受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
現
に
登
録
を
受
け
て
い
る
外
務
員
の
所
属
す
る
外
国

証
券
会
社
の
支
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（

証
券
会
社
の
支
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（

証
券
取
引
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

証
券
取
引
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
登
録

定
す
る
登
録
事
務
を
証
券
業
協
会
に
行
わ
せ
る
場
合
の
提
出
先
は
、
当
該
証
券

事
務
を
証
券
業
協
会
に
行
わ
せ
る
場
合
の
提
出
先
は
、
当
該
証
券
業
協
会
）
と

業
協
会
）
と
す
る
。

す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
許
可
外
国
証
券
業
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

第
四
十
九
条
の
二

法
第
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一

（
新
設
）

項
の
営
業
報
告
書
そ
の
他
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
許
可
外
国
証
券
業
者
が
金

融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の

提
出
先
は
、
令
第
二
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る

許
可
外
国
証
券
業
者
に
あ
っ
て
は
金
融
庁
長
官
、
そ
の
他
の
許
可
外
国
証
券
業

者
に
あ
っ
て
は
当
該
許
可
外
国
証
券
業
者
の
国
内
に
お
け
る
代
表
者
の
住
所
を

管
轄
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
す
る
。

２

許
可
外
国
証
券
業
者
が
書
類
等
を
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
外
国
証
券
業
者
の
国
内
に
お
け
る

代
表
者
の
住
所
が
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域

内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
許
可
外
国
証
券
業
者
は
、
当
該
書
類
等
及
び
そ
の
写
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し
一
通
を
財
務
事
務
所
長
、
小
樽
出
張
所
長
又
は
北
見
出
張
所
長
を
経
由
し
て

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
処
理
期
間
）

（
標
準
処
理
期
間
）

第
五
十
条

金
融
庁
長
官
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
又
は
認
可
、
許
可
、

第
五
十
条

金
融
庁
長
官
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
又
は
認
可
、
許
可
、

承
認
若
し
く
は
確
認
に
関
す
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
申
請
が
事
務
所

承
認
若
し
く
は
確
認
に
関
す
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
申
請
が
事
務
所

に
到
達
し
た
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処

に
到
達
し
た
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処

分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
条
の
登
録
、
法
第
七
条
第
一
項
の
認
可
及
び
法
第
十
三
条
の
二
第

一

法
第
四
条
の
登
録
及
び
法
第
七
条
第
一
項
の
認
可

二
月

一
項
の
許
可

二
月

二

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
十
一
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
員
の
役
職
名
及
び

（
略
）

一
～
三

（
略
）

役
員
の
役
職
名
及
び

（
略
）

一
～
三

（
略
）

氏
名

四

証
券
取
引
法
第
二
十
八
条

氏
名

四

証
券
取
引
法
第
二
十
八
条

の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト

の
四
第
九
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
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い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る

あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

書
面
（
原
文
及
び
訳
文
）

原
文
及
び
訳
文
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
内
に
お
け
る
代
表

（
略
）

一
～
四

（
略
）

国
内
に
お
け
る
代
表

（
略
）

一
～
四

（
略
）

者
の
氏
名
及
び
国
内

五

証
券
取
引
法
第
二
十
八
条

者
の
氏
名
及
び
国
内

五

証
券
取
引
法
第
二
十
八
条

の
住
所
の
変
更

の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト

の
住
所
の
変
更

の
四
第
九
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る

あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（

書
面
（
原
文
及
び
訳
文
）

原
文
及
び
訳
文
）

（
住
所
の
み
の
変
更
の
場
合
は

（
住
所
の
み
の
変
更
の
場
合
は

一
の
み
）

一
の
み
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
一
の
二

（
第
二
十
三
条
の
七
関
係
）

（
新
設
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

商
号
の
変
更

一

新
商
号

一

変
更
後
の
定
款

二

旧
商
号

二

当
該
変
更
を
決
議
し
た
取
締
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三

変
更
年
月
日

役
会
の
議
事
録
の
写
し
（
原
文

及
び
訳
文
）

本
店
の
所
在
の

一

変
更
後
の
所
在

一

会
社
登
記
簿
抄
本

場
所
の
変
更

の
場
所

二

当
該
変
更
を
決
議
し
た
取
締

二

変
更
前
の
所
在

役
会
の
議
事
録
の
写
し
（
原
文

の
場
所

及
び
訳
文
）

三

変
更
年
月
日

資
本
の
額
の
変

一

変
更
前
の
資
本

一

定
款
（
原
文
及
び
訳
文
）

更

の
額

二

当
該
変
更
を
決
議
し
た
取
締

二

変
更
後
の
資
本

役
会
の
議
事
録
の
写
し
（
原
文

の
額

及
び
訳
文
）

三

変
更
年
月
日

三

資
本
の
額
の
変
更
に
よ
る
純

四

変
更
の
方
法

財
産
額
の
変
動
を
記
載
し
た
書

五

変
更
の
理
由

面

役
員
の
役
職
名

一

変
更
の
あ
っ
た

一

会
社
登
記
簿
抄
本

及
び
氏
名

役
員
の
氏
名
、
役

二

履
歴
書
（
原
文
及
び
訳
文
）

職
名
及
び
代
表
権

（
以
下
新
任
の
場
合
の
み
。
）

の
有
無

三

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に

二

就
任
又
は
退
任

代
わ
る
書
面
（
国
内
の
事
務
所

年
月
日

そ
の
他
の
施
設
に
駐
在
す
る
役

－２２２－



員
の
場
合
の
み
。
）

四

証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の

四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま

で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面
（
原
文
及
び
訳
文
）

取
引
所
取
引
店

一

新
名
称

一

定
款
（
原
文
及
び
訳
文
）

の
名
称
の
変
更

二

旧
名
称

二

当
該
変
更
を
決
議
し
た
取
締

三

変
更
年
月
日

役
会
の
議
事
録
の
写
し
（
原
文

及
び
訳
文
）

取
引
所
取
引
店

一

位
置
の
変
更
を

の
所
在
す
る
国

し
た
取
引
所
取
引

及
び
場
所
の
変

店
の
名
称

更

二

変
更
後
の
所
在

の
場
所

三

変
更
前
の
所
在

の
場
所

四

変
更
年
月
日

取
引
所
取
引
店

一

廃
止
し
た
取
引

の
廃
止

所
取
引
店
の
名
称

－２２３－



二

所
在
し
た
場
所

三

廃
止
年
月
日

そ
の
他
業
務
を

一

開
始
し
た
そ
の

当
該
業
務
の
方
法
を
記
載
し
た
書

開
始
し
た
場
合

他
業
務
の
種
類

類

二

業
務
開
始
年
月

日
三

そ
の
他
業
務
を

開
始
し
た
理
由

そ
の
他
業
務
の

一

廃
止
し
た
そ
の

廃
止

他
業
務
の
種
類

二

廃
止
年
月
日

三

廃
止
の
理
由

本
店
及
び
取
引

一

変
更
の
あ
っ
た

当
該
変
更
を
決
議
し
た
取
締
役
会

所
取
引
店
が
加

本
店
又
は
取
引
所

の
議
事
録
の
写
し
（
原
文
及
び
訳

入
す
る
外
国
証

取
引
店
の
名
称

文
）

券
取
引
所
の
変

二

新
た
に
加
入
し

更

た
外
国
証
券
取
引

所
の
商
号
又
は
名

称
三

脱
退
し
た
外
国

－２２４－



証
券
取
引
所
の
商

号
又
は
名
称

四

変
更
の
理
由

国
内
の
事
務
所

一

設
置
し
た
事
務

申
請
に
係
る
国
内
の
事
務
所
等
の

そ
の
他
の
施
設

所
等
の
所
在
の
場

組
織
及
び
人
員
配
置

（
以
下
こ
の
表

所

に
お
い
て
国
内

二

営
業
開
始
年
月

の
事
務
所
等
と

日

い
う
。
）
の
設

置国
内
の
事
務
所

一

変
更
後
の
所
在

等
の
所
在
の
場

の
場
所

所
の
変
更

二

変
更
前
の
所
在

の
場
所

三

変
更
年
月
日

国
内
の
事
務
所

一

廃
止
し
た
国
内

等
の
廃
止

の
事
務
所
等
の
所

在
し
た
場
所

二

廃
止
年
月
日

－２２５－



国
内
に
お
け
る

一

変
更
後
の
氏
名

一

会
社
登
記
簿
抄
本

代
表
者
の
氏
名

及
び
国
内
の
住
所

二

当
該
代
表
者
の
変
更
決
議
を

及
び
住
所
の
変

二

変
更
前
の
氏
名

し
た
取
締
役
会
の
議
事
録
証
明

更

及
び
国
内
の
住
所

書
（
原
文
及
び
訳
文
）

三

変
更
年
月
日

三

履
歴
書
（
原
文
及
び
訳
文
）

四

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
書
面

五

証
券
取
引
法
第
二
十
八
条
の

四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま

で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面
（
原
文
及
び
訳
文
）

（
住
所
の
み
の
変
更
の
場
合
は

一
の
み
）

取
引
参
加
者
と

一

新
た
に
加
入
し

当
該
変
更
を
決
議
し
た
取
締
役
会

な
る
証
券
取
引

た
証
券
取
引
所
の

の
議
事
録
の
写
し
（
原
文
及
び
訳

所
の
変
更

名
称
又
は
商
号

文
）

二

脱
退
し
た
証
券

取
引
所
の
名
称
又

は
商
号

三

変
更
の
理
由

－２２６－



業
務
の
内
容
又

一

変
更
の
内
容

変
更
後
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法

は
方
法
の
変
更

二

変
更
年
月
日

を
記
載
し
た
書
類

三

変
更
の
理
由

業
務
分
掌
の
方

一

変
更
の
内
容

変
更
後
の
業
務
分
掌
の
方
法
を
記

法
の
変
更

二

変
更
年
月
日

載
し
た
書
類

三

変
更
の
理
由

我
が
国
の
証
券

一

変
更
の
内
容

変
更
後
の
我
が
国
の
証
券
取
引
法

取
引
法
令
に
関

二

変
更
年
月
日

令
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
役
員

す
る
知
識
を
有

及
び
使
用
人
の
確
保
の
状
況
並
び

す
る
役
員
及
び

に
当
該
役
員
及
び
使
用
人
の
配
置

使
用
人
の
確
保

の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

の
状
況
並
び
に

当
該
役
員
及
び

使
用
人
の
配
置

の
状
況
の
変
更

本
店
又
は
取
引

一

本
店
又
は
取
引

所
取
引
店
に
お

所
取
引
店
の
名
称

い
て
営
業
を
休

二

休
止
の
期
間
又

止
し
、
又
は
再

は
再
開
の
年
月
日

開
し
た
と
き

三

休
止
又
は
再
開

－２２７－



の
理
由

合
併
、
分
割
又

一

合
併
等
の
決
議

一

契
約
書
等
届
出
に
係
る
事
項

は
営
業
の
重
要

の
内
容

を
証
す
る
書
類
の
写
し
（
原
文

な
一
部
の
譲
渡

二

合
併
等
の
相
手

及
び
訳
文
）

若
し
く
は
営
業

方

二

合
併
等
を
決
議
し
た
取
締
役

の
全
部
若
し
く

三

合
併
等
の
年
月

会
の
議
事
録
の
写
し
（
原
文
及

は
重
要
な
一
部

日

び
訳
文
）

の
譲
受
け
（
以

四

合
併
等
の
方
法

三

合
併
等
の
後
の
純
財
産
額

下
合
併
等
」
と

五

合
併
等
の
理
由

四

合
併
等
の
手
続
き
を
記
載
し

い
う
。
）
を
し

た
書
面

た
と
き

破
産
、
再
生
手

一

申
立
て
を
行
っ

破
産
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手

続
開
始
、
更
生

た
年
月
日

続
開
始
若
し
く
は
清
算
開
始
の
申

手
続
開
始
若
し

二

申
立
て
を
行
っ

立
て
又
は
そ
れ
ら
と
同
種
類
の
申

く
は
清
算
開
始

た
理
由

立
て
に
係
る
書
面
の
写
し

の
申
立
て
を
行

っ
た
場
合
又
は

本
店
若
し
く
は

主
た
る
事
務
所

の
所
在
す
る
国

に
お
い
て
当
該

－２２８－



国
の
法
令
に
基

づ
き
同
種
類
の

申
立
て
を
行
っ

た
と
き

定
款
又
は
業
務

一

変
更
の
内
容

一

変
更
後
の
定
款
又
は
業
務
方

の
方
法
の
変
更

二

変
更
年
月
日

法
書
全
文
（
原
文
及
び
訳
文
）

（
取
引
所
取
引

三

変
更
の
理
由

二

当
該
変
更
を
決
議
し
た
株
主

業
務
に
係
る
部

総
会
の
議
事
録
の
写
し
（
原
文

分
の
変
更
そ
の

及
び
訳
文
）
（
定
款
の
変
更
の

他
重
要
な
変
更

場
合
の
み
。
）

に
限
る
。
）

取
引
参
加
者
と

一

取
引
参
加
者
と

取
引
参
加
者
と
な
っ
た
こ
と
を
証

な
っ
た
と
き

な
っ
た
証
券
取
引

す
る
書
面

所
の
商
号
又
は
名

称
二

取
引
参
加
者
と

な
っ
た
年
月
日

取
引
所
取
引
業

一

開
始
し
た
取
引

務
を
開
始
し
た

所
取
引
に
係
る
証

と
き

券
取
引
所
の
商
号

－２２９－



又
は
名
称

二

取
引
所
取
引
を

開
始
し
た
年
月
日

法
第
十
三
条
の

一

株
式
会
社
と
同

一

会
社
登
記
簿
抄
本

四
第
一
号
イ
の

種
類
の
法
人
で
な

二

株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し

規
定
に
該
当
す

く
な
っ
た
年
月
日

（
原
文
及
び
訳
文
）

る
こ
と
と
な
っ

二

株
式
会
社
と
同

た
と
き

種
類
の
法
人
で
な

く
な
っ
た
理
由

法
第
十
三
条
の

一

本
店
又
は
取
引

四
第
一
号
ロ
の

所
取
引
店
が
所
在

規
定
に
該
当
す

す
る
い
ず
れ
か
の

る
こ
と
と
な
っ

国
に
お
い
て
登
録

た
と
き

等
を
受
け
て
い
な

い
こ
と
と
な
っ
た

年
月
日

二

本
店
又
は
取
引

所
取
引
店
が
所
在

す
る
い
ず
れ
か
の

国
に
お
い
て
登
録

等
を
受
け
て
い
な

－２３０－



い
こ
と
と
な
っ
た

理
由

法
第
十
三
条
の

一

い
ず
れ
か
の
取

四
第
一
号
ニ
の

引
所
取
引
店
が
そ

規
定
に
該
当
す

の
所
在
す
る
国
の

る
こ
と
と
な
っ

外
国
証
券
取
引
所

た
と
き

に
加
入
し
て
い
な

い
こ
と
と
な
っ
た

年
月
日

二

い
ず
れ
か
の
取

引
所
取
引
店
が
そ

の
所
在
す
る
国
の

外
国
証
券
取
引
所

に
加
入
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
理
由

法
第
十
三
条
の

一

資
本
の
額
が
、

一

会
社
登
記
簿
抄
本

四
第
一
号
ホ
の

法
第
六
条
第
一
項

二

株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し

規
定
に
該
当
す

第
四
号
に
規
定
す

（
原
文
及
び
訳
文
）

る
こ
と
と
な
っ

る
政
令
で
定
め
る

た
と
き

金
額
に
満
た
な
く

な
っ
た
年
月
日

－２３１－



二

資
本
の
額
が
、

法
第
六
条
第
一
項

第
四
号
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る

金
額
に
満
た
な
く

な
っ
た
理
由

法
第
十
三
条
の

一

純
財
産
額
が
法

純
財
産
額
が
法
第
六
条
第
一
項
第

四
第
一
号
へ
の

第
六
条
第
一
項
第

五
号
に
規
定
す
る
金
額
に
満
た
な

規
定
に
該
当
す

五
号
に
規
定
す
る

く
な
っ
た
日
の
純
財
産
額
を
算
出

る
こ
と
と
な
っ

金
額
に
満
た
な
く

す
る
た
め
の
計
算
を
記
載
し
た
書

た
と
き

な
っ
た
年
月
日

面

二

純
財
産
額
が
法

第
六
条
第
一
項
第

五
号
に
規
定
す
る

金
額
に
満
た
な
く

な
っ
た
理
由

法
第
十
三
条
の

一

登
録
等
の
内
容

一

取
消
し
を
命
ず
る
書
類
の
写

四
第
一
号
ト
（

二

当
該
登
録
等
の

し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

外
国
証
券
法
令

年
月
日

二

当
該
外
国
の
法
令
と
そ
の
訳

の
規
定
に
係
る

三

外
国
に
お
い
て

文

部
分
に
限
る
。

証
券
業
に
相
当
す

－２３２－



）
の
規
定
に
該

る
業
務
の
登
録
等

当
す
る
こ
と
と

の
取
消
し
を
さ
れ

な
っ
た
と
き

た
年
月
日

四

取
消
し
を
さ
れ

た
業
務
の
内
容

五

取
消
し
を
さ
れ

た
理
由

法
第
十
三
条
の

一

違
反
し
た
法
令

一

確
定
判
決
書
の
写
し

四
第
一
号
チ
の

の
規
定

二

事
件
の
概
要
を
記
載
し
た
書

規
定
に
該
当
す

二

刑
の
確
定
し
た

面

る
こ
と
と
な
っ

年
月
日
及
び
罰
金

た
と
き

の
額

役
員
等
が
証
券

一

該
当
者
氏
名

後
見
開
始
の
審
判
又
は
保
佐
開
始

取
引
法
第
二
十

二

後
見
開
始
の
審

の
審
判
に
関
す
る
書
面

八
条
の
四
第
一

判
又
は
保
佐
開
始

項
第
九
号
イ
の

の
審
判
を
受
け
た

規
定
に
該
当
す

年
月
日

る
こ
と
と
な
っ

た
事
実
を
知
っ

た
と
き

－２３３－



役
員
等
が
証
券

一

該
当
者
氏
名

破
産
決
定
書
の
写
し
又
は
破
産
決

取
引
法
第
二
十

二

破
産
宣
告
を
受

定
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

八
条
の
四
第
一

け
た
年
月
日

項
第
九
号
ロ
の

規
定
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ

た
事
実
を
知
っ

た
と
き

役
員
等
が
証
券

一

該
当
者
氏
名

確
定
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判

取
引
法
第
二
十

二

刑
の
確
定
年
月

決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

八
条
の
四
第
一

日
及
び
刑
の
種
類

項
第
九
号
ハ
の

規
定
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ

た
事
実
を
知
っ

た
と
き

役
員
等
が
証
券

一

該
当
者
氏
名

外
国
の
場
合
は
、
当
該
法
令
と
そ

取
引
法
第
二
十

二

取
消
命
令
を
受

の
訳
文

八
条
の
四
第
一

け
た
年
月
日

項
第
九
号
ニ
の

三

取
消
命
令
を
受

規
定
に
該
当
す

け
た
理
由

－２３４－



る
こ
と
と
な
っ

た
事
実
を
知
っ

た
と
き

役
員
等
が
証
券

一

該
当
者
氏
名

当
該
外
国
の
法
令
と
そ
の
訳
文

取
引
法
第
二
十

二

取
消
命
令
を
受

八
条
の
四
第
一

け
た
年
月
日

項
第
九
号
ホ
の

三

取
り
消
し
命
令

規
定
（
証
券
取

を
受
け
た
理
由

引
法
に
該
当
す

る
外
国
の
法
令

の
規
定
に
係
る

部
分
に
限
る
。

）
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た

事
実
を
知
っ
た

と
き

役
員
等
が
証
券

一

該
当
者
氏
名

取
引
法
第
二
十

二

解
任
命
令
を
受

八
条
の
四
第
一

け
た
年
月
日

項
第
九
号
へ
の

三

解
任
命
令
を
受

規
定
に
該
当
す

け
た
理
由

－２３５－



る
こ
と
と
な
っ

た
事
実
を
知
っ

た
と
き

役
員
等
が
証
券

一

該
当
者
氏
名

確
定
判
決
書
の
写
し
又
は
確
定
判

取
引
法
第
二
十

二

刑
の
確
定
年
月

決
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

八
条
の
四
第
一

日
及
び
刑
の
種
類

項
第
九
号
ト
の

規
定
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ

た
事
実
を
知
っ

た
と
き

純
財
産
額
が
資

一

純
財
産
額
が
資

純
財
産
額
を
算
出
す
る
た
め
の
計

本
の
額
に
満
た

本
の
額
に
満
た
な

算
を
記
載
し
た
書
面

な
く
な
っ
た
と

く
な
っ
た
年
月
日

き

二

純
財
産
額
が
資

本
の
額
に
満
た
な

く
な
っ
た
理
由

外
国
証
券
法
令

一

当
該
不
利
益
処

当
該
不
利
益
処
分
を
規
定
す
る
外

の
規
定
に
基
づ

分
の
内
容

国
の
法
令
と
そ
の
訳
文

く
行
政
庁
の
不

二

当
該
不
利
益
処

－２３６－



利
益
処
分
を
受

分
を
受
け
た
年
月

け
た
と
き

日

登
記
を
要
す
る

一

変
更
又
は
消
滅

会
社
登
記
簿
抄
本

事
項
に
つ
い
て

に
係
る
事
項

変
更
又
は
消
滅

二

変
更
又
は
消
滅

の
登
記
を
行
っ

年
月
日

た
と
き
（
法
第

三

変
更
又
は
消
滅

十
三
条
の
五
に

の
理
由

お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定

に
よ
り
届
出
を

行
う
場
合
を
除

く
。
）

役
職
員
に
事
故

一

事
故
等
が
発
生

等
が
あ
っ
た
こ

し
た
本
店
又
は
取

と
を
知
っ
た
と

引
所
取
引
店
の
名

き

称
二

事
故
等
を
惹
起

し
た
者
の
氏
名
及

び
役
職
名

－２３７－



三

事
故
等
の
概
要

事
故
等
の
詳
細

一

事
故
等
が
発
生

が
判
明
し
た
と

し
た
本
店
又
は
取

き

引
所
取
引
店
の
名

称
二

事
故
等
を
惹
起

し
た
者
の
氏
名
及

び
役
職
名

三

事
故
等
の
詳
細

四

社
内
処
分
を
行

っ
た
場
合
は
そ
の

内
容

別
表
第
二
（
第
四
十
一
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
十
一
条
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

法
第
六
条
第
一
号

（
略
）

（
略
）

第
一
号
の
規
定
に

の
規
定
に
該
当
す

－２３８－



該
当
す
る
こ
と
と

る
こ
と
と
な
っ
た

な
っ
た
と
き

と
き

法
第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

法
第
六
条
第
三
号

（
略
）

（
略
）

第
三
号
の
規
定
に

の
規
定
に
該
当
す

該
当
す
る
こ
と
と

る
こ
と
と
な
っ
た

な
っ
た
と
き

と
き

法
第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

法
第
六
条
第
四
号

（
略
）

（
略
）

第
四
号
の
規
定
に

の
規
定
に
該
当
す

該
当
す
る
こ
と
と

る
こ
と
と
な
っ
た

な
っ
た
と
き

と
き

法
第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

法
第
六
条
第
五
号

（
略
）

（
略
）

第
五
号
の
規
定
に

の
規
定
に
該
当
す

該
当
す
る
こ
と
と

る
こ
と
と
な
っ
た

な
っ
た
と
き

と
き

法
第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

法
第
六
条
第
七
号

（
略
）

（
略
）

第
七
号
の
規
定
（

の
規
定
（
外
国
証

外
国
証
券
法
令
の

券
法
令
の
規
定
に

規
定
に
係
る
部
分

係
る
部
分
に
限
る

に
限
る
。
）
に
該

。
）
に
該
当
す
る

－２３９－



当
す
る
こ
と
と
な

こ
と
と
な
っ
た
と

っ
た
と
き

き

法
第
六
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

法
第
六
条
第
八
号

（
略
）

（
略
）

第
八
号
の
規
定
に

の
規
定
に
該
当
す

該
当
す
る
こ
と
と

る
こ
と
と
な
っ
た

な
っ
た
と
き

と
き

取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

証
券
取
引
法
第
二

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

十
八
条
の
四
第
九

、
主
要
株
主
で
あ

号
イ
の
規
定
に
該

個
人
の
法
定
代
理

当
す
る
こ
と
と
な

人
又
は
主
要
株
主

っ
た
事
実
を
知
っ

で
あ
る
法
人
を
代

た
と
き

表
す
る
役
員
が
証

券
取
引
法
第
二
十

八
条
の
四
第
一
項

第
九
号
イ
の
規
定

に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
事
実
を

知
っ
た
と
き

取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

証
券
取
引
法
第
二

（
略
）

（
略
）

－２４０－



若
し
く
は
監
査
役

十
八
条
の
四
第
九

、
主
要
株
主
で
あ

号
ロ
の
規
定
に
該

る
個
人
若
し
く
は

当
す
る
こ
と
と
な

そ
の
法
定
代
理
人

っ
た
事
実
を
知
っ

又
は
主
要
株
主
で

た
と
き

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
証
券

取
引
法
第
二
十
八

条
の
四
第
一
項
第

九
号
ロ
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
事
実
を
知

っ
た
と
き

取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

証
券
取
引
法
第
二

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

十
八
条
の
四
第
九

、
主
要
株
主
で
あ

号
ハ
の
規
定
に
該

る
個
人
若
し
く
は

当
す
る
こ
と
と
な

そ
の
法
定
代
理
人

っ
た
事
実
を
知
っ

又
は
主
要
株
主
で

た
と
き

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
証
券

取
引
法
第
二
十
八

－２４１－



条
の
四
第
一
項
第

九
号
ハ
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
事
実
を
知

っ
た
と
き

取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

証
券
取
引
法
第
二

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

十
八
条
の
四
第
九

、
主
要
株
主
で
あ

号
ニ
の
規
定
に
該

る
個
人
若
し
く
は

当
す
る
こ
と
と
な

そ
の
法
定
代
理
人

っ
た
事
実
を
知
っ

又
は
主
要
株
主
で

た
と
き

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
証
券

取
引
法
第
二
十
八

条
の
四
第
一
項
第

九
号
ニ
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
事
実
を
知

っ
た
と
き

取
締
役
、
執
行
役

一

該
当
者
氏
名

外
国
に
お
い
て
登
録
等
を
取
り

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

若
し
く
は
監
査
役

二

取
消
命
令
を
受

消
さ
れ
た
場
合
は
当
該
外
国
の

－２４２－



、
主
要
株
主
で
あ

け
た
年
月
日

法
令
と
そ
の
訳
文

る
個
人
若
し
く
は

三

取
り
消
し
命
令

そ
の
法
定
代
理
人

を
受
け
た
理
由

又
は
主
要
株
主
で

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
証
券

取
引
法
第
二
十
八

条
の
四
第
一
項
第

九
号
ホ
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
事
実
を
知

っ
た
と
き

取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

証
券
取
引
法
第
二

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

十
八
条
の
四
第
九

、
主
要
株
主
で
あ

号
ホ
の
規
定
に
該

る
個
人
若
し
く
は

当
す
る
こ
と
と
な

そ
の
法
定
代
理
人

っ
た
事
実
を
知
っ

又
は
主
要
株
主
で

た
と
き

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
証
券

取
引
法
第
二
十
八

条
の
四
第
一
項
第

－２４３－



九
号
ヘ
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
事
実
を
知

っ
た
と
き

取
締
役
、
執
行
役

（
略
）

（
略
）

証
券
取
引
法
第
二

（
略
）

（
略
）

若
し
く
は
監
査
役

十
八
条
の
四
第
九

、
主
要
株
主
で
あ

号
ヘ
の
規
定
に
該

る
個
人
若
し
く
は

当
す
る
こ
と
と
な

そ
の
法
定
代
理
人

っ
た
事
実
を
知
っ

又
は
主
要
株
主
で

た
と
き

あ
る
法
人
を
代
表

す
る
役
員
が
証
券

取
引
法
第
二
十
八

条
の
四
第
一
項
第

九
号
ト
の
規
定
に

該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
事
実
を
知

っ
た
と
き

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

役
職
員
又
は
証
券

一

事
故
等
が
発
生

役
職
員
に
事
故
等

一

事
故
等
が
発
生

－２４４－



仲
介
業
者
に
事
故

し
た
支
店
の
名
称

が
あ
っ
た
こ
と
を

し
た
支
店
の
名
称

等
が
あ
っ
た
こ
と

（
証
券
仲
介
業
者

知
っ
た
と
き

二

事
故
等
を
惹
起

を
知
っ
た
と
き

に
事
故
等
が
あ
っ

し
た
者
の
氏
名
及

た
場
合
に
は
当
該

び
役
職
名

証
券
仲
介
業
者
の

三

事
故
等
の
概
要

商
号
、
名
称
又
は

氏
名
及
び
当
該
事

故
等
が
発
生
し
た

営
業
所
又
は
事
務

所
の
名
称
）

二

事
故
等
を
惹
起

し
た
者
の
氏
名
及

び
役
職
名

三

事
故
等
の
概
要

事
故
等
の
詳
細
が

一

事
故
等
が
発
生

事
故
等
の
詳
細
が

一

事
故
等
が
発
生

判
明
し
た
と
き

し
た
支
店
の
名
称

判
明
し
た
と
き

し
た
支
店
の
名
称

（
証
券
仲
介
業
者

二

事
故
等
を
惹
起

に
事
故
等
が
あ
っ

し
た
者
の
氏
名
及

た
場
合
に
は
当
該

び
役
職
名

証
券
仲
介
業
者
の

三

事
故
等
の
詳
細

商
号
、
名
称
又
は

四

社
内
処
分
を
行

－２４５－



氏
名
及
び
当
該
事

っ
た
場
合
は
そ
の

故
等
が
発
生
し
た

内
容

営
業
所
又
は
事
務

所
の
名
称
）

二

事
故
等
を
惹
起

し
た
者
の
氏
名
及

び
役
職
名

三

事
故
等
の
詳
細

四

社
内
処
分
を
行

っ
た
場
合
は
そ
の

内
容

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

証
券
仲
介
業
者
に

一

証
券
仲
介
業
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

業
務
の
委
託
を
行

の
称
号
又
は
名
称

わ
な
く
な
っ
た
場

二

業
務
を
行
わ
な

合

く
な
っ
た
理
由

証
券
仲
介
業
者
が

一

訴
訟
当
事
者
（

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

訴
訟
又
は
調
停
の

原
告
及
び
被
告
）

当
事
者
と
な
つ
た

又
は
調
停
当
事
者

こ
と
を
知
っ
た
場

の
所
属
す
る
証
券

－２４６－



合

仲
介
業
者
の
商
号

、
名
称
又
は
氏
名

二

訴
訟
当
事
者
（

原
告
及
び
被
告
）

又
は
調
停
当
事
者

の
住
所
及
び
氏
名

又
は
名
称

三

訴
訟
提
起
（
被

提
起
）
年
月
日
又

は
調
停
申
立
（
被

申
立
）
年
月
日

四

管
轄
裁
判
所
名

五

事
件
の
内
容

訴
訟
又
は
調
停
が

一

訴
訟
当
事
者
（

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

終
結
し
た
こ
と
を

原
告
及
び
被
告
）

知
っ
た
場
合

又
は
調
停
当
事
者

の
所
属
す
る
証
券

仲
介
業
者
の
商
号

、
名
称
又
は
氏
名

二

訴
訟
当
事
者
（

原
告
及
び
被
告
）

又
は
調
停
当
事
者

－２４７－



の
住
所
及
び
氏
名

又
は
名
称

三

終
結
の
日

四

判
決
又
は
和
解

の
内
容

－２４８－
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平成  年  月  日 
 
 

金融庁長官 殿 
 
 

申請者 
所在地： 
 
商号： 
 

国内における代表者： 
 

国内における代表者の住所： 
 
 
 
 

許 可 申 請 書 
 
 

外国証券業者に関する法律第１３条の２の規定により許可外国証券業者の許可を

受けたいので、同法第１３条の３の規定に基づき許可を申請します。 
この申請書及び添付書類の記載事項は､事実に相違ありません。 
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（第 2 面） 

   （ふりがな） 
１．商号及び本店の所

在の場所 
 

２．資本の額 別添１のとおり 

３．役員の役職名及び
氏名 

別添２のとおり 

４．取引所取引店の名
称並びにその所在
する国及び場所 

別添３のとおり 

５．他に事業を営んで
いるときはその事
業の種類 

別添４のとおり 

６．本店及び取引所取
引店が加入してい
る外国証券取引所
の商号又は名称 

別添５のとおり 

７．国内の事務所その
他の施設の所在の
場所 

別添６のとおり 

８．国内における代表
者の氏名及び国内
の住所 

別添７のとおり 

９．取引参加者となる
証券取引所の商号
又は名称 

 

10.取引所取引と同種
類の取引に係る業
務を開始した日 
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（別添１：資本の額） 
（第 3 面） 

資本の額 年 月 日 

  

 

（注）   外貨建の場合には、当該金額を日本円に換算した金額及びその換算に用

いた標準を付記すること。 
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（別添２：役員の役職名及び氏名） 
（第 4 面） 

（平成  年  月  日現在） 
（ふりがな） 
氏      名 

役  職  名 
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（別添３：取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所） 
（第 5 面） 

（平成  年  月  日現在） 

名   称 所在する国 所在する場所 
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（別添４：他に事業を営んでいるときは、その事業の種類） 
（第 6 面） 

（平成  年  月  日現在） 

他に事業を営んでいる事業の種類 
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（別添５：本店及び取引所取引店が加入している外国証券取引所の商号又は名称） 
（第 7 面） 

（平成  年  月  日現在） 

本店又は取引所取引店の名称 外国証券取引所の商号又は名称 

本店  

取引所取引店  
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（別添６：国内の事務所その他の施設の所在地） 
（第 8 面） 

（平成  年  月  日現在） 

国内の事務所その他の施設の所在地 
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 (別添７:国内における代表者の氏名及び国内の住所) 
（第 6 面） 

(平成  年  月  日現在) 
（ふりがな） 

国内における代表者の氏名 
国内の住所 
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第  期営業報告書 〔 
年   月   日から 

年   月   日まで 〕 
年  月  日提出 

 商 号 印 
 所在地 
 国内における代表者  氏名 印 

１  業  務  の  状  況 
(1) 許可年月日 
(2) 加入している証券取引所 
(3) 当期の業務概要 
(4) 取引所取引業務の体制整備の状況 
(5)  株主総会決議事項の要旨 
(6) 役員等及び使用人の状況 
 
 ① 役員等及び使用人の総数 
 

   役員等 

うち国内 

使用人 

うち国内 

計 

総 数 名 名 名 名 名 
 
 ② 役員等の状況 
 

役 職 名 氏 名 住 所 

   

 
(7) 本店の状況 
 

名 称 所 在 地 役員及び使用人 

  名 

（うち取引所取引

業務     名） 

  計 名 
 
(8) 取引所取引店の状況 
 

名 称 所 在 地 役員及び使用人 

  名 

（うち取引所取引

業務     名） 

計 店  計 名 



別紙様式第２号の２（第30条第4項関係） 

（日本工業規格Ａ４） 
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(9) 国内の事務所その他の施設の状況 
 

名 称 所 在 地 役員及び使用人 

  名 

計 店  計 名 
 
(10) 株主の状況 
 

氏 名 又 は 名 称 住 所 又 は 所 在 地 割 合 

 

 

その他（        名） 

 ％ 

計 名  100.00％ 

 

 (11) 業務の状況 

 ① 有価証券の売買等の状況 （単位：千株、百万円） 
 

 委 託 自 己 計 

市場内取引    株数 

計    

市場内取引    

株券 

金額 

計    

国債証券    

地方債証券    

特殊債券    

社債券    

債券 

計    

上場証券投資信託    

新株引受権証書    

その他    

その他 

計    
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② 有価証券デリバディブ取引等の状況 （単位：百万円） 
 

 委 託 自 己 計 

先物取引    株券に係る取引 

オプション取引    

先物取引    債券に係る取引 

オプション取引    
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（記載上の注意） 

１ 業務の状況 

 (1) 加入している証券取引所 

当期末現在において加入している証券取引所の名称又は商号を記載すること。また、会員資格、取引資

格等に種類がある場合には、その種類を記載すること。なお、当期中において変更があった場合には、そ

の旨を注記すること。 

 (2) 当期の業務概要 

営業活動に関する概況、営業成績の概況その他営業成績に影響を及ぼした重要事項の概要を記載するこ

と。 

(3) 取引所取引業務の体制整備の状況 

当期において実施した我が国の証券取引法令に関する知識を習得するための研修の状況、取引所取引業

務の人員配置の状況を記載すること。 

 (4) 株主総会決議事項の要旨 

当期に係る定時及び臨時株主総会の開催年月日及び決議事項の要旨を簡潔に記載すること。（取引所取

引業務に関するもの。） 

 (5) 役員等及び使用人の状況 

   ① 役員等及び使用人の総数 

     当期末現在における役員等及び使用人について記載すること。 

   ② 役員等の状況 

     当期末現在における取締役、監査役等、府令第23条の4第2項第4号に規定する「役員等」について記

載し、取引所取引業務を担当する役員等を注記すること。なお、住所については国内における代表者に

ついて記載すること。 

 (6) 本店の状況 

当期末現在における本店について記載すること。なお、当期中において、本店の名称若しくは所在地に

変更があった場合には、その旨を注記すること。 

 (7) 取引所取引店の状況 

当期末現在におけるすべての取引所取引店について記載すること。なお、当期中において、取引所取引

店の設置若しくは廃止があった場合又は取引所取引店の名称若しくは所在地に変更があった場合には、そ

の旨を注記すること。 

(8) 国内の事務所その他の施設の状況 

当期末現在におけるすべての国内の事務所その他の施設について記載すること。なお、当期中において、

国内の事務所その他の施設の設置若しくは廃止があった場合又は国内の事務所その他の施設の名称若し

くは所在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。 

(9) 株主の状況 

当期末現在における上位10位までの株主及びその他の株主について記載すること。なお、「割合」の欄

には、小数点以下第３位以下を切り捨て、小数点以下第２位まで記載すること。 

 (10) 業務の状況 

当期における業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入すること。 

   ① 有価証券の売買等の状況 

    イ 有価証券の売買株数又は売買金額（有価証券先物取引及び有価証券先渡取引に係るものを除く。）

を約定基準により記載すること。 

    ロ 「株券」の欄には株券及び出資証券（証券取引法第２条第１項第５号に規定する出資証券、同項第

５号の２及び第５号の３に規定する優先出資証券並びに同項第７号の２に規定する投資証券をい

う。）に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３号に掲げる有価証

券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るものを、「受益証券」の欄には同項第

７号に規定する投資信託の受益証券に係るものを、「新株引受権証書」の欄には同項第５号の２から

第６号までに掲げる有価証券（株券並びに同項第５号の２及び第５号の３に規定する優先出資証券を

除く。）に係るものを記載し、同項第９号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載するこ
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と。 

    ハ 「市場内取引」の欄には証券取引所の会員又は取引参加者が行う取引所有価証券市場における売買

に係るものを記載すること。 

    ニ 外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１

項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規定する本邦をいう。）におい

て発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係るものは、株券、債券（社債券、計）、受益証券等

それぞれに相当するものに合算し、上段に内書（括弧書）として記載すること。 

    ホ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第

480号）第８条第２号に掲げる証券投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

   ② 有価証券デリバティブ取引等の状況 

    イ 「先物取引」の欄には、有価証券先物取引及び有価証券指数等先物取引に係る取引契約金額を記載

すること。 

    ロ 「オプション取引」の欄には、有価証券オプション取引に係る取引契約金額を記載すること。 

    

     



二
十
九

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

第
四
十
条
の
三

証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
十
条
の
三
の
規
定
は
、
令

第
四
十
条
の
三

証
券
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
十
条
の
三
の
規
定
は
、
令

第
二
十
五
条
の
二
に
お
い
て
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
六
に
お
い
て
準

第
二
十
五
条
の
二
に
お
い
て
証
券
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
五
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

用
す
る
同
令
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

す
る
。

－２６３－



三
十

投
資
信
託
財
産
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
、
附
属
明
細
表
並
び
に
運
用
報
告
書
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
三
号
）

改

正

案

現

行

第
五
十
七
条

（
略
）

第
五
十
七
条

（
略
）

２

前
項
第
三
号
の
「
為
替
予
約
取
引
」
と
は
、
当
事
者
が
将
来
の
一
定
の
時
期

２

前
項
第
三
号
の
「
為
替
予
約
取
引
」
と
は
、
当
事
者
が
将
来
の
一
定
の
時
期

に
お
い
て
通
貨
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
（
金
融
先
物
取
引

に
お
い
て
通
貨
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取
引
（
金
融
先
物
取
引

法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号

法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
取
引
（
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け
る

に
掲
げ
る
取
引
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
に
お
け
る
こ

こ
れ
ら
と
類
似
の
取
引
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

れ
ら
と
類
似
の
取
引
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第

第
六
十
一
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

六
十
一
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
運
用
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

（
運
用
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
五
十
八
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
運
用
報
告
書
に
は
、
次

第
五
十
八
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
運
用
報
告
書
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

有
価
証
券
先
物
取
引
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価

七

有
価
証
券
先
物
取
引
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価

証
券
先
物
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
外
国
有
価
証

証
券
先
物
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
外
国
有
価
証

券
市
場
（
同
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
有
価
証
券
市
場
を
い
う

券
市
場
（
同
条
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
有
価
証
券
市
場
を
い
う

。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
、
有
価
証
券

。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
有
価
証
券
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引
、
有
価
証
券

指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取

指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
外
国
市
場
証
券
先
物
取

引
、
有
価
証
券
先
渡
取
引
（
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
渡

引
、
有
価
証
券
先
渡
取
引
（
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
渡

取
引
を
い
う
。
）
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
オ

取
引
を
い
う
。
）
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
オ

－２６４－



プ
シ
ョ
ン
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ

プ
シ
ョ
ン
取
引
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
等
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
種
類
ご
と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高

れ
の
種
類
ご
と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高

及
び
当
該
投
資
信
託
財
産
の
計
算
期
間
中
に
お
け
る
取
引
契
約
金
額
又
は
取

及
び
当
該
投
資
信
託
財
産
の
計
算
期
間
中
に
お
け
る
取
引
契
約
金
額
又
は
取

引
金
額

引
金
額

八
～
二
十
三

（
略
）

八
～
二
十
三

（
略
）

２
～
10

（
略
）

２
～
10

（
略
）

（
外
貨
建
資
産
等
の
会
計
処
理
）

（
外
貨
建
資
産
等
の
会
計
処
理
）

第
六
十
条

（
略
）

第
六
十
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
建
資
産
等
を
邦
貨
建
資
産
等
と
区
分
し
て
整
理
す

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
建
資
産
等
を
邦
貨
建
資
産
等
と
区
分
し
て
整
理
す

る
場
合
に
お
い
て
、
外
貨
建
証
券
（
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
有
価
証

る
場
合
に
お
い
て
、
外
貨
建
証
券
（
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
有
価
証

券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証

券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証

券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
外
貨
建
証
券
は
、
本
邦
通
貨
を

券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
外
貨
建
証
券
は
、
本
邦
通
貨
を

も
っ
て
表
示
し
、
他
の
外
貨
建
資
産
等
と
区
分
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

も
っ
て
表
示
し
、
他
の
外
貨
建
資
産
等
と
区
分
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

－２６５－



三
十
一

投
資
法
人
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
資
産
運
用
報
告
書
、
金
銭
の
分
配
に
係
る
計
算
書
及
び
附
属
明
細
書
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第

百
三
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
評
価
の
特
例
）

（
評
価
の
特
例
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

第
五
条

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
の
三
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の

五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
の
三
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の

有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有

有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有

価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
の
う
ち
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き

価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
の
う
ち
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き

も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
価
を
付

も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
価
を
付

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所

一

証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所

を
い
い
、
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
に
所
在
す
る
も
の
を
含
む
。
次
条
第
一
項

を
い
い
、
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
に
所
在
す
る
も
の
を
含
む
。
次
条
第
一
項

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
（
同
法
第
百
八

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
（
同
法
第
百
八

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
債
証
券
又
は
外
国
国
債
証
券
と
み
な
さ
れ

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
債
証
券
又
は
外
国
国
債
証
券
と
み
な
さ
れ

る
標
準
物
を
除
く
。
）

る
標
準
物
を
除
く
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
以
外
の
有
価
証
券
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
そ

ロ

証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
そ

の
価
格
が
証
券
業
協
会
（
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
証
券
業
協
会
を
い

の
価
格
が
証
券
業
協
会
（
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
証
券
業
協
会
を
い

う
。
）
又
は
外
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
当
該
協
会
と
類
似
の
性
質

う
。
）
又
は
外
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
て
い
る
当
該
協
会
と
類
似
の
性
質

－２６６－



を
有
す
る
団
体
の
定
め
る
規
則
に
基
づ
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の

を
有
す
る
団
体
の
定
め
る
規
則
に
基
づ
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
取
引
）

（
特
定
取
引
）

第
五
条
の
二

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
利
益

第
五
条
の
二

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
利
益

又
は
損
失
と
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区

又
は
損
失
と
す
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
取
引

金
融
先
物
取
引
所
（
金
融
先
物
取
引
法

四

次
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
取
引

金
融
先
物
取
引
所
（
金
融
先
物
取
引
法

（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融
先

（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融
先

物
取
引
所
を
い
う
。
）
又
は
海
外
金
融
先
物
市
場
（
同
条
第
十
一
項
に
規
定

物
取
引
所
を
い
う
。
）
又
は
海
外
金
融
先
物
市
場
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す

す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

る
海
外
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
第
六
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
に
お
け
る
営
業
期
間
の
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た

に
お
け
る
営
業
期
間
の
終
了
の
日
の
最
終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も

も
の
と
し
た
場
合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
と
し
た
場
合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に

２

法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に

掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

有
価
証
券
先
物
取
引
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
有
価

三

有
価
証
券
先
物
取
引
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
有
価

証
券
先
物
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

証
券
先
物
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

八

有
価
証
券
先
渡
取
引
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
有

八

有
価
証
券
先
渡
取
引
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
有

－２６７－



価
証
券
先
渡
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

価
証
券
先
渡
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

九
～
十
一

（
略)

九
～
十
一

（
略)

十
二

金
融
先
物
取
引
等
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る

十
二

金
融
先
物
取
引
等
（
金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金

金
融
先
物
取
引
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

融
先
物
取
引
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

十
三
～
十
九

（
略
）

十
三
～
十
九

（
略
）

（
資
産
運
用
報
告
書
の
記
載
事
項
）

（
資
産
運
用
報
告
書
の
記
載
事
項
）

第
五
十
九
条

資
産
運
用
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
投
資
法
人
の

第
五
十
九
条

資
産
運
用
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
投
資
法
人
の

状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
八

（
略
）

一
～
十
八

（
略
）

十
九

資
産
の
運
用
を
行
う
投
資
信
託
委
託
業
者
が
証
券
業
（
証
券
取
引
法
第

十
九

資
産
の
運
用
を
行
う
投
資
信
託
委
託
業
者
が
証
券
業
（
証
券
取
引
法
第

二
条
第
八
項
又
は
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

二
条
第
八
項
又
は
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第

五
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
い
う
。
）
を
営
ん
で
い
る
場

五
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
証
券
業
を
い
う
。
）
を
営
ん
で
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
期
間
中
に
お
け
る
証
券
会
社
又
は
証
券
仲
介
業

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
期
間
中
に
お
け
る
証
券
会
社
で
あ
る
当
該
投
資

者
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
証
券
仲
介
業
者
を
い
う
。

信
託
委
託
業
者
と
の
間
の
取
引
の
状
況
及
び
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
に
支

）
で
あ
る
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
と
の
間
の
取
引
の
状
況
及
び
当
該
投
資

払
わ
れ
た
売
買
委
託
手
数
料
の
総
額

信
託
委
託
業
者
に
支
払
わ
れ
た
売
買
委
託
手
数
料
の
総
額

二
十
～
二
十
四

（
略
）

二
十
～
二
十
四

（
略
）

（
外
貨
建
資
産
等
の
会
計
処
理
）

（
外
貨
建
資
産
等
の
会
計
処
理
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
建
資
産
等
を
邦
貨
建
資
産
等
と
区
分
し
て
整
理
す

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
外
貨
建
資
産
等
を
邦
貨
建
資
産
等
と
区
分
し
て
整
理
す

る
場
合
に
お
い
て
、
外
貨
建
証
券
（
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
有
価
証

る
場
合
に
お
い
て
、
外
貨
建
証
券
（
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
有
価
証

－２６８－



券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証

券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証

券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
外
貨
建
証
券
は
、
本
邦
通
貨
を

券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
外
貨
建
証
券
は
、
本
邦
通
貨
を

も
っ
て
表
示
し
、
他
の
外
貨
建
資
産
等
と
区
分
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

も
っ
て
表
示
し
、
他
の
外
貨
建
資
産
等
と
区
分
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

－２６９－



三
十
二

証
券
会
社
の
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
二
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
営
業
費
用
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

３

前
二
項
に
規
定
す
る
営
業
費
用
の
計
算
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

通
信
・
運
送
費
の
う
ち
、
証
券
取
引
所
の
会
員
等
（
法
第
八
十
二
条
第
一

二

通
信
・
運
送
費
の
う
ち
、
証
券
取
引
所
の
会
員
等
（
法
第
六
十
一
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す
る
会
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

項
に
規
定
す
る
会
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る

で
あ
る
証
券
会
社
に
よ
る
証
券
取
引
所
の
会
員
等
と
な
っ
て
い
な
い
証
券
会

証
券
会
社
に
よ
る
証
券
取
引
所
の
会
員
等
と
な
っ
て
い
な
い
証
券
会
社
に
対

社
に
対
す
る
払
戻
し

す
る
払
戻
し

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

－２７０－



三
十
三

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
号
）

改

正

案

現

行

（
保
有
の
制
限
か
ら
除
か
れ
る
株
式
）

（
保
有
の
制
限
か
ら
除
か
れ
る
株
式
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
保
有
の
制
限
か
ら

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
保
有
の
制
限
か
ら

除
か
れ
る
株
式
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
と
す
る
。

除
か
れ
る
株
式
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

証
券
取
引
所
（
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所

三

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
若
し
く
は
こ
れ

を
い
う
。
第
三
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る

に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
て
外
国
に
所
在
す
る
も
の
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株

も
の
で
あ
っ
て
外
国
に
所
在
す
る
も
の
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者

式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭

で
あ
る
会
社
又
は
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証

売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
て
外
国

券
登
録
原
簿
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
て
外
国
に
備
え
ら
れ

に
備
え
ら
れ
る
も
の
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外

る
も
の
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
が
発

の
会
社
が
発
行
す
る
株
式

行
す
る
株
式

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
株
式
に
準
ず
る
も
の
）

（
株
式
に
準
ず
る
も
の
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
株
式
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
株
式
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関

一

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て

す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
規
定
す
る
優
先
出
資
（
協
定

い
る
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第

－２７１－



譲
受
け
等
若
し
く
は
株
式
等
の
発
行
等
に
係
る
も
の
（
協
定
銀
行
が
保
有
す

四
十
四
号
）
に
規
定
す
る
優
先
出
資
（
協
定
譲
受
け
等
若
し
く
は
株
式
等
の

る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
資
産
買
取
り
の
委
託
に
係
る
も
の
（
協
定
債
権
回

発
行
等
に
係
る
も
の
（
協
定
銀
行
が
保
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
資
産

収
会
社
が
保
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

買
取
り
の
委
託
に
係
る
も
の
（
協
定
債
権
回
収
会
社
が
保
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
を
除
く
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

－２７２－



三
十
四

証
券
取
引
清
算
機
関
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
七
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
委
託
に
際
し
あ
ら
か
じ
め
特
定
す
べ
き
事
項
）

（
委
託
に
際
し
あ
ら
か
じ
め
特
定
す
べ
き
事
項
）

第
一
条

証
券
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号

第
一
条

証
券
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十
五
項
第
二
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
種
類

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
種
類

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
及
び
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
で
あ
っ
て
有

二

有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
及
び
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
で
あ
っ
て
有

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引

現
実
指
数
若
し
く
は
現
実
数
値

価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
と
類
似
の
取
引

現
実
指
数
若
し
く
は
現
実
数
値

（
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値

（
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
現
実
指
数
又
は
現
実
数
値
を

を
い
う
。
）
が
約
定
指
数
若
し
く
は
約
定
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す

い
う
。
）
が
約
定
指
数
若
し
く
は
約
定
数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る

る
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
い
う
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払

約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
を
い
う
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う

う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と

立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な

な
る
か
の
別
、
有
価
証
券
指
数
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
を
い
う

る
か
の
別
、
有
価
証
券
指
数
（
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
を
い
う
。

。
）
又
は
有
価
証
券
の
銘
柄
、
数
又
は
金
額
、
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
及

）
又
は
有
価
証
券
の
銘
柄
、
数
又
は
金
額
、
約
定
指
数
又
は
約
定
数
値
及
び

び
受
渡
日

受
渡
日

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引

店
頭
現
実
指
数
若
し
く
は
店
頭
現
実

五

有
価
証
券
店
頭
指
数
等
先
渡
取
引

店
頭
現
実
指
数
若
し
く
は
店
頭
現
実

数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
店
頭
現
実
指
数
又
は

数
値
（
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
現
実
指
数
又
は

店
頭
現
実
数
値
を
い
う
。
）
が
店
頭
約
定
指
数
若
し
く
は
店
頭
約
定
数
値
（

店
頭
現
実
数
値
を
い
う
。
）
が
店
頭
約
定
指
数
若
し
く
は
店
頭
約
定
数
値
（

そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
を
い
う
。

そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
を
い
う
。

－２７３－



）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該

）
を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
又
は
当
該

金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
の
別
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
（

金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
か
の
別
、
有
価
証
券
店
頭
指
数
（

同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
有
価

同
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
有
価

証
券
の
銘
柄
（
授
受
す
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
年
月
日
、
授
受
す

証
券
の
銘
柄
（
授
受
す
る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
年
月
日
、
授
受
す

る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
方
法
、
当
該
金
銭
を
授
受
す
る
こ
と
と
な

る
こ
と
と
な
る
金
銭
の
額
の
計
算
方
法
、
当
該
金
銭
を
授
受
す
る
こ
と
と
な

る
年
月
日
そ
の
他
の
当
該
取
引
の
内
容
を
適
確
に
示
す
た
め
の
事
項
を
含
む

る
年
月
日
そ
の
他
の
当
該
取
引
の
内
容
を
適
確
に
示
す
た
め
の
事
項
を
含
む

。
）
、
数
又
は
金
額
、
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
及
び
受
渡
日

。
）
、
数
又
は
金
額
、
店
頭
約
定
指
数
又
は
店
頭
約
定
数
値
及
び
受
渡
日

六
～
十
一

（
略
）

六
～
十
一

（
略
）

（
免
許
申
請
等
）

（
免
許
申
請
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

２

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

取
締
役
及
び
監
査
役
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

三

取
締
役
及
び
監
査
役
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
並
び
に
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
に
よ
る
自
ら
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第

面
並
び
に
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
に
よ
る
自
ら
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第

一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

九
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す

誓
約
す
る
書
面

る
書
面

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
六
条

法
第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
六
条

法
第
百
五
十
六
条
の
七
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

－２７４－



一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
法
第
二
条
第
二
十
九
項
第
一
号
に
係
る
も
の

三

有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
（
法
第
二
条
第
二
十
五
項
第
一
号
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
行
う
清
算
参
加
者
と

に
限
る
。
）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
行
う
清
算
参
加
者
と

顧
客
の
間
の
基
本
契
約
に
お
い
て
は
、
顧
客
が
清
算
参
加
者
を
代
理
し
て
対

顧
客
の
間
の
基
本
契
約
に
お
い
て
は
、
顧
客
が
清
算
参
加
者
を
代
理
し
て
対

象
取
引
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
顧
客
が
有
価
証
券
等
清
算

象
取
引
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
顧
客
が
有
価
証
券
等
清
算

取
次
ぎ
の
申
込
み
を
し
、
か
つ
、
当
該
清
算
参
加
者
が
当
該
有
価
証
券
等
清

取
次
ぎ
の
申
込
み
を
し
、
か
つ
、
当
該
清
算
参
加
者
が
当
該
有
価
証
券
等
清

算
取
次
ぎ
の
受
託
を
し
た
こ
と
と
す
る
旨

算
取
次
ぎ
の
受
託
を
し
た
こ
と
と
す
る
旨

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

－２７５－


